
参考資料１

成田赤十字病院地区に係る
都市計画変更について

令和７年１０月１７日

議案第１号 成田都市計画用途地域の変更について
議案第２号 成田都市計画地区計画（成田赤十字病院地区）の決定について
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令和７年１０月１７日

手続きの流れについて

2/27 提案書受理

3/18 庁内検討会議

4/15 千葉県との事前協議申出

5/9 都市計画審議会（報告）

5/15 千葉県との事前協議の回答

5/18 住民説明会

11月上旬 千葉県知事の回答

10月下旬 千葉県知事への協議申出

10/17 都市計画審議会（付議）

5/19～6/2 原案の公告・縦覧

7/17～7/31 案の公告・縦覧

11月中旬 決定告示
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都市計画の提案制度

都市計画法第２１条の２の規定から
法２１条の５までの規定に基づく
都市計画決定又は変更の提案を行う
際の、必要な手続きを定める

住民等が主体的・積極的に都市計画に関わっていく
ことを期待し、創設されたもの

成田市都市計画制度の手引き

成田赤十字病院地区に係る都市計画変更の経緯について（都市計画提案制度）

令和７年１０月１７日 -3-

提案内容について

成田赤十字病院地区に係る都市計画変更の経緯について成田赤十字病院地区に係る都市計画変更の経緯について（都市計画提案制度）

令和７年１０月１７日 -4-



提案理由

成田赤十字病院
• 北総地域の中核病院
• 救急医療・急性期医療体制の充実

施設の老朽化

安定した医療体制の確保、
質の高い医療・福祉
サービスの提供のため、
土地の高度利用と
都市機能の更新を図る

成田赤十字病院地区に係る都市計画変更の経緯について成田赤十字病院地区に係る都市計画変更の経緯について（都市計画提案制度）

令和７年１０月１７日 -5-

都市計画の変更概要

用途地域（容積率）の変更

200％ 300％

地区計画の決定

成田赤十字病院地区に係る都市計画変更の経緯について成田赤十字病院地区に係る都市計画変更の経緯について（都市計画提案制度）

令和７年１０月１７日 -6-



議案第１号 成田都市計画用途地域の変更について

成田都市計画用途地域の
変更について

【議案第１号】

令和７年１０月１７日 -7-

本地区の用途地域
現在の用途指定状況

議案第１号 成田都市計画用途地域の変更について

令和７年１０月１７日 -8-



用途地域の変更（案）

都市計画原案の内容

• 第一種住居地域（1.92ha）の指定
容積率及び建ぺい率を
「200％、60％」から
「300％、60％」に変更する

• 高度地区は変更しない
• 防火指定はしない

• 第二種住居地域（0.44ha）
の指定容積率及び建ぺい率を
「200％、60％」から
「300％、60％」に変更する

• 高度地区は変更しない
• 防火指定はしない

300
60

300
60

議案第１号 成田都市計画用途地域の変更の原案について

令和７年１０月１７日 -9-

議案第２号 成田都市計画地区計画（成田赤十字病院地区）の決定について

成田都市計画地区計画
（成田赤十字病院地区）の決定について

【議案第２号】

令和７年１０月１７日 -10-



地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

令和７年１０月１７日 -11-

地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

令和７年１０月１７日 -12-



地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

令和７年１０月１７日 -13-

地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

令和７年１０月１７日 -14-



地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

歩道未整備区間

令和７年１０月１７日 -15-

歩行者専用通路イメージ

地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

■歩行者空間確保のイメージ

歩行者専用通路イメージ
令和７年１０月１７日 -16-



地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

■建築物等の用途の制限

令和７年１０月１７日 -17-

地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

道路敷地

■歩行空間の確保

病院敷地

令和７年１０月１７日 -18-



地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

■歩行空間の確保（壁面の位置の制限）

令和７年１０月１７日 -19-

地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

■歩行空間の確保（かき又はさくの構造の制限）

令和７年１０月１７日 -20-



地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

道路敷地

■歩行空間の確保

病院敷地

道路敷地病院敷地
（千葉県管理）

（成田市管理）

令和７年１０月１７日 -21-

地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

令和７年１０月１７日 -22-



地区計画の計画書（案）

議案第２号 成田赤十字病院地区地区計画の原案について

■景観への配慮

令和７年１０月１７日 -23-

令和７年１０月１７日

5/18開催 住民説明会について

住民説明会（5/18）における意見

Q1. 救命救急センターの建築を進めたいために、容積率を引き上げるのではないか。

→成田赤十字病院が立地する敷地において、容積率200％のところ約199％使用
している状況である。救命救急センターの建て替え計画が進められていることや
将来的に求められる医療機能確保においても高度利用を図る必要があり、引き上げ
を行うこととした。なお、300％の適用については、所定の条件を満たしているため
適用を認めるものである。

Q2.第一種住居地域だけでなく第二種住居地域まで容積率を引き上げる理由は。

→成田赤十字病院は、第一種住居地域の区域だけでなく、第二種住居地域の区域も
一体的な建築敷地としているため、第二種住居地域も容積率を引き上げた。
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令和７年１０月１７日 1

不動ケ岡土地区画整理事業に係る
都市計画の変更について

参考資料２

報告第１号 成田都市計画用途地域の変更の原案について（不動ケ岡地区）
報告第２号 成田都市計画高度地区の変更の原案について（不動ケ岡地区）
報告第３号 不動ケ岡地区地区計画の原案について

2令和７年１０月１７日

不動ケ岡土地区画整理事業について

当該地区については、中心市街地
に隣接し国道51号沿いに位置する
好立地を活かし、地区内の権利者の
方々により結成された、不動ケ岡土
地区画整理組合により、計画人口を
1千400人とする住居系と、まちの賑
わいを創出する商業系の土地利用を
図る計画として、施行地区面積
23.59ヘクタールの新たなまちづく
りが進められています。

令和5年12月に千葉県知事から組
合の設立が認可され、順次、伐採工
事や文化財調査を実施し、本年5月か
らは本格的な工事に着手しており、
現在、地盤改良工事や造成工事など
を進めております。

JR成田駅

京成成田駅

国道295号

公津の杜駅

不動ケ岡地区

成田市役所



3令和７年１０月１７日

まちづくりの方針について
成田市都市計画マスタープラン 成田・公津・ニュータウン地域のまちづくり方針図

不動ケ岡地区では、土地区画整理事業により計画的な市街地整備を進め、
住居系の土地利用に加え、商業・業務系の土地利用も可能な用途地域へ
の変更を検討することが示されています。

不動ケ岡地区の位置付け

4令和７年１０月１７日

土地利用計画図（案）

土地利用計画図（案） ※本図は事業認可時点から一部更新されており今後事業計画変更を行う予定です。



5令和７年１０月１７日

用途地域とは、地域にふさわしい建物の用途や形態を定めるものです。

【報告第１号】用途地域の変更

住
宅
系

商
業
系

工
業
系

低層住宅の
住環境保全

中高層住宅の
住環境保全

一定規模の
店舗等を許容

商業等の利便
を増進

工業等の利便
を増進

6令和７年１０月１７日

【報告第１号】用途地域の変更

旧新



7令和７年１０月１７日

建築面積

延床面積

建ぺい率とは、敷地面積
に占める建築面積の割合
のことをいいます。

建ぺい率のイメージ

容積率とは、敷地面積に
対する延床面積の割合の
ことをいいます。

容積率のイメージ

敷地面積

【報告第１号】用途地域の変更

建ぺい率60%

容積率200%

第１種住居

建ぺい率80%

容積率200%

近隣商業

建ぺい率60%

容積率150%

第１種低層住居

8令和７年１０月１７日

高度地区とは、建築物の高さの最高限度等を定めるものです。

【報告第２号】高度地区の変更

新 旧

２．現在、国道51号沿道に指定されている
第１種高度地区は廃止されます。

１．新たに第１種住居地域
に指定される部分は、
第２種高度地区となり
ます。



9令和７年１０月１７日

【報告第３号】地区計画の決定（地区計画の構成と目標）

地区計画とは、地区を特性に応じて区分し、「まちづくりのルール」を定め、
計画的に市街地環境を誘導する制度です。

地区計画
の構成

地区計画の目標
・まちづくりの全体構想を定めます。

地区計画の方針
・地区計画の目標を実現するため、土地利用や建築物等の整備に関する方針を
定めます。

地区整備計画
・地区計画の方針に従って、建築物等に関する制限等を定めます。

■地区計画の目標
不動ケ岡地区では、中心拠点と連携した商業・業務機能等を備えた生活拠
点の形成、駅に近接する利便性の高い快適な低層住宅と中層集合住宅等が
調和する住宅市街地の形成を図ることを目標とします。

10令和７年１０月１７日

【報告第３号】地区計画の決定（地区計画の方針）

地区の区分と土地利用の方針は次のとおりです。

（１）商業・業務地区

中心拠点との連携を図りつつ、地域住民の日常生活に密着
した商業・業務・サービス施設などの立地誘導を図るとと
もに、広域幹線道路の沿道にふさわしい沿道市街地の形成
を図る地区。

（２）沿道住宅地区

周辺の居住環境を保護しつつ、地区内幹線道路沿道の立地
特性を活かし、近隣住民の利便性を高める生活利便施設等
の計画的な誘導を図るとともに、良好な沿道住宅市街地を
形成する地区。

（３）集合住宅地区

京成成田駅に近接する利便性を活かした緑豊かで良好な居
住環境を備えた中層集合住宅地等の形成を図る地区。

（４）一般住宅地区

戸建住宅を主体とした緑豊かで良好な低層住宅市街地の形
成を図る地区。

（１）商業・業務地区

（３）集合住宅地区

（４）一般住宅地区



11令和７年１０月１７日

【報告第３号】地区計画の決定（地区整備計画）

■建築物の用途の制限

地区区分 制限内容

（１）
商業・業務地区

・地域住民の日常生活に密着した商業、
業務、サービス施設等のみ立地できる
よう制限します。（土地利用の維持の
ため住宅を制限します。また風営法に
関わる施設等は建築できません。）

（２）
沿道住宅地区

・用途地域の制限のほか、公衆浴場、ホ
テル等、運動施設、畜舎（ペット
ショップ等は除く）、自動車倉庫を制
限します。

（３）
集合住宅地区

・用途地域の制限のほか、戸建住宅、兼
用住宅、公衆浴場、ホテル等、運動施
設、床面積500㎡を超える店舗や事務
所等、畜舎（ペットショップ等は除
く）を制限します。

（４）
一般住宅地区

・用途地域の制限のほか、公衆浴場を制
限します。

制限の対象

（１）

（３）

（４）

12令和７年１０月１７日

制限の対象

【報告第３号】地区計画の決定（地区整備計画）

■敷地面積の最低限度

敷地面積の最低限度の例（一般住宅地区の場合）

敷地面積
300㎡
の場合

150㎡ 150㎡

敷地分割し建築可能

200㎡

100㎡
150㎡未満の
敷地は建築不可

地区区分 制限内容

（１）
商業・業務地区

500㎡

（２）
沿道住宅地区

200㎡

（３）
集合住宅地区

300㎡

（４）
一般住宅地区

150㎡

※換地が減歩により適合
しなくなった場合等は
適用除外します。

（１）

（３）

（４）



13令和７年１０月１７日

制限の対象

壁面の位置は
・道路境界線
・公園・緑地境界線
・隣地境界線から1m～2m以上後退。

■壁面の位置の制限

【報告第３号】地区計画の決定（地区整備計画）

（１）

（３）

（４）

地区区分 制限内容

（１）
商業・業務地区

①１号壁面線 の道路境界
線までの水平距離は、2.0ｍ以
上とする。

②その他の道路（歩行者専用道路
含む。）及び公園・緑地境界
線までの水平距離は、1.0ｍ以
上とする。

③敷地境界線までの水平距離は、
1.0ｍ以上とする。

（２）
沿道住宅地区

（３）
集合住宅地区

（４）
一般住宅地区

14令和７年１０月１７日

制限の対象
■垣又はさくの構造の制限

【報告第３号】地区計画の決定（地区整備計画）

（１）

（３）

（４）

地区区分 制限内容

（１）
商業・業務地区

・道路（歩行者専用道路含む。）
に面する部分は、生垣又は透
視可能なフェンス、その他こ
れらに類する開放性のあるも
ので、美観を損ねるおそれの
ないものとします。

・基礎の高さは地盤面から高さが
60㎝以下とします。

・ただし、門柱及び危険施設等の
管理上やむを得ない場合は、
この限りでないこととします。

（２）
沿道住宅地区

（３）
集合住宅地区

（４）
一般住宅地区



15令和７年１０月１７日

今後の予定

令和７年度 令和８年度

都
市
計
画
審
議
会
（
報
告
）

住
民
説
明
会

案
の
概
要
縦
覧

公
聴
会

法
定
縦
覧

都
市
計
画
審
議
会
（
付
議
）

法
定
協
議

都
市
計
画
決
定
・
告
示

10月 11月 12月 1月 4月 夏頃

令和10年度

工
事
完
了

予定

全
域
使
用
収
益
開
始

※変更の可能性があります。

令和9年度

一
次
使
用
収
益
開
始

予定



令和７年１０月１７日

千葉県における
都市計画の見直しについて

１

参考資料３

報告第４号 成田都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に係る市町村原案について
報告第５号 下総大栄都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に係る市町村原案について

2令和７年１０月１７日

都市計画の見直し

都市計画見直しの趣旨

都市計画は社会経済情勢の変化に適切に対応するため、
概ね５年毎に実施される都市計画基礎調査等の結果に基づき、
定期的な見直しを実施しています。

千葉県では、令和３年に行った都市計画基礎調査等から人口
減少、自然災害の頻発化・激甚化や広域的な社会インフラの充実
など、大きく変化している社会経済情勢の変化に対応するため、
都市計画区域マスタープランをはじめとした都市計画の見直し
を進めています。

都
市
計
画
基
礎
調
査

調
査
結
果
の
解
析

第
７
回

定
期
見
直
し

見
直
し
方
針
の
策
定

第
６
回

定
期
見
直
し

都
市
計
画
基
礎
調
査

今 回前 回



3令和７年１０月１７日

都市計画見直しの基本方針

見直しの考え方

県全域を対象とした見直しを進める上での基本的な考え方

(1) 人口減少に対応したコンパクトで効率的な
都市構造への転換

(2) 広域的な視点に立ったマスタープランの策定

(3) 頻発化・激甚化する自然災害への対応

(4) 社会インフラ等を活用した多様な産業の受け皿の
創出による地域振興

(5) 自然的環境の保全と質の高い生活環境の整備

4令和７年１０月１７日

都市計画見直しの内容

目標年次

○ 目標年次 令和17年（2035年）

○ 対象区域 千葉県全域

見直しの内容

○都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）の見直し

○ 都市計画区域・区域区分の見直し

○ 都市再開発の方針の見直し（野田、松戸、柏、市川、船橋、成田、市原、習志野）

※指定都市の千葉市は別途見直しを実施

報告第４号
・第５号

報告第６号

報告第７号



5令和７年１０月１７日

都市計画のマスタープラン

都市全体や身近にあるまちについて、県や市町村のまちづくりの方向性を
示すもの。

都市計画区域マスタープラン（県）

住民に最も近い立場にある市町村が、
その創意工夫のもとに住民の意見を
反映し、まちづくりの具体性ある将来
ビジョンを確立し、地区別のあるべき
「まち」の姿を定めるもの。

＜定める内容＞

1．まちづくりの理念や都市計画の目標

2．全体構想

3．地域別構想

人口、人や物の動き、土地の利用の
動向、公共施設の整備などについて
将来の見通しや目標を明らかにし、将来
のまちをどのようにしていきたいかを
具体的に定めるもの。

＜定める内容＞

1．都市計画の目標

2．区域区分の方針

3．主要な都市計画の決定の方針

市町村マスタープラン
（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針） （市町村の都市計画に関する基本的な方針）

おおむね20年後

（目標年次：令和

17年（2035年））

の都市の姿を展望

6令和７年１０月１７日

具体の都市計画
（区域区分、地域地区、都市施設、市街地開発事業、地区計画等）

市町村総合計画
市町村都市計画マスタープラン

立地適正化計画

エアポートシティ
構想

都市計画見直しの基本方針

千葉県総合計画

都市計画区域マスタープラン

都市計画区域マスタープランの位置付け

都市再開発の
方針

今回新たに、
『広域都市計画マスタープラン』

として策定



7令和７年１０月１７日

広域都市計画マスタープランの策定

策定の背景・考え方

人口減少や広域幹線道路の整備進展、

県民の生活・経済圏の拡大、

自然災害の頻発化・激甚化 など、

県を取り巻く状況の変化に適切に対応

していくためには、広域的な視点に立って

都市計画を推進していくことが必要

都市計画区域を超えた広域的な枠組みと

して広域都市圏を設定し、広域都市圏毎

に「広域都市計画マスタープラン」を定め、

広域的な視点から、都市づくりの方向性

や方針を示すとともに、拠点やネットワー

クを配置し、合理的な土地利用の規制・

誘導を図る
※広域都市圏には、線引き・非線引き
都市計画区域のほか、都市計画区域外
の市町も含む

広域都市圏の設定

県総合計画を踏まえた「6 圏域」を設定

8令和７年１０月１７日

〇千葉県の都市づくりの基本理念
〇広域都市圏の都市計画の目標
〇区域区分の決定の有無
及び区域区分を定める際の方針

○広域都市圏の主要な都市計画の
決定の方針

〇都市計画区域毎の都市計画の目標
〇主要な都市計画の決定の方針
・土地利用
・都市施設の整備
・市街地開発事業
・自然的環境の整備又は保全

広域都市計画マスタープランの構成

県で原案作成

市町村で原案作成

報告第４号

報告第５号



9令和７年１０月１７日

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

コンパクトで効率的な都市構造への転換

頻発化・激甚化する自然災害への対応

鉄道各駅やバスターミナル周辺は、地域拠点として
都市機能を集積

国県道や拠点間を結ぶ都市計画道路の整備を推進

居心地が良く歩きたくなる歩行者中心の空間づくりなど、

魅力的な空間を形成

北千葉道路の整備の促進、圏央道の4車線化の促
進など災害に強い道路ネットワークの整備を促進

流域全体で水害を軽減させる治水対策「流域治水」へ
の転換を進め、安全な都市づくりを推進

◆改定のポイント

10令和７年１０月１７日

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

自然的環境の保全と質の高い生活環境の整備

手賀沼・印旛沼や利根川周辺などの豊かな水辺空
間や都市緑地等については、都市部のゆとりを与える
資源として保全・活用

グリーンインフラの取組を進めるため、緑地の保全、
都市公園の整備等を推進

ライフスタイルの変化への対応や都市のウェル
ビーイング向上のため、魅力的な空間を形成

国際航空物流をはじめとした、空港の特徴や強み
を生かせる産業などを集積し、成田空港を核とする
国際的な産業拠点の形成

インターチェンジ周辺や幹線道路沿線等に新たな
産業集積を推進

成田山新勝寺や房総のむらなどの歴史的な観光
資源を生かしたまちづくりを推進

◆改定のポイント
社会インフラ等を活用した多様な産業の受け
皿の創出による地域振興



11令和７年１０月１７日

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

新しい成田空港を中心とするエアポートシティのコアのエアポートエリア、歴史的な水運文化と醸造文
化を生かした産業・生活拠点のリバーサイドエリア、自然と調和したエコロジカルな暮らしを実現する生
活拠点のナチュラルライフエリア、市街地再生と文化的資源の調和を目指す新たな経済交流拠点の
アーバンエリア、この４つのエリアゾーンそれぞれで、特色を生かすまちづくりを推進
日本最大の貿易港である成田空港の拡張事業によって、周辺地域が本来から持つポテンシャルを最
大化させ、誰もが輝き、世界と響きあう未来志向型のまちづくり
エアポートシティ構想を踏まえ、、国際的な防災拠点の確立など世界をリードする空港都市圏の形成

成田空港エアポートシティ構想より

世界をリードする空港都市圏の形成◆改定のポイント

12令和７年１０月１７日

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）
◆区域区分の方針

• おおむねの人口

令和17年令和2年

年次

区分

おおむね 177千人約 186千人都市計画区域内人口

おおむね 151千人約 142千人市街化区域内人口

令和17年令和2年
年次

区分

おおむね 5,499 億円約 3,837 億円
工業出荷額

（製造業+物流業）
生産規模

おおむね 5,631 億円約 4,457 億円卸小売販売額

おおむね 2.9 千人

( 3.6％)

約 4.3 千人

( 4.9％)
第1次産業

就業構造
おおむね 13.8 千人

( 17.3％)

約 15.1 千人

( 17.3％)
第2次産業

おおむね 62.9 千人

( 79.0％)

約 67.8 千人

( 77.8％)
第3次産業

令和17年年 次

成田市 おおむね 2,058ｈａ

栄 町 おおむね 343ｈａ

富里市 おおむね 479ｈａ
市街化区域面積

合 計 おおむね 2,880ｈａ

(注)市街化区域面積は、令和17年時点における保留人口フレームに
対応する市街化区域面積を含まないものとする。

• 産業の規模

• 市街化区域のおおむねの規模



1令和７年１０月１７日

参考資料４

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（広域都市計画マスタープラン）

市町村原案について

報告第４号 成田都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に係る市町村原案について
報告第５号 下総大栄都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に係る市町村原案について

2令和７年１０月１７日

◆スケジュール

令和７年 １０月１７日 第２回都市計画審議会

１１月１日 住民説明会

１１月２５日 市町村原案の申出

１２月１２日～１２月２６日 案の概要縦覧（２週間）

令和８年１月１７日～２月８日
の間の土・日（調整中）

公聴会

案の縦覧（２週間）

都市計画審議会

令和８年夏ごろ 都市計画の変更決定・告示

本日

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏） 下総・大栄都市計画区域

成田都市計画区域



3令和７年１０月１７日

成田都市計画区域

下総大栄都市計画区域

１．都市計画区域について

本区域は成田市（旧成田市の区域）、栄町及び富里市の３市町

から構成されます。

（１）「成田都市計画区域」「下総・大栄都市計画区域」の範囲

本区域は成田市の一部（旧下総町・旧大栄町）から構成され

ます。

成田都市計画区域

下総大栄都市計画区域

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

4令和７年１０月１７日

成田都市計画区域 下総大栄都市計画区域

（２）都市計画区域の特徴

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

・対象：旧成田市・富里市・栄町 ・対象：旧下総町・旧大栄町
・面積：21,766ha（うち旧成田市13,127ha） ・面積：13,217ヘクタール
・区域区分あり

・市街化区域：2,879ha（うち旧成田市2057ha）
・市街化調整区域：18,887ha（うち旧成田市11,070ha）

・区域区分なし（非線引き区域）

成田

成田国際空港 成田国際空港



5令和７年１０月１７日

１ 都市計画の目標

（１）本区域の基本理念

（２）地域毎の市街地像

２ 主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（５）自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

〇千葉県の都市づくりの基本理念
〇広域都市圏の都市計画の目標
〇区域区分の決定の有無
及び区域区分を定める際の方針

○広域都市圏の主要な都市計画の
決定の方針

〇都市計画区域毎の都市計画の目標
〇主要な都市計画の決定の方針
・土地利用
・都市施設の整備
・市街地開発事業
・自然的環境の整備又は保全

県で原案作成（広域パート）

市町村で原案作成（区域パート）

目 次

6令和７年１０月１７日

◆改定のポイント

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）



7令和７年１０月１７日

１ 都市計画の目標

a. 国・県等の大規模なプロジェクトを考慮して

（１）本区域の基本理念

旧新（赤字：変更箇所）
本区域は、首都圏の重要な機能を担う大規模なプロジェクト

（首都圏基本計画等）の計画区域に含まれており、国際空港を有
するポテンシャルを生かした、市街地の形成が図られてきた。今
後の成田空港の更なる機能強化に伴い、「実施プラン」に基づく
施策の実現が期待されている。

特に、成田市においては、国際的な経済・産業活動の拠点を形
成するため、東京圏の一部として国家戦略特区に位置づけられて
おり、地域経済をけん引する産業の振興を進める。また、今後増
加が見込まれる空港関連企業の従業者のための住環境の整備を図
る。

本区域は、首都圏の重要な機能を担う大規模なプロジェクト
（首都圏整備計画等）の計画区域に含まれており、国際空港を擁
するポテンシャルを生かした、市街地の形成が図られてきた。今
後の成田空港の更なる機能強化を好機と捉え、「成田空港周辺の
地域づくりに関する『実施プラン』」に基づく施策を実現するた
め、成田空港「エアポートシティ」構想が策定された。

また、圏央道及び北千葉道路の整備促進により、首都圏全体の
広域道路ネットワークが拡充し、広域圏での連携強化や物流の効
率化等に大きな貢献が期待される。

さらに、国際的な経済・産業活動の拠点を形成するため、東京
圏の一部として国家戦略特区に位置づけられており、成田空港の
更なる機能強化とともに、圏央道等の広域道路ネットワークを生
かした物流施設等の産業機能の形成や、空港関連産業の誘導等に
より地域経済を牽引し、雇用の受け皿となる産業の振興を図る。
あわせて、成田空港や空港関連企業の従業員のための居住環境の
整備を図り、空港周辺地域の活性化に資する土地利用の誘導を図
る。

成田都市計画区域広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

【参考資料6】新旧対照表 P3

8令和７年１０月１７日

１ 都市計画の目標

b. 人口減少・高齢化の進展を考慮して

（１）本区域の基本理念

旧新（赤字：変更箇所）

高齢者や障がい者を含めた、誰もが安全で暮らしやすい都市環
境を目指し、公共交通及び公共施設等のバリアフリー化やユニ
バーサルデザインによる都市づくりを進める。

また、集約型都市構造を目指し、公共交通の利便性の向上と、
駅周辺等の拠点となる地域に公共施設等の充実を図ることにより、
まとまりのある居住を進める。

高齢者や障がい者を含めた、誰もが安全で暮らしやすい都市環
境を目指し、公共施設等のバリアフリー化やユニバーサルデザイ
ンによる都市づくりを進める。

また、コンパクトな都市構造を目指し、地域公共交通の利便性
の向上と、駅周辺等の拠点となる地域に公共施設等の充実を図る
とともに、高齢者・障がい者が安心して暮らせる環境整備や子育
て世代を支援する環境整備ウォーカブルな都市づくりの推進を図
る。

成田都市計画区域広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

【参考資料6】新旧対照表 P4



9令和７年１０月１７日

（２）地域毎の市街地像

成田駅・京成成田駅周辺：
商業・業務機能、公共公益サービス機能等の充実
土地利用の高度利用による良好な市街地形成
交通結節点としてのバリアフリー化など利便性向上
商業地における防火機能の向上
国際交流や観光等の拠点とした活性化

公津の杜駅周辺：
大学の立地を生かした学術・医療
集積拠点の形成
都市機能の充実
駅前を中心としたにぎわい創出と
バリアフリー化によるまちの魅力
向上

赤坂地区：
既存施設の更新や多機能複合施設の整備
による幅広い世代が交流し活動する魅力
あるまちの形成

成田市

都市計画マスタープラン、
立地適正化計画における位
置づけに合わせた表現更新

成田都市計画区域

都市計画マスタープラン、立地適正化
計画における位置づけに合わせた追加都市計画マスタープラン、

立地適正化計画における位
置づけに合わせた追加

１ 都市計画の目標

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

【参考資料6】新旧対照表 P4，5

10令和７年１０月１７日

新泉地区、南羽鳥地区：
産業構造の転換を配慮した工業地とし
て生産環境の維持・改善

東和田南部周辺：
交通利便性、既成市街地及び
空港との近接性を生かした
複合的な土地利用誘導

畑ケ田地区周辺：
国際医療福祉大学成田病院を
核とした医療関連産業の集積

都市計画マスタープラン、立地
適正化計画における位置づけに
合わせた表現更新

成田都市計画区域

（２）地域毎の市街地像

１ 都市計画の目標

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

【参考資料6】新旧対照表 P5

不動ケ岡地区、
吉倉・久米野周辺地域：

土地区画整理事業等による
良好な住宅地整備

国道295号沿道及び既存工業団地：
産業系土地利用の計画的な誘導集積



11令和７年１０月１７日

２ 主要な都市計画の決定の方針

① 人口減少に対応したコンパクトで効率的な都市構造への転換に関する方針

（１）都市づくりの基本方針

旧新（赤字：変更箇所）

少子高齢化や将来の人口減少に対応するため、中心市街地や鉄
道駅の徒歩圏域等の拠点となる地域において、居住の集積や医
療・福祉施設、子育て支援施設等の必要な施設の立地誘導を図る
とともに、公共施設のバリアフリー化の推進、既存ストックの有
効活用など、都市機能の効率化を図る。また、コミュニティバス
やデマンド交通などを活用し、拠点間を結ぶ公共交通ネットワー
クの機能強化を進め、コンパクトで利便性の高い市街地の形成を
図る。

少子高齢化や将来の人口減少に対応するため、中心市街地や鉄
道駅の徒歩圏域等の拠点となる地域において、居住の集積や医
療・福祉施設、子育て支援施設等の必要な施設の立地誘導を図る
とともに、公共施設のバリアフリー化の推進、既存ストックの有
効活用など、都市機能の合理的な配置を図る。また、コミュニ
ティバスやデマンド交通などを活用し、拠点間を結ぶ公共交通
ネットワークの最適化・効率化などと併せ、公共交通等と連携し
たコンパクトで利便性の高い市街地の形成を図る。

都市機能の集約やインフラの広域化・共同化による効率的な都
市づくりを目指すとともに、地域が主体となったエリアマネジメ
ントによる公共空間の利活用や民間のノウハウの活用に努める。

成田都市計画区域広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

【参考資料6】新旧対照表 P9

12令和７年１０月１７日

② 社会インフラ等を活用した多様な産業の受け皿の創出による地域振興に関する方針

旧新（赤字：変更箇所）

整備が進展している圏央道及び北千葉道路等の広域幹線道路や
成田国際空港に近接する東関東道富里インターチェンジ等の周辺
地域、東関東道への新たなスマートインターチェンジの設置を推
進している東和田南部地区（成田市）では、地区計画等の活用に
より、物流・産業機能の計画的な誘導に努める。

成田空港との近接性や圏央道、北千葉道路等の広域道路ネット
ワークの整備などによる地域のポテンシャルを生かし、成田空港
の更なる機能強化とともに、周辺環境との調和に配慮しつつ、良
好な操業環境や物流・産業・流通機能等の維持・形成に努める。

広域交通結節点として高いポテンシャルを有する東関東道水戸
線富里インターチェンジ周辺、酒々井インターチェンジ周辺、圏
央道インターチェンジ周辺に加え、国道295号沿道や東関東道水
戸線への新たなインターチェンジの設置を進める東和田南部周辺
地域（成田市）では、地区計画等の活用により、物流・産業機能
の計画的な誘導に努める。

また、我が国の空の玄関口である成田空港や、成田山新勝寺・
旧岩崎家末廣別邸等の文化資源、印旛沼や利根川などの恵まれた
自然資源を生かし、国内外から多くの人々が訪れる魅力ある観光
地づくりに努める。

成田都市計画区域

２ 主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

【参考資料6】新旧対照表 P9



13令和７年１０月１７日

④ 自然的環境の保全と質の高い生活環境の整備に関する方針

旧新（赤字：変更箇所）

過度な自動車利用から鉄道・バス等の公共交通機関利用への転
換を促進するため、公共交通サービス水準や利便性の向上を図る。
ＣＯ２の吸収源となる樹林地などの自然環境の保全・維持管理に
努めるとともに、公園や緑地の確保に努める。

過度な自動車利用から鉄道・バス等の公共交通機関利用への転
換を促進するため、公共交通サービス水準や利便性の向上を図る。
グリーンインフラとして多面的な機能を有する樹林地などの自然
環境の保全・維持管理に努めるとともに、公園や緑地の確保に努
める。

高齢者・障がい者が安心して暮らせる環境整備や子育て世代を
支援する環境整備、ウォーカブルな都市づくりを進め、中心市街
地のさらなる活性化や、地域資源を生かした魅力あふれるまちに
より、多くの人が集い、にぎわうまちづくりを推進する。

成田都市計画区域

（１）都市づくりの基本方針

２ 主要な都市計画の決定の方針

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

【参考資料6】新旧対照表 P10

14令和７年１０月１７日

④ 市街化調整区域の土地利用の方針

旧新（赤字：変更箇所）

千葉県全体で令和７年の人口フレームの一部が保留されている。
ついては、計画的な市街地整備の見通しが明らかになった地区に
ついては、保留された人口フレームの範囲の中で、農林漁業等と
の必要な調整を図りつつ、市街化区域に編入する。

また、新たな開発需要が見込まれる地区については、周辺環境
との調和などを勘案し、地区計画制度の活用等により、適切な土
地利用の誘導を図り、市街地が適正に形成されたときには、市街
化区域へ編入をする。

千葉県全体で令和17 年の人口フレームの一部が保留されてい
る。ついては、計画的な市街地整備の見通しが明らかになった地
区については、保留された人口フレームの範囲の中で、農林漁業
等との必要な調整を図りつつ、市街化区域に編入する。

インターチェンジ周辺、幹線道路沿線等のポテンシャルの高い
地域や、既存工業団地等に隣接した区域においては、産業系の土
地利用について適切な誘導を図る。

成田都市計画区域

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針

２ 主要な都市計画の決定の方針

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

【参考資料6】新旧対照表 P14



15令和７年１０月１７日

① 基本方針

旧新（赤字：変更箇所）

成田都市計画区域

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

２ 主要な都市計画の決定の方針

広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

【参考資料6】新旧対照表 P22

16令和７年１０月１７日

主な改定

a. 国際的な経済・産業活動の拠点として

旧新（赤字：変更箇所）

本区域は、首都圏基本計画の計画区域に隣接しており、国際的な
経済・産業活動の拠点を形成するために、東京圏の一部として国家
戦略特区に位置付けられている。また、今後の成田空港の更なる機
能強化に伴い、「成田空港周辺の地域づくりに関する『実施プラ
ン』」に基づく施策の実現が期待されている。

本区域は、首都圏整備計画の計画区域に隣接しており、今後の成
田空港の更なる機能強化を好機と捉え、「成田空港周辺の地域づく
りに関する『実施プラン』」に基づく施策を実現するため、成田空
港「エアポートシティ」構想が策定された。
また、圏央道及び北千葉道路の整備促進により、空港を中心とする
圏域における広域道路ネットワークが拡充し、広域圏での連携強化
や物流の効率化等に大きな貢献が期待される。

国際的な経済・産業活動の拠点を形成するため、東京圏の一部と
して国家戦略特区に位置づけられており、成田空港の更なる機能強
化とともに、圏央道等の広域道路ネットワークを生かした物流施設
等の産業機能の形成や、空港関連産業の誘導等により地域経済を牽
引し、雇用の受け皿となる産業の振興を進める。

下総・大栄都市計画区域広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

１ 都市計画の目標

（１）本区域の基本理念
【参考資料6】新旧対照表 P27



17令和７年１０月１７日

滑河駅や下総支所周辺の主要道路沿道：
【中心市街地】

市の中心部や周辺地域へのアクセス機能の向上
機能的・効率的な土地利用
良好な居住環境の形成

大栄支所周辺の国道51号道路沿道：
【中心市街地】

市の中心部や周辺地域へのアクセス機能の
向上
機能的・効率的な土地利用
良好な居住環境の形成工業・業務団地、成田市場周辺：

【産業拠点】
生産環境・機能等の維持・強化

桜田地区：
商業施設や生活利便施設などの
誘導
良好な居住環境の形成

IC周辺： 【産業拠点】
地区計画等を活用した農地や自然環境

や居住環境と調和した土地利用の誘導

下総・大栄都市計画区域広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

（２）地域毎の市街地像

１ 都市計画の目標

【参考資料6】新旧対照表 P27，28

18令和７年１０月１７日

① 人口減少に対応したコンパクトで効率的な都市構造への転換に関する方針

旧新（赤字：変更箇所）

また、公共施設のバリアフリー化の推進や、既存ストックの有
効活用を図り、コミュニティバスやデマンド交通などの活用によ
り、集落地域と拠点間を結ぶ公共交通ネットワークの機能強化を
進め、持続可能な都市構造の形成を図る。

（新に対する記述なし）

また、公共施設のバリアフリー化の推進や、既存ストックの有
効活用を図り、コミュニティバスやデマンド交通などの活用によ
り、集落地域と拠点間を結ぶ公共交通ネットワークの最適化によ
る運行の効率化を進め、持続可能な都市構造の形成を図る。

都市機能の集約やインフラの広域化・共同化による効率的な都
市づくりを目指すとともに、地域が主体となったエリアマネジメ
ントによる公共空間の利活用や民間のノウハウの活用に努める。

下総・大栄都市計画区域広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

２ 主要な都市計画の決定の方針
（１）都市づくりの基本方針

【参考資料6】新旧対照表 P28



19令和７年１０月１７日

② 社会インフラ等を活用した多様な産業の受け皿の創出による地域振興に関する方針

旧新（赤字：変更箇所）

圏央道や東関東道のインターチェンジ周辺では、地区計画等の
活用により、豊かな自然環境との調和を図りながら、成田国際空
港との近接性を生かした物流・産業機能の計画的な誘導を進める。

（新に対する記述なし）

東関東道水戸線や圏央道のインターチェンジ周辺及びインター
チェンジと接続する国道51号や主要地方道成田小見川鹿島港線等
の幹線道路の沿道では、地区計画等の活用により、豊かな自然環
境との調和を図りながら、成田国際空港 （以下「成田空港」と
いう。）との近接性や広域道路ネットワークを生かした物流・産
業機能の計画的な誘導を進める。

また、成田新産業パーク（大栄物流団地）や大栄工業団地など
の工業・業務団地については、引き続き、生産環境・機能等の維
持・強化を図る。

下総・大栄都市計画区域広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

２ 主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針
【参考資料6】新旧対照表 P29

20令和７年１０月１７日

③ 自然的環境の保全と質の高い生活環境の整備に関する方針

旧新（赤字：変更箇所）

（新に対する記述なし）

（新に対する記述なし）

高齢者や障がい者が安心して暮らせる環境整備・子育て世代を
支援する環境整備を図る。

開発需要に対する適切な土地利用の誘導や地区計画等の活用に
より、無秩序な開発の抑制や周辺環境との調和を図り、農地や里
山等の良好な自然環境の保全に努める。

下総・大栄都市計画区域広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

２ 主要な都市計画の決定の方針

（１）都市づくりの基本方針
【参考資料6】新旧対照表 P29



21令和７年１０月１７日

① 主要用途の配置の方針

旧新（赤字：変更箇所）

ｃ．流通業務地

成田新産業パークは、流通業務地として先端技術産業、物流・
加工産業など、流通業務環境の拡充を図る。さらには、圏央道の
インターチェンジ近接地に開場する新生成田市場周辺の新田地区
に流通業務地を配置し、整備を図る。

圏央道下総インターチェンジの周辺地域においては、周辺環境
に配慮し計画的な産業機能の誘導を進める。

ｃ 流通業務地

成田新産業パークは、流通業務地として先端技術産業、物流・
加工産業など、流通業務環境の拡充を図る。

また、成田空港の更なる機能強化により、空港周辺地域や東関
東道水戸線及び圏央道インターチェンジ周辺においては、地域の
高いポテンシャルを生かし、周辺環境に配慮し計画的な産業機能
の誘導を図る。

下総・大栄都市計画区域広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

２ 主要な都市計画の決定の方針

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針
【参考資料6】新旧対照表 P30

22令和７年１０月１７日

① 交通施設の都市計画の決定の方針

旧新（赤字：変更箇所）

(4)公共交通環境の維持・改善

国道51 号沿道において公共交通ネットワークの形成を図るた
め、バスターミナル機能の充実を図る。

また、東日本旅客鉄道成田線やバス交通の維持・輸送力増強及
び道路整備と合わせたバスルートの再構築等を図る。

（3）公共交通環境の維持・改善

国道51 号沿道において公共交通ネットワークの形成を図るた
め、交通結節点機能の維持・確保を図る。

また、ＪＲ成田線やバス交通の維持・輸送力増強及び道路整備
と合わせたバスルートの再構築等を図る。

地域の拠点間において商業サービスや公共サービスなど、各種
機能の相互補完を可能とするため、持続可能な地域公共交通を構
築し、地域コミュニティの維持や生活利便性の維持・充実を図る。

下総・大栄都市計画区域広域都市計画マスタープラン（印旛広域都市圏）

主な改定

２ 主要な都市計画の決定の方針

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
【参考資料6】新旧対照表 P32
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新 旧
 

【成田都市計画区域】 

１ 都市計画の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本区域の基本理念 

本区域は、成田市、栄町及び富里市の 3 市町から構成されている。 

 

［成田市（旧成田市の区域）］ 

成田市は、千葉県の北部中央の北総台地に位置し、東は多古町、西は栄町・印西市、

南は酒々井町・芝山町・富里市、北は利根川を境に茨城県に接している。 

地形は、区域を南北に流れる根木名川沿い及び印旛沼に面する低湿地と、海抜 10～40

ｍの丘陵性北総台地とに区分され、起伏に富んでいる。 

天慶年間、常総の地を揺るがした平将門の乱がきっかけとなり、寛朝大僧正によって

成田山明王院神護新勝寺が創建され、全国に知られることとなった。 

 

中世には、下総千葉氏及び系累の支配下に入り徳川政権下では佐倉藩、田安家、幕府

領、旗本領などが入りくんだ中にあった。 

成田都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

１．都市計画の目標 

１）都市づくりの基本理念 

① 千葉県の基本理念 

本県では、人口減少や少子高齢化の進展、首都圏中央連絡自動車道（以下、「圏央道」

という。）等の広域道路ネットワークの波及効果、防災性の向上、低炭素社会の構築、

豊かな自然環境の保全等、都市を取り巻く社会経済情勢の変化や、それに伴う様々な課

題に対応した都市計画の取組が必要となっている。 

このような状況を踏まえ、本県の今後の都市づくりは、「人々が集まって住み、活力

あるコミュニティのある街」「圏央道等の広域道路ネットワークの波及効果により活性

化する街」「人々が安心して住み、災害に強い街」「豊かな自然を継承し、持続可能な街」

の４つの基本的な方向を目指して進めていく。 

 

「人々が集まって住み、活力あるコミュニティのある街」 

低未利用地や既存ストック等を活用しながら、公共公益施設等の生活に必要な施設を

駅周辺や地域拠点に集積させ、公共交通等によりアクセスしやすいコンパクトな集約型

都市構造とし、地域コミュニティが活性化したまちづくりを目指す。 

 

「圏央道等の広域道路ネットワークの波及効果により活性化する街」 

広域道路ネットワークの整備を進めるとともに、インターチェンジ周辺等にふさわし

い物流等の新たな産業集積を図り、雇用や定住の促進により、地域の活性化を目指す。 

 

「人々が安心して住み、災害に強い街」 

延焼火災を防ぎ緊急輸送路ともなる幹線道路、様々な災害に対応するための避難路や

公園等のオープンスペース等の整備・確保、河川や都市下水路等の治水対策、密集市街

地の解消等を進め、安全性、防災力を向上させた都市の形成を目指す。 

 

「豊かな自然を継承し、持続可能な街」 

身近な自然環境を保全・創出し、景観に配慮した良好な居住環境の形成や低炭素社会

に配慮した持続可能なまちづくりを目指す。 

 

② 本区域の基本理念 

本区域は、成田市、栄町及び富里市の３市町から構成されている。 

 

［成田市（旧成田市の区域）］ 

成田市は、千葉県の北部中央の北総台地に位置し、東は多古町、西は栄町・印西市、

南は酒々井町・芝山町・富里市、北は利根川を境に茨城県に接している。 

地形は、区域を南北に流れる根木名川沿い及び印旛沼に面する低湿地と、海抜 10～40

ｍの丘陵性北総台地とに区分され、起伏に富んでいる。 

天慶年間、常総の地を揺るがした平将門の乱がきっかけとなり、寛朝大僧正によって

成田山明王院神護新勝寺が創建され、法灯絶ゆることのない霊地として全国に知られる

こととなった。 

中世には、下総千葉氏及び系累の支配下に入り徳川政権下では佐倉藩とその親藩田安

家、幕府領、旗本領が入りくんだ中にあった。 
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明治 4 年の廃藩置県後、数度にわたる所管の変遷があったが、昭和には印旛郡に属し

ていた。 

昭和 29 年、新町村合併促進法によって、成田町・公津村・八生村・中郷村・久住村・

豊住村・遠山村の 1 町 6 ヵ村が合併して、成田市として市制を施行し本区域が形成され

た。 

また、平成 18 年 3 月には市町村合併特例法により、大栄町・下総町を編入し、市域

が拡大した。 

 

［栄町］ 

栄町は、千葉県の北部中央に位置し、東は成田市（旧成田市の区域）、西及び南は印

西市、北は利根川を境に茨城県に接している。 

地形は、東部では山林・畑の多い丘陵性北総台地を形成するが、西・北部や南部は利

根川及び印旛沼沿いの平坦な水田地帯であり、中央部の低い丘陵地を中心に市街地が形

成されている。 

本町の起源は古く、縄文時代の集落跡が検出されており、丘陵地には貝塚が存在し、

多くの石器や土器が出土している。この他にも国指定史跡の岩屋古墳や県立房総のむら

等に点在する 115 基の古墳群がある。また龍角寺には本県で最も古い仏像である銅造薬

師如来坐像も国指定重要文化財として残されている。 

中世には香取郡下埴生の荘といわれ、鎌倉時代後半には龍角寺に談議所が営まれてい

た。江戸時代に入り利根川の水上交通が盛んになると安食に河岸が設けられ、物資集散

の地としてにぎわった。 

明治 4 年の廃藩置県によって印旛県の所管となり、同 22 年に安食村・北辺田村・龍

角寺村・酒直村・矢口村・須賀村・麻生村の 7 ヵ村及び安食ト杭新田の一部が合併し境

村となり、同 25 年安食町と改称した。その後、昭和 29 年に豊住村の一部を編入、翌 30

年安食町と布鎌村が合併し栄町として町制施行され、さらに同 31 年茨城県河内村の一

部を編入して現在の栄町となった。 

 

［富里市］ 

富里市は、千葉県北部の北総台地のほぼ中央に位置し、東は芝山町、西は酒々井町、

南は八街市・山武市、北は成田市（旧成田市の区域）に接している。 

地勢は南北に分かれ、標高は 40～50ｍの台地で、市の中央より根木名川・高崎川・木

戸川・作田川の源をなしている。 

江戸時代においては大部分が佐倉藩領となっており、わずかに立沢新田等の一部が天

領に属し、中央部や東部に広がる原野は佐倉七牧に数えられる内野牧（七栄）、高野牧

（十倉）と呼ばれ、馬の放牧が行われていた。明治に入り七栄地区や十倉地区での原野

の開墾が始まり、明治 8 年に大久保利通内務卿により日本で最初の洋式大農法による牧

場が建設され、両国地区に勧業寮本庁が設置され同 21 年には宮内省下総御料牧場と称

され発展の一途をたどった。 

明治 4 年の廃藩置県後、佐倉県、印旛県と所管が変わり、同 17 年の「連合戸長役場

制」の実施に伴い、七栄村ほか 12 ヵ村の連合があり富里村の基礎が成立し、その後同

22 年に、この 13 の村が集まり「十三の里（村）」から富里村が誕生した。その後、成田

空港の建設決定及びそれに伴う東関東自動車道水戸線（以下「東関東道水戸線」という。）

開通等もあり、人口増加が続き、昭和 60 年に町制施行、平成 14 年には市制施行となり、

現在の富里市となった。 

明治４年の廃藩置県後、数度にわたる所管の変遷があったが、昭和には印旛郡に属し

ていた。 

昭和 29 年、新町村合併促進法によって、成田町・公津村・八生村・中郷村・久住村・

豊住村・遠山村の１町６ヵ村が合併して、成田市として市制を施行し本区域が形成され

た。 

また、平成 18 年 3 月には市町村合併特例法により、大栄町・下総町を編入し、市域

が拡大した。 

 

［栄町］ 

栄町は、千葉県の北部中央に位置し、東は成田市（旧成田市の区域）、西及び南は印

西市、北は利根川を境に茨城県に接している。 

地形は、東部では山林・畑の多い丘陵性北総台地を形成するが、西・北部や南部は利

根川及び印旛沼沿いの平坦な水田地帯であり、中央部の低い丘陵地を中心に市街地が形

成されている。 

本町の起源は古く、紀元前からすでに集落が形成されており、丘陵地には貝塚が存在

し、多くの石器や土器が出土している。この他にも国指定史跡の岩屋古墳や県立房総の

むらに点在する 110 余基の古墳群がある。また龍角寺には本県で最も古い銅造薬師如来

坐像も国指定重要文化財として残されている。 

中世には香取郡下埴生の荘といわれ、安食の大台城主の所領であり、江戸時代に入り

利根川の水上交通が盛んになると安食に河岸が設けられ、物資集散の地としてにぎわっ

た。 

明治４年の廃藩置県によって印旛県の所管となり、同 22 年に安食村・北辺田村・龍

角寺村・酒直村・矢口村・須賀村・麻生村の７ヵ村及び安食ト杭新田の一部が合併し境

村となり、同 25 年安食町と改称した。その後、昭和 29 年に豊住村の一部を編入、翌 30

年安食町と布鎌村が合併し、さらに同 31 年茨城県河内村の一部を編入して現在の栄町

となった。 

 

［富里市］ 

富里市は、千葉県北部の北総台地のほぼ中央に位置し、東は芝山町、西は酒々井町、

南は八街市・山武市、北は成田市（旧成田市の区域）に接している。 

地勢は南北に分かれ、標高は 40～50ｍの台地で、市の中央より根木名川・高崎川・木

戸川・作田川の源をなしている。 

江戸時代においては大部分が佐倉藩領となっており、わずかに立沢新田等の一部が天

領に属し、中央部や東部に広がる原野は佐倉七牧に数えられる内野牧（七栄）、高野牧

（十倉）と呼ばれ、馬の放牧が行われていた。明治に入り七栄地区や十倉地区での原野

の開墾が始まり、明治８年に大久保利通内務卿により日本で最初の洋式大農法による牧

場が建設され、両国地区に勧業寮本庁が設置され同 21 年には宮内省下総御料牧場と称

され発展の一途をたどった。 

明治４年の廃藩置県後、佐倉県、印旛県と所管が変わり、同 17 年の「連合戸長役場

制」の実施に伴い、七栄村ほか 12 ヵ村の連合があり富里村の基礎が成立し、その後同

22 年に、この 13 の村が集まり「十三の里（村）」から富里村が誕生した。その後、成田

国際空港（平成 16 年 4月 1 日、新東京国際空港より名称変更）の建設決定及びそれに

伴う東関東自動車道（以下、「東関東道」という。）水戸線の開通等もあり、人口増加が

続き、昭和 60 年に町制施行、平成 14 年には市制施行となり、現在の富里市となった。 
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本区域は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯であり、首都圏のほぼ 50ｋｍ圏に位置

している。 

昭和 41 年に、本区域内に成田空港の設置が決定され、昭和 53 年 5 月に開港されたこ

とから、本区域は空港の建設に伴うニュータウン・工業団地・交通網の整備等の関連事

業の実施により、急速に都市化が進展した。また、昭和 57 年 11 月には、特定空港周辺

航空機騒音対策特別措置法に基づき航空機騒音対策基本方針が定められたが、その後の

社会情勢の変化等を考慮し基本方針の見直しを図り、その実現に努めているところであ

る。 

平成 30 年 3 月には、国、県、空港周辺 9 市町、成田国際空港株式会社（以下「ＮＡ

Ａ」という。）の四者で構成する成田空港に関する四者協議会において、成田空港の滑

走路の増設・延伸などにより、年間発着枠を 30 万回から 50 万回に拡大する「成田空港

の更なる機能強化」を実施することについて合意し、現在は「第二の開港」とも言うべ

き拡張事業が進められている。 

また、令和 7年 6 月の四者協議会において、成田空港「エアポートシティ」構想が策

定され、成田空港及び周辺地域が目指すビジョンが示された。その取り組みが進められ

ている。 

 

本区域については、これまで、広域的交通体系の整備や隣接する千葉ニュータウン地

域との連携による業務核都市として、良好な基盤整備がなされてきており、さらに、今

後、成田空港においては更なる機能強化が図られるなど、北総地帯の中核的な役割を担

うことが期待されている。 

ついては、こうした本区域に対する広域的観点からの役割を積極的に受け止め、目標

とする都市像のテーマである「住んでよし 働いてよし 訪れてよしの生涯を完結でき

る空の港まち なりた」（成田市）、「ひとが元気 まちが元気 みんなでつくる水と緑

のふるさと さかえ」（栄町）、「未来へとつむぎ、輝き、はばたく、笑顔あふれるまち 

とみさと」（富里市）の実現を図るため、次のとおり都市づくりの目標を定める。 

 

ａ 国・県等の大規模なプロジェクトを考慮して 

本区域は、首都圏の重要な機能を担う大規模なプロジェクト（首都圏整備計画等）の

計画区域に含まれており、国際空港を擁するポテンシャルを生かした、市街地の形成が

図られてきた。今後の成田空港の更なる機能強化を好機と捉え、「成田空港周辺の地域

づくりに関する『実施プラン』」に基づく施策を実現するため、成田空港「エアポート

シティ」構想が策定された。 

また、圏央道及び北千葉道路の整備促進により、首都圏全体の広域道路ネットワーク

が拡充し、広域圏での連携強化や物流の効率化等に大きな貢献が期待される。 

さらに、国際的な経済・産業活動の拠点を形成するため、東京圏の一部として国家戦

略特区に位置づけられており、成田空港の更なる機能強化とともに、圏央道等の広域道

路ネットワークを生かした物流施設等の産業機能の形成や、空港関連産業の誘導等によ

り地域経済を牽引し、雇用の受け皿となる産業の振興を図る。あわせて、成田空港や空

港関連企業の従業員のための居住環境の整備を図り、空港周辺地域の活性化に資する土

地利用の誘導を図る。 

本区域の整備・開発及び保全にあたっては、これらの上位計画・関連計画等を十分勘

案し整合を図りつつ、魅力ある本区域の整備を進める。 

 

本区域は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯であり、首都圏のほぼ 50km 圏に位置

している。 

昭和 41 年に、本区域内に成田国際空港の設置が決定され、昭和 53 年 5 月に開港され

たことから、本区域は空港の建設に伴うニュータウン・工業団地・交通網の整備等の関

連事業の実施により、急速に都市化が進展した。また、昭和 57 年 11 月には、特定空港

周辺航空機騒音対策特別措置法に基づき航空機騒音対策基本方針が定められたが、その

後の社会情勢の変化等を考慮し基本方針の見直しを図り、その実現に努めているところ

である。 

平成 30 年 3 月には、国、県、空港周辺 9 市町、空港会社の四者で構成する成田空港

に関する四者協議会において、今後の成田空港周辺の地域づくりに関する基本的な方向

性や内容をまとめた、「成田空港周辺の地域づくりに関する『基本プラン』」（以下、「基

本プラン」という。）が策定されている。また、令和 2 年 3月には、「基本プラン」に基

づき四者において協議してきた「成田空港周辺の地域づくりに関する『実施プラン』」（以

下、「実施プラン」という。）が策定されたところである。 

 

 

 

本区域については、これまで、広域的交通体系の整備や隣接する千葉ニュータウン地

域との連携による業務核都市として、良好な基盤整備がなされてきており、さらに、今

後、成田国際空港においては更なる機能強化が図られるなど、北総地帯の中核的な役割

を担うことが期待されている。 

ついては、こうした本区域に対する広域的観点からの役割を積極的に受け止め、目標

とする都市像のテーマである「住んでよし 働いてよし 訪れてよしの生涯を完結でき

る空の港まち なりた」（成田市）、「ひとが元気 まちが元気 みんなでつくる水と緑

のふるさと さかえ」（栄町）、「人と緑が調和し 未来を拓く臨空都市 とみさと」（富

里市）の実現を図るため、次のとおり都市づくりの目標を定める。 

 

ａ国・県等の大規模なプロジェクトを考慮して 

本区域は、首都圏の重要な機能を担う大規模なプロジェクト（首都圏基本計画等）の

計画区域に含まれており、国際空港を有するポテンシャルを生かした、市街地の形成が

図られてきた。今後の成田空港の更なる機能強化に伴い、「実施プラン」に基づく施策

の実現が期待されている。 

 

 

 

特に、成田市においては、国際的な経済・産業活動の拠点を形成するため、東京圏の

一部として国家戦略特区に位置づけられており、地域経済をけん引する産業の振興を進

める。また、今後増加が見込まれる空港関連企業の従業者のための住環境の整備を図る。 

 

 

 

本区域の整備・開発及び保全にあたっては、これらの上位計画・関連計画等を十分勘

案し整合を図りつつ、魅力ある都市圏の整備を進める。 
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ｂ 人口減少・高齢化の進展を考慮して 

高齢者や障がい者を含めた、誰もが安全で暮らしやすい都市環境を目指し、公共施設

等のバリアフリー化やユニバーサルデザインによる都市づくりを進める。 

また、コンパクトな都市構造を目指し、地域公共交通の利便性の向上と、駅周辺等の

拠点となる地域に公共施設等の充実を図るとともに、高齢者・障がい者が安心して暮ら

せる環境整備や子育て世代を支援する環境整備、ウォーカブルな都市づくりの推進を図

る。 

 

ｃ 災害に強いまちを目指して 

大規模な災害に備え、「減災」の視点に立ち、災害に強い社会資本の整備を進め、建

築物の不燃化・耐震化を図る。 

また、指定避難所の機能強化やオープンスペースの確保に努めるとともに、緊急輸送

道路の指定とネットワーク化を進める。 

 

ｄ 自然と共生し歴史や文化を継承するまちを目指して 

都市計画法はもとより、景観法、自然公園法、森林法、農業振興地域の整備に関する

法律等の適正な運用を図るとともに、限られた資源やエネルギーを有効活用することで、

豊かな自然環境及び生物多様性を将来にわたって継承し、都市の持続的な発展を図る。 

また、住民との協働により、自然環境や地域の歴史・文化を景観資源として保全と活

用を図り、魅力あるまちづくりを進める。 

 

ｅ 国際交流、観光等の拠点機能の強化を目指して 

成田空港、成田山新勝寺、成田市公設地方卸売市場（以下「成田市場」という。）、県

立房総のむらや、旧岩崎久彌末廣農場別邸公園等の国際交流や観光の拠点を有効活用し、

地域の活性化を図る。 

 

そのため、誰もが迷わずわかりやすい交通環境の整備に努め、多言語による案内表示

板などのサイン整備を進めることで、国際色豊かな観光地づくりを進める。 

 

 

 

 

以上の都市づくりの目標を踏まえ、本区域の整備・開発及び保全の方針を定める。 

 

（２）地域毎の市街地像 

①成田駅及び京成成田駅周辺は本区域の中枢地として、商業・業務機能、公共・公益サ

ービス機能等の充実を図るとともに、土地の高度利用により新たな居住や都市機能を

誘導し良好な市街地形成を進め、交通結節点としても、バリアフリー化などにより利

便性の向上を図る。また、成田駅及び京成成田駅周辺から成田山新勝寺にかけての商

業地については、建築物の不燃化促進による防火機能の向上や、門前町としての街並

みの保全及び景観形成を図るとともに、多言語の案内表示板などのサイン整備を進め

るなど、国際交流や観光等の拠点として活性化を図る。 

 

 

ｂ人口減少・高齢化の進展を考慮して 

高齢者や障がい者を含めた、誰もが安全で暮らしやすい都市環境を目指し、公共交通

及び公共施設等のバリアフリー化やユニバーサルデザインによる都市づくりを進める。 

また、集約型都市構造を目指し、公共交通の利便性の向上と、駅周辺等の拠点となる

地域に公共施設等の充実を図ることにより、まとまりのある居住を進める。 

 

 

 

ｃ災害に強いまちを目指して 

大規模な災害に備え、「減災」の視点に立ち、災害に強い社会資本の整備を進め、建

築物の不燃化・耐震化を図る。 

また、指定避難所の機能強化やオープンスペースの確保に努めるとともに、緊急輸送

道路の指定とネットワーク化を進める。 

 

ｄ自然と共生し歴史や文化を継承するまちを目指して 

都市計画法はもとより、景観法、自然公園法、森林法、農業振興地域の整備に関する

法律等の適正な運用を図るとともに、限られた資源やエネルギーを有効活用することで、

豊かな自然環境及び生物多様性を将来にわたって継承し、都市の持続的な発展を図る。 

また、住民との協働により、自然環境や地域の歴史・文化を景観資源として保全と活

用を図り、魅力あるまちづくりを進める。 

 

ｅ国際交流、観光及び物流等の拠点機能の強化を目指して 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックを契機として、成田国際空港と成田山新勝

寺、成田国際空港隣接地に移転する成田市公設地方卸売市場（天神峰市場）（以下、「新

生成田市場」という。）、県立房総のむらや、旧岩崎家末廣別邸等の国際交流や観光の拠

点を有効活用し、地域の活性化を図る。 

そのため、誰もが迷わずわかりやすい交通環境の整備に努め、多言語による案内表示

板などのサイン整備を進めることで、国際色豊かな観光地づくりを進める。 

また、圏央道及び北千葉道路の整備促進により、首都圏全体の広域道路ネットワーク

が拡充し、広域圏での連携強化や物流の効率化等に大きな貢献が期待されることから、

物流拠点としての機能強化を図る。 

 

以上の都市づくりの目標を踏まえ、本区域の整備・開発及び保全の方針を定める。 

 

２）地域毎の市街地像 

①成田駅及び京成成田駅周辺は本区域の中枢地であり、市街地再開発事業等により土地

の高度利用を図るとともに、都市機能の更新及び集約化を図る。また、成田駅及び京

成成田駅周辺から成田山新勝寺にかけての商業地については、参拝客・観光客等への

交通安全対策や建築物の不燃化促進による防火機能の向上を図るとともに、門前町と

しての街並みの形成に努め、国際化に対応した多言語の案内表示板などのサイン整備

を図る。 
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②公津の杜駅周辺は、商業施設等が集積するなど利便性の高い環境を備えた地域の拠点

として都市機能の充実を図るとともに、大学と連携し学術・医療集積拠点の形成を推

進する。また、学生や大学関係者のための居住地としても利便性の向上を図るととも

に、駅前を中心とした賑わいの創出やバリアフリー化などにより、まちの魅力の向上

に努める。 

 

③赤坂地区（成田市）は、公共・公益サービスや商業機能を担う中核的な拠点として、

既存施設の更新や多機能な複合施設の整備により、幅広い世代が交流し活動する魅力

あるまちの形成を進める。 

 

④安食駅南口は土地区画整理事業により整備された地区であり、栄町の玄関口としてふ

さわしい商業・業務施設等の計画的誘導を図るなど、地域の中心拠点としての形成に

努める。 

 

⑤不動ケ岡地区、吉倉・久米野周辺地域（以上成田市）及び七栄北新木戸地区（富里市）

については、土地区画整理事業等により、良好な環境を有した住宅地として整備を図

る。 

 

⑥東和田南部周辺地域（成田市）については、東関東道水戸線に直結するインターチェ

ンジの設置や新たな幹線道路の整備により広域的なアクセス性が向上する地域であり、

土地区画整理事業等により、既成市街地や成田空港との近接性を生かし、にぎわいの

創出を含めた、多様な産業機能を有する土地利用の誘導を図る。 

 

⑦東関東道水戸線富里インターチェンジ、酒々井インターチェンジ周辺、圏央道インタ

ーチェンジ周辺、矢口工業団地等の既存の工業団地周辺及び国道 295 号沿道において

は、成田空港の更なる機能強化及び圏央道や北千葉道路等の整備に伴う広域道路ネッ

トワークの形成を踏まえ、産業系土地利用の計画的な誘導、集積を図る。 

 

⑧新泉地区、南羽鳥地区（以上成田市）、矢口神明地区（栄町）、高野地区、美沢地区（以

上富里市）等の計画的に整備された工業地については、産業構造の転換に配慮しつつ、

工業地として生産環境の維持・改善に努める。 

 

⑨畑ケ田周辺地域（成田市）については、国際医療福祉大学成田病院を核とした医療関

連産業の集積を図る。 

 

⑩既存住宅地にあっては道路、下水道、公園等の居住環境の整備を進めるとともに防災

性の向上を図る。 

既成市街地や新たに整備される市街地については、地区計画制度等を活用し、良好

な街並みの形成や、土地の有効利用を図る。 

 

⑪旧岩崎久彌末廣農場別邸公園周辺地区（富里市）については、国登録有形文化財であ

る旧岩崎家末廣別邸を歴史的公園として整備するとともに、公園と一体的な観光施設

を整備し、景観の保全と地域振興に寄与する土地利用を図る。 

 

②公津の杜駅周辺は、大学等が立地されたことにより、学生や大学関係者のための居住

地として利便性の向上を図るとともに、引き続き、地域の拠点として計画的に土地利

用の誘導を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

③安食駅南口は土地区画整理事業により整備された地区であることから、栄町の玄関口

としてふさわしい商業・業務施設等の計画的誘導を図るなど、地域の中心拠点として

の形成に努める。 

 

④不動ヶ岡地区、吉倉周辺地区（以上成田市）及び北新木戸地区（富里市）については、

土地区画整理事業等により、良好な環境を有した住宅地として整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤新泉地区、南羽鳥地区（以上成田市）、矢口神明地区（栄町）、高野地区、美沢地区（以

上富里市）等の計画的に整備された工業地については、産業構造の転換に配慮しつつ、

工業地として生産環境の維持・改善に努める。 

 

⑥吉倉周辺地区（成田市）については、隣接する畑ケ田地区に、国際医療福祉大学成田

病院が立地していることから、医療関連産業の集積を図る。 

 

⑦旧岩崎家末廣別邸周辺地区（富里市）については、国登録有形文化財である旧岩崎別

邸を歴史的公園として整備するとともに、公園と一体的な観光施設を整備し、景観の

保全と地域振興に寄与する土地利用を図る。 

 

⑧既存住宅地にあっては道路、下水道、公園等の住環境の整備を進めるとともに防災性

の向上を図る。 

既成市街地や新たに整備される市街地については、地区計画制度等を活用し、良好

な街並みの形成や、土地の有効利用を図る。 

 

⑨東関東道への新たなスマートインターチェンジの設置を推進している東和田南部地区

（成田市）や、東関東道富里インターチェンジ、酒々井インターチェンジ周辺地区及

び矢口工業団地等の既存の工業団地、新生成田市場周辺においては、圏央道や北千葉

道路等の整備に伴う広域道路ネットワークの形成を踏まえ、産業系土地利用の計画的
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な誘導、集積を図る。 

 

 

 

２．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

１）区域区分の決定の有無 

本都市計画区域に区域区分を定める。 

なお、区域区分を定めるとした根拠は以下のとおりである。 

首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に位置する本地域は、区域区分を定めることが法

的に義務づけられており、成田市（旧成田市の区域）においては、昭和 44 年に現行の

都市計画法が施行されたことに伴い、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地の整備

と農業や自然環境との調和と保全を図るため、区域区分を定めてきた。 

その後、昭和 52 年に栄町、昭和 54 年に富里市が本都市計画区域編入と同時に、区域

区分を定めた。この結果、その後の計画的な市街地整備の進展や良好な都市環境形成に

大きな効果をもたらしてきた。 

平成２年以降、人口増加率はやや落ち着いてきてはいるものの、世帯数の増加傾向は

続いている。 

また、今後は、成田空港の更なる機能強化に伴う新たな住宅地等の需要に対応する整

備が求められている。さらに、圏央道や北千葉道路などの広域的な交通体系の整備進展

や、ライフスタイルの多様化に対応した市街地の質的充実も求められている。 

 

一方で、本区域内には、豊かな水や緑に恵まれた自然環境や優良農地が存在している

ことから、これらの整備又は保全も必要とされる。 

このような観点から、無秩序な市街化を防止しつつ、水と緑の環境や田園的環境の保

全を図るため、今後とも区域区分を継続すべき地域である。 

 

２）区域区分の方針 

① おおむねの人口 

本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定する。 

      年 次 

区 分 
平成２２年 平成３７年 

都市計画区域内人口 約 474 千人 
おおむね 

472 千人 

市街化区域内人口 約 455 千人 
おおむね 

454 千人 

※ なお、平成３７年においては、上表の外に千葉県全体で保留人口が想定されてい

る。 
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② 産業の規模 

本区域の将来における産業の規模を次の通り想定する。 

      年 次 

区 分 平成２２年 平成３７年 

生産規模 

工業出荷額 約 3,369 億円 
おおむね 

5,530 億円 

卸小売販売額 約 6,231 億円 
おおむね 

6,500 億円 

就業構造 

 

第一次産業 
約 1.2 千人 

（0.6％） 

おおむね 1.5 千人 

（0.7％） 

第二次産業 
約 35.8 千人 

（17.6％） 

おおむね 44.8 千人 

（19.9％） 

第三次産業 
約 166.5 千人 

（81.8％） 

おおむね 179.1 千人 

（79.5％） 

※なお、平成３７年においては、上表と合わせ千葉県全体で産業の規模が想定されて

いる 

 

③ 市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係 

本区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び動向を勘案し、

平成３７年時点で市街化している区域及び当該区域に隣接し、おおむね１０年以内に優

先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とすることとし、市街化区域のお

おむねの規模を次の通り想定する。 

 

年 次 平成３７年 

市街化区域面積 おおむね 3,984ha 

（注）市街化区域面積は、平成３７年時点における保留人口フレームに対応する市街

化区域面積を含まないものとする。 
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２）区域区分の方針 

① おおむねの人口 

本区域における将来の人口を次のとおり想定する。 

             年 次 

 

区 分 

平成２２年 令和７年 

都市計画区域内人口 約 183 千人 おおむね 178 千人 

市街化区域内人口 約 131 千人 おおむね 129 千人 

なお、令和７年においては、上表の外に千葉県全体で保留人口が想定されている。 

 

② 産業の規模 

本区域における将来の産業の規模を次のとおり想定する。 

           年 次 

 

区 分 

平成２２年 令和７年 

生産

規模 

工業出荷額 約 2,484 億円 おおむね 2,930 億円 

卸小売販売額 約 4,873 億円 おおむね 6,100 億円 

就業

構造 

第１次産業 
約 4.8 千人 

(   5.6％) 

おおむね 6.1 千人 

(    6.9％) 

第２次産業 
約 15.2 千人 

(   17.8％) 

おおむね 16.3 千人 

(    18.4％) 

第３次産業 
約 65.5 千人 

(   76.6％) 

おおむね 66.0 千人 

(   74.7％) 

なお、令和７年においては、上表と合わせ千葉県全体で産業の規模が想定されている。 
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２．主要な都市計画の決定の方針 

（１）都市づくりの基本方針 

①人口減少に対応したコンパクトで効率的な都市構造への転換に関する方針 

少子高齢化や将来の人口減少に対応するため、中心市街地や鉄道駅の徒歩圏域等の拠

点となる地域において、居住の集積や医療・福祉施設、子育て支援施設等の必要な施設

の立地誘導を図るとともに、公共施設のバリアフリー化の推進、既存ストックの有効活

用など、都市機能の合理的な配置を図る。また、コミュニティバスやデマンド交通など

を活用し、拠点間を結ぶ公共交通ネットワークの最適化・効率化などと併せ、公共交通

等と連携したコンパクトで利便性の高い市街地の形成を図る。 

都市機能の集約やインフラの広域化・共同化による効率的な都市づくりを目指すとと

もに、地域が主体となったエリアマネジメントによる公共空間の利活用や民間のノウハ

ウの活用に努める。 

 

②社会インフラ等を活用した多様な産業の受け皿の創出による地域振興に関する方針 

成田空港との近接性や圏央道、北千葉道路等の広域道路ネットワークの整備などによ

る地域のポテンシャルを生かし、成田空港の更なる機能強化とともに、周辺環境との調

和に配慮しつつ、良好な操業環境や物流・産業・流通機能等の維持・形成に努める。 

広域交通結節点として高いポテンシャルを有する東関東道水戸線富里インターチェン

ジ周辺、酒々井インターチェンジ周辺、圏央道インターチェンジ周辺に加え、国道 295

号沿道や東関東道水戸線への新たなインターチェンジの設置を進める東和田南部周辺地

域（成田市）では、地区計画等の活用により、物流・産業機能の計画的な誘導に努める。 

また、我が国の空の玄関口である成田空港や、成田山新勝寺・旧岩崎家末廣別邸等の

文化資源、印旛沼や利根川などの恵まれた自然資源を生かし、国内外から多くの人々が

訪れる魅力ある観光地づくりに努める。 

 

 

 

 

 

③ 市街化区域のおおむねの規模及び現在市街化している区域との関係 

本区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び動向を勘案し、

令和７年度時点で市街化している区域及び当該区域に隣接し、おおむね 10 年以内に優

先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とすることとし、市街化区域のお

おむねの規模を次のとおり想定する。 

年  次 令和７年 

市街化区域面積 

成田市 おおむね 2,057ha 

栄 町 おおむね   343ha 

富里市 おおむね  479ha 

合 計 おおむね 2,879ha 

（注）市街化区域面積は、令和７年時点における保留人口フレームに対応する市街化

区域面積を含まないものとする。 

 

３．主要な都市計画の決定の方針 

１）都市づくりの基本方針 

① 集約型都市構造に関する方針 

少子高齢化や将来の人口減少に対応するため、中心市街地や鉄道駅の徒歩圏域等の拠

点となる地域において、居住の集積や医療・福祉施設、子育て支援施設等の必要な施設

の立地誘導を図るとともに、公共施設のバリアフリー化の推進、既存ストックの有効活

用など、都市機能の効率化を図る。また、コミュニティバスやデマンド交通などを活用

し、拠点間を結ぶ公共交通ネットワークの機能強化を進め、コンパクトで利便性の高い

市街地の形成を図る。 

 

 

 

 

② 広域幹線道路の整備に対応した業務機能等の誘導に関する方針 

整備が進展している圏央道及び北千葉道路等の広域幹線道路や成田国際空港に近接す

る東関東道富里インターチェンジ等の周辺地域、東関東道への新たなスマートインター

チェンジの設置を推進している東和田南部地区（成田市）では、地区計画等の活用によ

り、物流・産業機能の計画的な誘導に努める。 
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③激甚化・頻発化する自然災害への対応に関する方針 

災害時に拠点となる病院や学校など公共施設の耐震機能強化を進めるとともに、緊急

時のダブルネットワーク化が図られるよう、広域及び地域間の連携を強化した道路ネッ

トワークを整備する。また、道路や公共的な空間においてオープンスペースを確保しつ

つ、建築物の不燃化・耐震化を促進することで、災害時における市街地の安全性の向上

に努める。 

都市型水害の発生を抑制するため、保水性や浸透性のある自然的な土地利用の保全を

図るとともに、公共下水道等の整備に努める。 

土砂災害警戒区域等に指定された区域では、警戒避難体制の構築や、危険箇所への開

発許可の厳格化及び新たな建築物の立地等の抑制に努める。 

また、住民の安全を確保するため、円滑な警戒避難に資する情報の周知徹底を図る。 

 

④自然的環境の保全と質の高い生活環境の整備に関する方針 

コンパクトな都市構造に転換することにより、エネルギーの効率的な利用を促進し、

環境負荷の少ない脱炭素型のまちづくりと活発な都市活動を調和させることによって、

持続可能な都市の実現を図る。 

施設の整備にあたっては、省エネルギー型の設備や再生可能エネルギー等の導入、施

設内緑化の促進などを図り、環境に配慮した都市施設の整備・誘導を目指す。 

過度な自動車利用から鉄道・バス等の公共交通機関利用への転換を促進するため、公

共交通サービス水準や利便性の向上を図る。 

グリーンインフラとして多面的な機能を有する樹林地などの自然環境の保全・維持管

理に努めるとともに、公園や緑地の確保に努める。 

高齢者・障がい者が安心して暮らせる環境整備や子育て世代を支援する環境整備、ウ

ォーカブルな都市づくりを進め、中心市街地のさらなる活性化や、地域資源を生かした

魅力あふれるまちにより、多くの人が集い、にぎわうまちづくりを推進する。 

 

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

①主要用途の配置の方針  

ａ 業務地 

都市機能を充実させるため、本区域の核として、中心商業地とともに、業務地を整備

する必要があり、成田駅及び京成成田駅周辺地区、京成公津の杜駅周辺地区、ウイング

土屋地区、赤坂地区（以上成田市）、安食駅周辺地区（栄町）、富里市役所周辺地区（富

里市）に配置する。 

 

ｂ 商業地 

ア．中心商業地の配置 

成田駅及び京成成田駅周辺地区は、再開発事業等を核として、商業業務機能を強化し、

国際都市の表玄関にふさわしい中心商業地として整備を促進する。なお、成田駅西口に

おいて、駅周辺のポテンシャルを生かし、土地の高度利用等を図るとともに、都市機能

の更新及び集約化を進める。また、京成公津の杜駅周辺地区、ウイング土屋地区、赤坂

地区は商業地として配置する（以上成田市）。 

また、安食駅周辺地区（栄町）、東関東道水戸線富里インターチェンジ周辺の新木戸

地区（富里市）に、地域拠点商業地を配置する。 

 

③ 都市の防災及び減災に関する方針 

災害時に拠点となる病院や学校など公共施設の耐震機能強化を進めるとともに、緊急

時のダブルネットワーク化が図られるよう、広域及び地域間の連携を強化した道路ネッ

トワークを整備する。また、道路や公共的な空間においてオープンスペースを確保しつ

つ、建築物の不燃化・耐震化を促進することで、災害時における市街地の安全性の向上

に努める。 

都市型水害の発生を抑制するため、保水性や浸透性のある自然的な土地利用の保全を

図るとともに、公共下水道等の整備に努める。 

土砂災害警戒区域等に指定された区域では、警戒避難体制の構築や、危険箇所への開

発許可の厳格化及び新たな建築物の立地等の抑制に努める。 

また、住民の安全を確保するため、円滑な警戒避難に資する情報の周知徹底を図る。 

 

④ 低炭素型都市づくりに関する方針 

集約型都市構造に転換することにより、エネルギーの効率的な利用を促進し、環境負

荷の少ないまちづくりと活発な都市活動を調和させることによって、持続可能な都市の

実現を図る。 

施設の整備にあたっては、省エネルギー型の設備や再生可能エネルギー等の導入、施

設内緑化の促進などを図り、環境に配慮した都市施設の整備・誘導を目指す。 

過度な自動車利用から鉄道・バス等の公共交通機関利用への転換を促進するため、公

共交通サービス水準や利便性の向上を図る。 

ＣＯ２の吸収源となる樹林地などの自然環境の保全・維持管理に努めるとともに、公

園や緑地の確保に努める。 

 

 

 

 

２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要用途の配置の方針 

ａ業務地 

都市機能を充実させるため、本区域の核として、中心商業地とともに、業務地を整備

する必要があり、成田駅及び京成成田駅周辺地区、京成公津の杜駅周辺地区、ウイング

土屋地区（以上成田市）、安食駅周辺地区（栄町）、富里市役所周辺地区（富里市）に配

置する。 

 

ｂ商業地 

ア．中心商業地の配置 

成田駅及び京成成田駅周辺地区は、再開発事業等を核として、商業業務機能を強化し、

国際都市の表玄関にふさわしい中心商業地として整備を促進する。なお、成田駅西口に

おいて、駅周辺のポテンシャルを生かし、土地の高度利用等を図るとともに、都市機能

の更新及び集約化を進める。また、成田ニュータウン内の赤坂地区や京成公津の杜駅周

辺地区及びウイング土屋地区は商業地として配置する（以上成田市）。 

また、安食駅周辺地区（栄町）、東関東道富里インターチェンジ周辺の新木戸地区（富

里市）に、地域拠点商業地を配置する。 
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イ．一般商業地の配置 

成田駅及び京成成田駅周辺から成田山新勝寺に至る地区、宗吾・三里塚地区の既存商

業地及び土地区画整理事業により整備を行う不動ケ岡地区等の国道 51 号沿道地区（以

上成田市）、国道 356 号沿道地区、主要地方道成田安食線沿道地区及び栄町役場周辺を

中心とする地区（以上栄町）、七栄地区、日吉台地区北部（以上富里市）は今後とも一

般商業地として配置し整備を図る。 

 

ｃ 工業地 

周辺住宅地との環境を保全しつつ、小規模な地場産業の立地を許容する地区を、国道

51 号沿いの寺台インターチェンジから南に広がる地区、京成電鉄京成本線（以下「京成

本線」という。）とＪＲ成田線の交差する不動ケ岡地区及び並木町・飯仲地区（以上成

田市）に配置する。また、既に工業地が形成されている新泉地区、南羽鳥地区（以上成

田市）、矢口神明地区（栄町）、高野地区、美沢地区（以上富里市）は今後とも工業地と

して配置する。 

 

ｄ 流通業務地 

成田空港隣接地に移転した成田市場については、流通業務地として配置し、機能強化

に努める。 

また、東関東道水戸線富里インターチェンジに近接する新木戸地区（富里市）に流通

業務地を配置し、整備を図る。 

 

ｅ 住宅地 

ア．既成の住宅地 

既成市街地の中心部周辺及び市街化進行地域内の住宅地については、今後とも、住宅

地として配置し、居住環境の整備、保全に努める。また、計画的に開発整備された住宅

団地［成田ニュータウン地区、囲護台地区、美郷台地区、公津の杜地区、久住中央地区、

はなのき台地区（以上成田市）、安食台地区、酒直台地区、竜角寺台地区、前新田地区

（以上栄町）、日吉台地区、日吉倉五斗蒔地区及び七栄獅子穴地区（以上富里市）］につ

いても住宅地として配置し、良好な環境の維持に努める。 

また、既存のストックの活用とバリアフリー化を進め、幅広い年代が安心して住める

環境の整備に努める。 

特に航空機騒音防止地区に指定している久住中央地区の東側一帯については、現状の

生活環境に配慮し、居住環境の保全に努める。 

 

イ．新規の住宅地 

新たな住宅需要に対応するため、不動ケ岡地区、吉倉・久米野周辺地域、公津の杜駅

周辺地区、成田湯川駅周辺地区（以上成田市）、安食駅南側地区（栄町）、七栄北新木戸

地区、御料葉山地区（以上富里市）などの計画的な開発が進んでいる地区や今後地区計

画等により計画的な開発が進められる地区については、良好な環境を有した住宅地とし

て配置し整備を図る。 

また、航空機騒音障害防止特別地区の拡大に伴い、集団で移転を希望する住民のため

の代替住宅地の確保については、成田市においてＮＡＡの取り組みに協力する。 

 

 

イ．一般商業地の配置 

成田駅及び京成成田駅周辺から成田山新勝寺に至る地区、宗吾・三里塚地区の既存商

業地及び土地区画整理事業が予定されている不動ヶ岡地区等の国道 51 号沿道地区（以

上成田市）、国道 356 号、主要地方道成田安食線沿道地区及び栄町役場周辺を中心とす

る地区（以上栄町）、七栄地区及び日吉台地区北部（以上富里市）は今後とも一般商業

地として配置し整備を図る。 

 

ｃ工業地 

周辺住宅地との環境を保全しつつ、小規模な地場産業の立地を許容する地区を、国道

51 号沿いの寺台インターチェンジから南に広がる地区、京成本線と東日本旅客鉄道成田

線の交差する不動ヶ岡地区及び並木町・飯仲地区（以上成田市）に配置する。また、既

に工業地が形成されている新泉地区、南羽鳥地区（以上成田市）、矢口神明地区（栄町）、

高野地区、美沢地区（以上富里市）は今後とも工業地として配置する。 

 

 

ｄ流通業務地 

圏央道のインターチェンジ近接地に開場する新生成田市場及びその周辺の天神峰地

区・東峰地区、東関東道富里インターチェンジに近接する富里市の新木戸地区に流通業

務地を配置し、整備を図る。 

また、新生成田市場に移転した後の市場用地については、引き続き流通業務地とする。 

 

ｅ住宅地 

ア．既成の住宅地 

既成市街地の中心部周辺及び市街化進行地域内の住宅地については、今後とも、住宅

地として配置し、住環境の整備・保全に努める。また、計画的に開発整備された住宅団

地[成田ニュータウン地区、囲護台地区、美郷台地区、公津の杜地区、久住中央地区、

はなのき台地区（以上成田市）、安食台地区、酒直台地区、竜角寺台地区、前新田地区

（以上栄町）、日吉台地区、日吉倉五斗蒔地区及び七栄獅子穴地区（以上富里市）]につ

いても住宅地として配置し、良好な環境の維持に努める。 

また、既存のストックの活用とバリアフリー化を進め、幅広い年代が安心して住める

環境の整備に努める。 

特に航空機騒音障害防止地区に指定している久住中央地区の東側一帯については、現

状の生活環境に配慮し、住環境の保全に努める。 

 

イ．新規の住宅地 

新たな住宅需要に対応するため、不動ヶ岡地区、吉倉周辺地区、公津の杜駅周辺地区、

成田湯川駅周辺地区（以上成田市）、安食駅南側地区（栄町）、北新木戸地区、葉山地区

（以上富里市）などの計画的な開発が進んでいる地区や今後地区計画等により計画的な

開発が進められる地区については、良好な環境を有した住宅地として配置し整備を図る。 

 

また、航空機騒音障害防止特別地区の拡大に伴い、集団で移転を希望する住民のため

の代替住宅地の確保については、成田市において成田国際空港株式会社の取り組みに協

力する。 
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②市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

ａ 商業・業務地 

本区域の核として育成を図る中心商業地及び業務地は、高密度利用を図る地区とする。 

 

ｂ 住宅地 

住宅地は、良好な居住環境の確保を図るため、低層低密な戸建住宅を配置することを

基本とする。 

成田ニュータウン地区、成田駅及び京成成田駅に近接する地区、公津の杜地区（以上

成田市）、日吉台地区（富里市）の一部などにあっては、引き続き、中高層住宅地も配

置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

ａ商業・業務地 

本区域の核として育成を図る中心商業地及び業務地は、高密度利用を図る地区とする。 

 

ｂ住宅地 

住宅地は、良好な居住環境の確保を図るため、低層低密な戸建住宅を配置することを

基本とする。 

成田ニュータウン地区、成田駅及び京成成田駅に近接する地区、公津の杜地区（以上

成田市）、日吉台地区（富里市）の一部などにあっては、引き続き、中高層住宅地も配

置する。 

 

③ 市街地における住宅建設の方針 

ａ住宅建設の目標 

高齢化社会やライフスタイルの多様化に対応するため、福祉・医療施策等関連する分

野との連携も強化しつつ、良質な住宅ストックの確保と活用を図り、安全で快適な住環

境の整備とまとまりのある居住を推進する。 

また、持続可能な地域社会を実現するための環境整備及び地域の特色を生かした住宅・

住環境の整備を基本課題として位置づけ、引き続き、千葉県住生活基本計画に定める誘

導居住面積水準の達成世帯数の一層の向上を目指すとともに、すべての世帯が最低居住

面積水準を確保できるように努める。 

 

ｂ住宅建設のための施策の概要 

本区域においては、住宅建設の目標の達成と良質な住宅建設の促進のため、国等と協

力して次の施策を進めるものとする。 

 

ア．住宅地の整備 

成田ニュータウンをはじめとする面的開発事業地区においては、周辺環境と調和した

良好な住宅地の整備を進め、他の市街地においては、土地区画整理事業等の促進や地区

計画制度の活用により、新たに良好な住宅地の供給を図る。さらに、民間開発について

は、計画的な規制・誘導に努め、良好な住宅地の供給・確保を図るとともに、まとまり

のある居住を推進する。 

 

イ．住宅の建設 

優良な賃貸住宅や分譲住宅の供給を進めるとともに、高齢者等に対応した住まいづく

りの促進を図る。地域の良好な住環境づくりとともに、公営住宅等の建て替え等を図る。 

また、空き家対策を推進し、居住環境の改善を図るとともに、都市基盤施設の整備と

併せて居住水準や防災機能の向上を図る。 

 

ウ．良好な住環境の創出 

計画的な住宅建設を住環境整備の一環として位置づけ、その推進を図るとともに、水

準の低い住環境を形成するおそれのある住宅地建設については、その抑制に努める。ま

た、住宅建設及び宅地開発に関連して必要となる公共公益施設の整備を進めるとともに、

災害等に対する安全性や快適な居住性・生活利便性の向上など、良好な住環境の創出に

努める。 
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③市街地の土地利用の方針 

ア．土地の高度利用に関する方針 

本区域の主要な拠点である成田駅及び京成成田駅周辺地区は、門前町の歴史と調和し

た商業・業務機能を集積し、にぎわいの創出を図るとともに、居住地区として快適な駅

前空間を形成するため、土地の高度利用を図る。成田駅西口では、駅周辺のポテンシャ

ルを生かし、土地の高度利用等を図るとともに、都市機能の更新及び集約化を進める。 

また、京成公津の杜駅周辺地区やウイング土屋地区等の商業地及び業務地において、

土地の高度利用を図る。 

 

 

 

 

 

イ．居住環境の改善又は維持に関する方針 

既成市街地の中心部周辺及び市街化進行地域内の住宅地は、良好な居住環境を確保す

るため、市街地開発事業や開発の誘導により計画的に市街地を整備する。また、既存ス

トックの活用により、まとまりのある居住と良好な居住環境の維持を図る。 

新たな住宅需要に対応するため、不動ケ岡地区、吉倉・久米野周辺地域（以上成田市）、

七栄北新木戸地区（富里市）を土地区画整理事業等により計画的に整備する。 

また、航空機騒音障害防止特別地区の拡大に伴い、集団で移転を希望する住民のため

の代替住宅地の確保については、成田市においてＮＡＡの取り組みに協力する。 

 

 

ウ．市街化区域内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

成田山新勝寺周辺地区は、市街地内にあって斜面緑地が残り、歴史的な要素を有する

地区として観光の拠点となっていることから、成田市景観計画の適切な運用により、歴

史的環境を生かした景観整備など市街地環境の整備、保全を図る。 

 

エ．用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

用途地域は、将来の都市構造を踏まえ、土地利用の変化や都市計画道路の整備状況な

どを考慮し、適切な見直しに努める。 

 

④市街化調整区域の土地利用の方針 

ア．優良な農地との健全な調和に関する方針 

農業振興地域整備計画で農用地区域に指定されている印旛沼周辺地区、利根川・根木

名川周辺地区などの土地改良事業施行区域内の優良な農地や富里市南部の生産性の高い

農地は、本区域の農業生産に大きな役割を果たしており、今後とも優良な農用地として

整備、保全を図る。 

 

イ．災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

根木名川・高崎川等の河川沿い一帯の水田、印旛沼干拓地及びその周辺の低地部は集

団農地であり、これらの区域が市街化した場合、溢水、湛水の災害が発生するおそれが

あるため、市街化の抑制に努める。また、本区域は、なだらかな丘陵地帯のため、地す

 

④ 特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

ア．土地の高度利用に関する方針 

本区域の主要な拠点である成田駅及び京成成田駅周辺地区は、門前町の歴史と調和し

た商業・業務機能を集積し、にぎわいの創出を図るとともに、居住地区として快適な駅

前空間を形成するため、土地の高度利用を図る。成田駅西口では、駅周辺のポテンシャ

ルを生かし、土地の高度利用等を図るとともに、都市機能の更新及び集約化を進める。 

また、京成公津の杜駅周辺地区やウイング土屋地区等の商業地及び業務地において、

土地の高度利用を図る。 

 

イ．用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

用途地域は、将来の都市構造を踏まえ、土地利用の変化や都市計画道路の整備状況な

どを考慮し、適切な見直しに努める。 

 

ウ．居住環境の改善又は維持に関する方針 

既成市街地の中心部周辺及び市街化進行地域内の住宅地は、良好な住環境を確保する

ため、市街地開発事業や開発の誘導により計画的に市街地を整備する。また、既存スト

ックの活用により、まとまりのある居住と良好な住環境の維持を図る。 

新たな住宅需要に対応するため、不動ヶ岡地区、吉倉周辺地区（以上成田市）、北新

木戸地区（富里市）を土地区画整理事業等により計画的に整備する。 

また、航空機騒音障害防止特別地区の拡大に伴い、集団で移転を希望する住民のため

の代替住宅地の確保については、成田市において成田国際空港株式会社の取り組みに協

力する。 

 

エ．市街化区域内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

成田山新勝寺周辺地区は、市街地内にあって斜面緑地が残り、歴史的な要素を有する

地区として観光の拠点となっていることから、成田市景観計画の適切な運用により、歴

史的環境を生かした景観整備など市街地環境の整備・保全を図る。 

 

 

 

 

 

⑤ 市街化調整区域の土地利用の方針 

ア．優良な農地との健全な調和に関する方針 

農業振興地域整備計画で農用地区域に指定されている印旛沼周辺地区、利根川・根木

名川周辺地区などの土地改良事業施行区域内の優良な農地や富里市南部の生産性の高い

農地は、本区域の農業生産に大きな役割を果たしており、今後とも優良な農用地として

整備、保全を図る。 

 

イ．災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

根木名川・高崎川等の河川沿い一帯の水田、印旛沼干拓地及びその周辺の低地部は集

団農地であり、これらの区域が市街化した場合、溢水、湛水の災害が発生するおそれが

あるため、市街化の抑制に努める。また、本区域は、なだらかな丘陵地帯のため、地す
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べり、崖くずれ等を起こすおそれのある危険箇所は少ないが、急傾斜地については、周

辺の樹林地と一体的にその保全に努める。 

なお、土砂災害の恐れがある区域については、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の

指定及び運用により、開発行為等の制限を図り、安全性を確保する。 

 

ウ．自然的環境の形成の観点から必要な保全に関する方針 

県立印旛手賀自然公園や鳥獣保護区に指定されている区域、及び県立房総のむら等の

歴史的、文化的価値の高い地区については、全体的な土地利用計画と調整を図りつつ、

周辺地区と一体的に保全を図る。 

また、市街化調整区域に存在する現況のまとまった樹林地における、周辺環境及び生

物多様性を損なうことのないよう極力保全に努める。 

 

エ．成田空港周辺地域の土地利用に関する方針 

成田空港周辺地域においては、「航空機騒音対策基本方針」に基づき航空機騒音障害

防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を定め（ともに令和 2 年 4 月 1 日に一部区域

を拡大）、騒音障害の防止に配意した適正かつ合理的な土地利用に努めるとともに、成

田空港の更なる機能強化や輸出拠点機能を有する成田市場の拡充、圏央道・北千葉道路

等の広域道路ネットワークの整備に伴う開発需要を適切に受け止め、計画的に産業集積

を図るなど、健全で調和のとれた地域振興を進める。 

また、成田空港の更なる機能強化による新たな雇用の創出に合わせ、成田空港周辺地

域の居住環境の整備を図る。 

 

オ．秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

千葉県全体で令和 17 年の人口フレームの一部が保留されている。ついては、計画的

な市街地整備の見通しが明らかになった地区については、保留された人口フレームの範

囲の中で、農林漁業等との必要な調整を図りつつ、市街化区域に編入する。 

インターチェンジ周辺、幹線道路沿線等のポテンシャルの高い地域や、既存工業団地

等に隣接した区域においては、産業系の土地利用について適切な誘導を図る。 

 

・市街化区域周辺地域においてはスプロール化を防止し、自然環境を保全するため、地

区計画制度の活用により、秩序ある土地利用を図る。 

・空港周辺地域や幹線道路等沿道区域、インターチェンジ周辺地域、既存の工業団地周

辺地域等において、地域の特性や広域交通ネットワークの特性を生かし、地区計画制

度の活用等により、産業施設等の立地を計画的に誘導する。 

・鉄道駅周辺地域においては、地区計画制度の活用により、生活利便施設の立地や良好

な住宅環境の整備を誘導する等、利便性の向上を図る。 

・一定のコミュニティが形成されている既存集落においては、人口減少や少子高齢化の

進行による集落の衰退が懸念されることから、住宅や生活利便施設の立地を誘導する

地区計画制度の活用により、地域コミュニティの維持や生活利便性の向上を図る。 

 

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

①交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア.交通体系の整備の方針 

べり、崖くずれ等を起こすおそれのある危険箇所は少ないが、急傾斜地については、周

辺の樹林地と一体的にその保全に努める。 

なお、土砂災害の恐れがある区域については、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の

指定及び運用により、開発行為等の制限を図り、安全性を確保する。 

 

ウ．自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

県立印旛手賀自然公園や鳥獣保護区に指定されている区域、及び県立房総のむら等の

歴史的、文化的価値の高い地区については、全体的な土地利用計画と調整を図りつつ、

周辺地区と一体的に保全を図る。 

また、市街化調整区域に存在する現況のまとまった樹林地における、周辺環境及び生

物多様性を損なうことのないよう極力保全に努める。 

 

エ．成田国際空港周辺地域の土地利用に関する方針 

成田国際空港周辺地域においては、「航空機騒音対策基本方針」に基づき航空機騒音

障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を定め（ともに令和 2 年 4 月 1 日に一部

区域を拡大）、騒音障害の防止に配意した適正かつ合理的な土地利用に努めるとともに、

成田空港の更なる機能強化や輸出拠点機能を有する新生成田市場の開場、圏央道・北千

葉道路等の広域道路ネットワークの整備に伴う開発需要を適切に受け止め、計画的に産

業集積を図るなど、健全で調和のとれた地域振興を進める。 

また、成田空港の更なる機能強化による新たな雇用の創出に合わせ、成田国際空港周

辺地域の居住環境の整備を図る。 

 

オ．秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

千葉県全体で令和７年の人口フレームの一部が保留されている。ついては、計画的な

市街地整備の見通しが明らかになった地区については、保留された人口フレームの範囲

の中で、農林漁業等との必要な調整を図りつつ、市街化区域に編入する。 

また、新たな開発需要が見込まれる地区については、周辺環境との調和などを勘案し、

地区計画制度の活用等により、適切な土地利用の誘導を図り、市街地が適正に形成され

たときには、市街化区域へ編入をする。 

・市街化区域周辺地域においてはスプロール化を防止し、自然環境を保全するため、地

区計画制度の活用により、秩序ある土地利用を図る。 

・空港周辺地域や幹線道路等沿道区域、インターチェンジ周辺地域、既存の工業団地周

辺地域等において、地域の特性や広域交通ネットワークの特性を生かし、地区計画制

度の活用により、産業施設等の立地を計画的に誘導する。 

・鉄道駅周辺地域においては、地区計画制度の活用により、生活利便施設の立地や良好

な住宅環境の整備を誘導する等、利便性の向上を図る。 

・一定のコミュニティが形成されている既存集落においては、人口減少や少子高齢化の

進行による集落の衰退が懸念されることから、住宅や生活利便施設の立地を誘導する

地区計画制度の活用により、地域コミュニティの維持や生活利便性の向上を図る。 

 

３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ基本方針 

ア．交通体系の整備の方針 
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本区域には、ＪＲ成田線、京成電鉄成田空港線（以下「京成成田空港線」という。）、

京成本線及び芝山鉄道線の鉄道網や、東関東道水戸線、成田国際空港線、国道 51 号、

295 号、296 号、356 号、408 号、409 号、464 号、一般県道八日市場佐倉線、成田両国

線、主要地方道成田安食線、成田小見川鹿島港線、成田松尾線、横芝下総線、八街三里

塚線、富里酒々井線、八日市場八街線、成田下総線、美浦栄線、鎌ケ谷本埜線等の道路

が縦横に走り、本区域内に立地する成田空港や市街地から東京、千葉及び茨城方面と結

びつき、交通動線として大きな役割を果たしている。 

本区域及び周辺地区においては、成田空港の更なる機能強化や圏央道及び北千葉道路

の整備促進、千葉ニュータウンの整備進捗等により、交通ネットワークの充実が図られ

ている。 

また、バス等の公共交通機関の定時性や輸送力を確保するため、運行経路やダイヤの

見直しを図るとともに、コミュニティバスや低床バスの導入等、利便性の向上が図られ

ている。 

こうした状況を踏まえ、本区域の交通体系の整備の基本方針を次のとおり定める。 

 

（1）成田空港を活用できる広域及び地域連携による交通体系の確立 

（2）公共交通機関と自動車交通との適正な機能分担を考慮した交通体系の確立 

（3）道路網の段階構成による良好な居住環境の確立 

 

なお、長期未着手の都市計画道路については、社会情勢等の変化を踏まえ、その必要

性や既存道路による代替機能の可能性等を検証し、見直しを行う。 

 

イ．整備水準の目標 

交通体系の基本方針に基づき、公共輸送機関の整備・充実、道路体系の整備に努める

ものとする。 

特に、都市計画道路については、現在、市街地面積に対し約 2.3ｋｍ/ｋｍ2（令和 2

年度末現在）が整備済みであり、引き続き交通体系の整備の方針に基づき、地域の実情

に応じて効率的に整備を進める。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア．道路 

本区域内の道路網は、基本方針に基づき、広域道路網と地域幹線道路網との整合を図

り、拠点である市街地及び成田空港を中心とした環状・放射状道路ネットワークの有機

的な形成に努める。 

特に、整備済みの東関東道水戸線等と連絡する圏央道や北千葉道路の整備を促進し、

広域道路網を確立することによって、広域交通と地域交通とを適切に分離し、本区域の

交通機能の向上を図る。また、地域幹線道路網については、地域振興や地域内外の交流

を促進するため、広域道路網の整備と連携した道路網の段階的な構成を図り、道路交通

の整流化、居住環境の保全に努める。 

 

成田市においては、都市計画道路 3・3・6 号大株線、都市計画道路 3・3・7 号 51 号

線及び都市計画道路 3・3・19 号富里Ｉ・Ｃ線（国道 409 号）の拡幅や都市計画道路 3・

4・32 号北千葉道路線の整備促進により広域交通機能を強化するとともに、都市計画道

路 3・4・8 号馬橋竹下線の事業化に向けた検討を進め、成田駅及び京成成田駅を中心に

本区域には、東日本旅客鉄道成田線、京成電鉄成田空港線（成田スカイアクセス線）、

京成本線及び芝山鉄道線の鉄道網や、東関東道水戸線、成田国際空港線、国道 51 号、

295 号、296 号、356 号、408 号、409 号、464 号、県道八日市場佐倉線、成田両国線、

主要地方道成田安食線、成田小見川鹿島港線、成田松尾線、横芝下総線、八街三里塚線、

富里酒々井線、八日市場八街線、成田下総線、美浦栄線等の道路が縦横に走り、本区域

内に立地する成田国際空港や市街地から東京、千葉及び茨城方面と結びつき、交通動線

として大きな役割を果たしている。 

本区域及び周辺地区においては、成田空港の更なる機能強化や圏央道及び北千葉道路

の整備促進、京成電鉄成田空港線（成田スカイアクセス線）の運行開始、千葉ニュータ

ウンの整備進捗等により、交通ネットワークの充実が図られている。 

また、バス等の公共交通機関の定時性や輸送力を確保するため、運行経路やダイヤの

見直しを図るとともに、コミュニティバスや低床バスの導入等、利便性の向上が図られ

ている。 

こうした状況を踏まえ、本区域の交通体系の整備の基本方針を次のとおり定める。 

 

（１）成田国際空港を活用できる広域及び地域連携による交通体系の確立 

（２）公共交通機関と自動車交通との適正な機能分担を考慮した交通体系の確立 

（３）道路網の段階構成による良好な居住環境の確立 

 

なお、長期未着手の都市計画道路については、社会情勢等の変化を踏まえ、その必要

性や既存道路による代替機能の可能性等を検証し、見直しを行う。 

 

イ．整備水準の目標 

交通体系の基本方針に基づき、公共輸送機関の整備・充実、道路体系の整備に努める

ものとする。 

特に、都市計画道路については、現在、市街地面積に対し約 1.7km/km2（平成 27 年度

末現在）が整備済みであり、引き続き交通体系の整備の方針に基づき、地域の実情に応

じて効率的に整備を進める。 

 

ｂ主要な施設の配置の方針 

ア．道路 

本区域内の道路網は、基本方針に基づき、広域道路網と地域幹線道路網との整合を図

り、拠点である市街地及び成田国際空港を中心とした環状・放射状道路ネットワークの

有機的な形成に努める。 

特に、整備済みの東関東道等と連絡する圏央道や北千葉道路の整備を促進し、広域道

路網を確立することによって、広域交通と地域交通とを適切に分離し、本区域の交通機

能の向上を図る。また、地域幹線道路網については、地域振興や地域内外の交流を促進

するため、広域道路網の整備と連携した道路網の段階的な構成を図り、道路交通の整流

化、居住環境の保全に努める。 

 

成田市においては、3・3・6号大株線、3・3・7 号 51 号線及び 3・3・19 号富里Ｉ・

Ｃ線（国道 409 号）の拡幅や 3・4・32 号北千葉道路線の整備促進により広域交通機能

を強化するとともに、3・4・8 号馬橋竹下線の事業化に向けた検討を進め、成田駅及び

京成成田駅を中心に放射状に延びる道路と市街地及び空港周辺を環状型に結ぶ道路によ
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放射状に延びる道路と市街地及び成田空港周辺を環状型に結ぶ道路により、ネットワー

クを形成するよう幹線道路網の整備を進める。特に、公共交通網が十分な効果を発揮で

きるように、幹線道路・交通広場・駅前広場等の整備を図るとともに、鉄道やバス利用

のサービスの向上を図る。また、既成市街地と成田空港及び国際医療福祉大学成田病院

とのアクセス強化を図る幹線道路を整備するとともに、東関東道水戸線との交差部に新

たなインターチェンジの設置を推進する。 

 

栄町においては、若草大橋の開通に伴い茨城方面から市街地へ流入する交通を円滑に

処理するための道路網の検討を図るとともに、都市計画道路の整備を促進する。また、

歩行者や自転車利用者の安全性、快適性の向上を図るため、特殊街路として緑道の整備

に努める。 

 

富里市においては、広域交通機能を受け持つとともに市街地の骨格を形成している国

道 296 号、都市計画道路 3・3・19 号富里Ｉ・Ｃ線（国道 409 号）及び一般県道成田両

国線バイパス等の主要幹線道路の整備推進による道路交通の整流化、居住環境の保全に

努める。また、成田空港を中心としたネットワーク型地域構造の実現を図るため、日吉

台地区と新木戸地区を結ぶ都市計画道路 3・4・20 号成田七栄線、それに接続する都市

計画道路 3・4・21 号七栄葉山線の整備を進めるとともに、成田空港や物流拠点等への

アクセス強化を図るため、国道 296 号から一般県道八日市場佐倉線を結ぶ広域幹線道路

の事業化を推進する。 

 

イ．鉄道等 

【鉄道】 

鉄道については、快速・普通電車の運行本数の増加及びＪＲ成田線の複線化等により、

輸送力の増強を図る。また、成田空港へ乗り入れているＪＲ成田線、京成本線及び京成

成田空港線の運行サービスの向上を図る。 

 

 

【バス】 

バス交通については、現況バス路線を基本としながら、コンパクトな都市構造を見据

えたバス路線網の拡充、再編成を進め、輸送力の増強と定時性の確保を図るため、バス

運行に供する道路の整備に努めるとともに、鉄道駅と連携し、鉄道と一体となった有機

的な公共交通網の形成に努める。 

また、地域内外の広域道路網の整備に伴う合理的なバス路線の検討、さらには東関東

道水戸線等を有効に活用した広域ネットワークを強化するための高速バスの拡充に努め、

利便性の向上を図る。 

 

ウ．駐車場 

【自動車駐車場】 

商業・業務機能が集積し、自動車交通の集中が見られる成田駅及び京成成田駅周辺地

区、成田山新勝寺周辺地区は、引き続き、公共及び民間の適切な役割分担のもとに、駐

車場整備に努める。 

 

【自転車駐車場】 

り、ネットワークを形成するよう幹線道路網の整備を進める。特に、公共交通網が十分

な効果を発揮できるように、幹線道路・交通広場・駅前広場等の整備を図るとともに、

鉄道やバス利用のサービスの向上を図る。また、既成市街地や広域からの成田国際空港

へのアクセス強化と、災害時や緊急時のダブルネットワークの形成のため、市において、

吉倉周辺地区を中心に、国際医療福祉大学成田病院や、東和田南部地区とを連絡する幹

線道路を計画し、東関東道との交差部には新たにスマートインターチェンジの設置を推

進する。 

栄町においては、千葉ニュータウンと成田国際空港を連絡する現在事業中の主要地方

道鎌ケ谷本埜線の整備を促進する。また、若草大橋の開通に伴い茨城県方面から市街地

へ流入する交通を円滑に処理するための道路網の検討を図るとともに、都市計画道路の

整備を促進する。また、歩行者や自転車利用者の安全性、快適性の向上を図るため、特

殊街路として緑道の整備に努める。 

富里市においては、広域交通機能を受け持つとともに市街地の骨格を形成している国

道 296 号、3・3・19 号富里Ｉ・Ｃ線（国道 409 号）及び県道成田両国線バイパス等の主

要幹線道路の整備促進による道路交通の整流化、居住環境の保全に努める。また、成田

国際空港を中心としたネットワーク型地域構造の実現を図るため、日吉台地区と新木戸

地区を結ぶ 3・4・20 号成田七栄線、それに接続する 3・4・21 号七栄葉山線の整備を進

めるとともに、3・3・7 号 51 号線とを結ぶ道路の整備を検討する。 

 

 

 

イ．鉄道等 

【鉄道】 

鉄道については、快速・普通電車の運行本数の増加及び東日本旅客鉄道成田線の複線

化等により、輸送力の増強を図る。また、成田国際空港へ乗り入れている東日本旅客鉄

道、京成本線及び京成電鉄成田空港線（成田スカイアクセス線）の運行サービスの向上

を図る。 

 

【バス】 

バス交通については、現況バス路線を基本としながら、集約型都市構造を見据えたバ

ス路線網の拡充、再編成を進め、輸送力の増強と定時性の確保を図るため、バス運行に

供する道路の整備に努めるとともに、鉄道駅と連携し、鉄道と一体となった有機的な公

共交通網の形成に努める。 

また、地域内外の広域道路網の整備に伴う合理的なバス路線の検討、さらには東関東

道等を有効に活用した広域ネットワークを強化するための高速バスの拡充に努め、利便

性の向上を図る。 

 

ウ．駐車場 

【自動車駐車場】 

商業・業務機能が集積し、自動車交通の集中が見られる成田駅及び京成成田駅周辺地

区、成田山新勝寺周辺地区は、引き続き、公共及び民間の適切な役割分担のもとに、駐

車場整備に努める。 

 

【自転車駐車場】 
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大量に駐車需要を発生させている通勤・通学者に対し、駅周辺に地方公共団体が整備

する自転車駐車場を配置して、利用者の利便を図るとともに、歩行空間の確保や、都市

景観の保全を図る。 

また、成田駅西口周辺では都市機能の更新及び集約化に合わせ、自転車駐車場の再整

備を進める。 

 

エ．空港 

成田空港は我が国の玄関口であり、国際交流や地域の情報発信機能の拠点として位置

づけられることから、成田空港の更なる機能強化と空港施設の活用を推進する。 

また、広域道路ネットワークの整備を生かし、空港へのアクセスを高めることで、空

港利用者の利便性の向上を図る。 

 

ｃ 主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設は、次のとおりとする。 

主要な施設 名   称   等 

道 路 

・広域的連絡機能の強化 

都市計画道路 3･3･6 号大株線 

都市計画道路 3･3･7 号 51 号線 

 

都市計画道路 3･3･19 号富里Ｉ・Ｃ線 

都市計画道路 3･4･20 号成田七栄線 

都市計画道路 3･4･21 号七栄葉山線 

都市計画道路 3･4･32 号北千葉道路線 

（注）おおむね 10 年以内着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

②下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア．下水道及び河川の整備の方針 

【下水道】 

本区域には、一級河川利根川及び本県の重要な水資源である印旛沼の一部の区域が含

まれている。 

今日、本区域での都市化が進み、水資源の確保、自然環境の保全、営農環境の悪化防

止等の面から、公共用水域の水質保全が重要な課題となっており、印旛沼には湖沼水質

保全特別措置法に基づく湖沼水質保全計画が策定されている。また、居住環境保全の面

から、公衆衛生の保持、浸水の防止、生活様式の改善等生活環境の向上を図る必要があ

る。 

下水道施設の整備は、流域別下水道整備総合計画に基づき、成田市においては、成田

市印旛沼流域関連公共下水道事業計画に整合した下水道整備を進め、富里市においては、

富里市印旛沼流域関連公共下水道事業計画に整合した下水道整備を進め、また、栄町に

おいては栄町公共下水道事業計画に整合した下水道整備を進める。 

 

 

【河川】 

本区域の河川は、利根川をはじめとする 12 の一級河川、松崎川をはじめ 6 つの準用

大量に駐車需要を発生させている通勤・通学者に対し、駅周辺に地方公共団体が整備

する自転車駐車場を配置して、利用者の利便を図るとともに、歩行空間の確保や、都市

景観の保全を図る。 

また、成田駅西口周辺では都市機能の更新及び集約化に合わせ、自転車駐車場の再整

備を進める。 

 

エ．空港 

成田国際空港は我が国の玄関口であり、国際交流や地域の情報発信機能の拠点として

位置づけられることから、成田空港の更なる機能強化と空港施設の活用を推進する。 

また、広域道路ネットワークの整備を生かし、空港へのアクセスを高めることで、空

港利用者の利便性の向上を図る。 

 

ｃ主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

主要な施設 名   称   等 

道 路 

・広域的連絡機能の強化 

3・3・6 号大株線 

3・3・7 号 51 号線 

3・4・16 号成田安食線 

3・3・19 号富里Ｉ・Ｃ線 

3・4・20 号成田七栄線 

3・4・21 号七栄葉山線 

3・4・32 号北千葉道路線 

（注）おおむね 10 年以内着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

② 下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ａ基本方針 

ア．下水道及び河川の整備の方針 

【下水道】 

本区域には、一級河川利根川及び本県の重要な水資源である印旛沼の一部の区域が含

まれている。 

今日、本区域での都市化が進み、水資源の確保、自然環境の保全、営農環境の悪化防

止等の面から、公共用水域の水質保全が重要な課題となっており、印旛沼には湖沼水質

保全特別措置法に基づく湖沼水質保全計画が策定されている。また、居住環境保全の面

から、公衆衛生の保持、浸水の防止、生活様式の改善等生活環境の向上を図る必要があ

る。 

下水道施設の整備は、流域別下水道整備総合計画に基づき、成田市においては、成田

市印旛沼流域関連公共下水道事業計画に整合した下水道整備を進め、富里市においては、

富里市印旛沼流域関連公共下水道事業計画及び富里市公共下水道事業に整合した下水道

整備を進め、また、栄町においては栄町公共下水道事業計画に整合した下水道整備を進

める。 

 

【河川】 

本区域の河川は、利根川をはじめとする 12 の一級河川、松崎川をはじめ６つの準用
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河川がある。 

各河川とも、本区域の雨水排水及び生態系等に重要な役割を果たしており、治水安全

度の確保、生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出する多自然川

づくりを進めるとともに、流域のまちづくりと連携しながら、河川空間の適切かつ積極

的な活用を推進する。 

また、市街地の整備にあたっては、水循環に配慮した総合的な治水対策を講じること

を基本方針とするとともに、樹林地や農地の保全等により、それらが持つ多様な機能を

生かし、流域が本来有している保水・遊水機能の確保に努める。 

 

イ．整備水準の目標 

【下水道】 

汚水処理施設については、「千葉県全県域汚水適正処理構想」に基づき、施設の整備

を進める。 

 

【河川】 

本区域の河川の整備水準は、河川ごとに定められる計画規模に基づくものとする。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア．下水道 

本区域の下水道は汚水排水と雨水排水を区分する分流式とし、成田市は印旛沼流域関

連公共下水道として、富里市は印旛沼流域関連公共下水道として、市街化区域やその周

辺の区域等において整備を進め、また栄町は単独公共下水道として、市街化区域及び市

街化調整区域内既存集落地区の整備を進める。 

成田市及び富里市の汚水排水については既に整備が進んでいる印旛沼流域下水道東部

幹線等に流入させ、花見川終末処理場で処理し、雨水排水については、河川の改修計画

と十分整合を図りながら公共下水道の雨水幹線等の整備を進める。栄町の汚水について

は、栄町終末処理場で処理し、公共下水道の耐震化を含めた整備を進め、雨水について

は市街化区域での整備を進める。 

 

イ．河川 

整備水準の目標を達成するために、一級河川については、根木名川等の河川改修を進

める。また、流域の景観、歴史、文化及び観光といった資源等を生かし、まちづくりと

連携した河川の整備・利用（かわまちづくり）を推進する。 

また、新市街地の整備にあたっては、地区の有する従来の保水・遊水機能に配慮し、

雨水貯留浸透施設の設置などの流出抑制策を講じ、河川に対する流出量の軽減や流水の

正常な機能の維持に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川がある。 

各河川とも、本区域の雨水排水及び生態系等に重要な役割を果たしており、治水安全

度の確保、生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出する多自然川

づくりを進めるとともに、流域のまちづくりと連携しながら、河川空間の適切かつ積極

的な活用を推進する。 

また、市街地の整備にあたっては、水循環に配慮した総合的な治水対策を講じること

を基本方針とするとともに、樹林地や農地の保全等により、それらが持つ多様な機能を

生かし、流域が本来有している保水・遊水機能の確保に努める。 

 

イ．整備水準の目標 

【下水道】 

汚水処理施設については、千葉県全県域汚水適正処理構想にもとづき、アクションプ

ランを作成し、令和６年度末の概成に向け、整備を進める。 

 

【河川】 

本区域の河川の整備水準は、河川ごとに定められる計画規模に基づくものとする。 

 

ｂ主要な施設の配置の方針 

ア．下水道 

本区域の下水道は汚水排水と雨水排水を区分する分流式とし、成田市は印旛沼流域関

連公共下水道として、富里市は印旛沼流域関連公共下水道及び富里市公共下水道として、

市街化区域やその周辺の区域等において整備を進め、また栄町は単独公共下水道事業と

して、市街化区域及び市街化調整区域内既存集落地区の整備を進める。 

成田市及び富里市の汚水排水については既に整備が進んでいる印旛沼流域下水道東部

幹線等に流入させ、花見川終末処理場で処理し、雨水排水については、河川の改修計画

と十分整合を図りながら公共下水道の雨水幹線等の整備を進める。栄町の汚水について

は、栄町終末処理場で処理し、終末処理場は流入汚水量の増加に合わせ整備を進め、雨

水については市街化区域での整備を進める。 

 

イ．河川 

整備水準の目標を達成するために、一級河川については、根木名川等の河川改修を進

める。また、流域の景観、歴史、文化及び観光といった資源等を生かし、まちづくりと

連携した河川の整備・利用（かわまちづくり）を推進する。 

また、新市街地の整備にあたっては、地区の有する従来の保水・遊水機能に配慮し、

雨水貯留浸透施設の設置などの流出抑制策を講じ、河川に対する流出量の軽減や流水の

正常な機能の維持に努める。 
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ｃ 主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

都市施設 名  称  等 

下水道 

・成田市印旛沼流域関連公共下水道 

成田処理分区､宗吾処理分区、三里塚処理分区 

・富里市印旛沼流域関連公共下水道 

富里第 1 処理分区、富里第 2処理分区、 

富里第 3 処理分区、富里第 4処理分区、 

富里第 5 処理分区 

・富里市公共下水道 

芝山町公共下水道（小池処理区）の一部 

・栄町公共下水道 

市街化調整区域内既存集落地区の管きょ 

河 川 

・一級河川北印旛沼 

・一級河川長門川 

・一級河川根木名川 

・一級河川派川根木名川 

・一級河川取香川 

・一級河川十日川 

・準用河川松崎川 

・準用河川長津川 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

③その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

本区域の将来都市像を実現するため、また本区域の大きな特徴である農林漁業との健

全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するととも

に、少子高齢化等を踏まえたコンパクトな都市構造に対応するために必要となるその他

の公共施設についての整備を図る。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア．ごみ処理施設 

ごみ処理施設については、ごみの減量化、資源の有限性とごみの効率的な処理等の観

点から徹底した分別収集と、ごみ処理施設の適正な運転管理に努めるとともに、次期最

終処分場の整備を進める。また、大幅なごみの減量化・再資源化のための一助として、

資源ごみのリサイクル施設の整備・充実を図る。 

 

イ．卸売市場 

成田市場については、より広域的な機能と役割を果たすため、従来の市場機能に加え、

衛生管理の整った加工施設や日本初のワンストップ輸出拠点機能などを有する公設地方

 

 

 

 

ｃ主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

都市施設 名  称  等 

下水道 

・成田市印旛沼流域関連公共下水道 

成田処理分区､宗吾処理分区、三里塚処理分区 

・富里市印旛沼流域関連公共下水道 

富里第１処理分区、富里第２処理分区、 

富里第３処理分区、富里第４処理分区、 

富里第５処理分区 

・富里市公共下水道 

芝山町公共下水道（小池処理区）の一部 

・栄町公共下水道 

市街化調整区域内既存集落地区の管渠 

河 川 

・一級河川北印旛沼 

・一級河川長門川 

・一級河川根木名川 

・一級河川派川根木名川 

・一級河川取香川 

・一級河川十日川 

・準用河川松崎川 

・準用河川長津川 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

③ その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

ａ基本方針 

本区域の将来都市像を実現するため、また本区域の大きな特徴である農林漁業との健

全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するととも

に、少子高齢化等を踏まえた集約型都市構造に対応するために必要となるその他の公共

施設についての整備を図る。 

 

ｂ主要な施設の配置の方針 

ア．ごみ処理施設 

ごみ処理施設については、ごみの減量化、資源の有限性とごみの効率的な処理等の観

点から徹底した分別収集と、ごみ処理施設の適正な運転管理に努めるとともに、次期最

終処分場の整備を進める。また、大幅なごみの減量化・再資源化のための一助として、

資源ごみのリサイクル施設の整備・充実を図る。 

 

イ．卸売市場 

新生成田市場については、より広域的な機能と役割を果たすため、従来の市場機能に

加え、衛生管理の整った加工施設や日本初のワンストップ輸出拠点機能を有する高機能
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卸売市場としての機能を強化し、さらに情報発信拠点として空港滑走路に隣接する特色

を生かし、消費拡大に結びつくインバウンド需要の獲得と新たな観光拠点としての役割

を目指した集客施設棟を整備するなど、成田空港と連携した機能強化を図る。 

 

ウ．その他の中核的施設 

墓園については、今後の需要増加を十分考慮しながら周辺の自然環境と調和を図り、

既存のいずみ聖地公園（成田市）の整備・拡充を図る。 

汚物処理場については、市街地における下水道整備を十分考慮しながら、既存の印西

地区衛生組合衛生センター（栄町）及び印旛衛生施設管理組合し尿処理場（富里市）の

整備・充実を図る。 

 

火葬場については、利用者の利便向上と周辺環境との調和に努め、成田市・富里市・

八街市の共同設置である八富成田斎場（成田市）の整備・充実を図る。 

 

ｃ 主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

都市施設 名  称  等 

ごみ処理施設 最終処分場の整備（成田市） 

 

墓園 いずみ聖地公園の拡張整備（成田市） 

 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

（４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

①主要な市街地開発事業の決定の方針 

ア．ＪＲ・京成成田駅参道口地区（成田市） 

市街地再開発事業による拠点施設の整備や駅前広場等の整備により、交通結節点の機

能向上を図る。 

国際空港を擁する成田市の中心市街地として商業・業務・文化機能及び人口の集積と

土地の高度利用を図るとともに、快適で安全な駅前環境と門前町にふさわしい魅力ある

景観を形成し、賑わいを創出する。 

 

イ．不動ケ岡地区（成田市） 

土地区画整理事業等により計画的な開発を行い、主要幹線である国道 51 号沿線では、

商業施設を主とした土地利用を推進するとともに、基盤施設の整備と良好な居住環境の

形成を図る。 

 

ウ．吉倉・久米野周辺地域（成田市） 

成田空港の更なる機能強化等に伴う人口増加に対応するため、鉄道構想駅等の交通結

節点を中心とし、近接する国際医療福祉大学成田病院を考慮した土地区画整理事業等に

より計画的な開発を行い、良好な住宅地の形成を図る。 

 

エ．東和田南部周辺地域（成田市） 

東関東道水戸線に直結するインターチェンジの設置や新たな幹線道路の整備により広

物流拠点施設を新たに整備し、さらに情報発信拠点として空港滑走路に隣接する特色を

生かし、消費拡大に結びつくインバウンド需要の獲得と新たな観光拠点としての役割を

目指した集客施設棟を整備するなど、成田国際空港と連携した機能強化を図る。 

 

ウ．その他の中核的施設 

墓園については、今後の需要増加を十分考慮しながら周辺の自然環境と調和を図り、

既存のいずみ聖地公園（成田市）の整備・拡充を図る。 

汚物処理場については、市街地における下水道整備を十分考慮しながら、既存の成田

浄化センター（成田市）、印西地区衛生組合衛生センター（栄町）及び印旛衛生施設管

理組合し尿処理場（富里市）の整備・充実を図る。 

 

火葬場については、利用者の利便向上と周辺環境との調和に努め、成田市・富里市・

八街市の共同設置である八富成田斎場（成田市）の整備・充実を図る。 

 

ｃ主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

都市施設 名  称  等 

ごみ処理施設 最終処分場の整備（成田市） 

市場 成田市公設地方卸売市場（天神峰市場）の整備（成田市） 

墓園 いずみ聖地公園の拡張整備（成田市） 

汚物処理場 成田浄化センターの再整備（成田市） 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

４）市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要な市街地開発事業の決定の方針 

ア．東日本旅客鉄道・京成成田駅参道口地区（成田市） 

市街地再開発事業による拠点施設の整備や駅前広場等の整備により、交通結節点の機

能向上を図る。 

国際空港を有する成田市の中心市街地として商業・業務・文化機能及び人口の集積と

土地の高度利用を図るとともに、快適で安全な駅前環境と門前町にふさわしい魅力ある

景観を形成し、賑わいを創出する。 

 

イ．不動ヶ岡地区（成田市） 

土地区画整理事業等により計画的な開発を行い、主要幹線である国道 51 号沿線では、

商業施設を主とした土地利用を推進するとともに、基盤施設の整備と良好な住環境の形

成を図る。 

 

ウ．吉倉周辺地区（成田市） 

成田空港の更なる機能強化や国際医療福祉大学成田病院と連携した医療関連産業の集

積等に伴う人口増加に対応するため、鉄道構想駅を中心とした土地区画整理事業等によ

り計画的な開発を行い、良好な住宅地の形成を図る。 

 

エ．東和田南部地区（成田市） 

吉倉周辺地区の西側に隣接する区域において、東関東道に直結するスマートインター
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域的なアクセス性が向上する地域であり、土地区画整理事業等により、既成市街地や成

田空港との近接性を生かし、にぎわいの創出を含めた、多様な産業機能を有する土地利

用の誘導を図る。 

 

オ．七栄北新木戸地区（富里市） 

東関東道水戸線富里インターチェンジの北側に位置し、土地区画整理事業により整備

を進めている地区であるが、今後は地区計画の目標とする商業施設等を主とした土地利

用を進めるとともに、良好な居住環境の形成を図る。 

 

②市街地整備の目標 

おおむね 10 年以内に実施する予定の事業は、次のとおりとする。 

事業名等 地 区 名 等 

土地区画整理事業 

・不動ケ岡地区 

・吉倉・久米野周辺地域 

・東和田南部周辺地域 

・七栄北新木戸地区 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

（５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

①基本方針 

本区域は、利根川・印旛沼周辺の北部及び西部に展開する低地部と、東南部に展開す

る台地部により形成され、海抜 10～40ｍの丘陵台地が広く分布し、それらを分割する形

で、一級河川の根木名川、長門川、派川根木名川、荒海川、小橋川等が、また準用河川

の米野川、上小橋川、松崎川等が利根川、印旛沼に注いでいる。地形を区分すると、利

根川・印旛沼周辺の水田地帯を中心とした低地と、畑地や樹林地が多く分布する台地及

びそれらの間の斜面緑地に区分される。市街地の多くはこの台地上に形成されてきた一

方、市街地周辺の集落の多くは斜面地にはりつくように立地し、特徴ある風土景観を形

成している。 

今後の都市化の進展を踏まえ、緑地の持つさまざまな機能を十分把握しつつ、環境と

景観の保全、レクリエーション・防災機能の充実等を図り、自然環境と調和のとれたま

ちづくりに努める。 

具体的には、以下の方針に基づくものとする。 

・市街地では、都市基幹公園、住区基幹公園の適正配置及び整備充実を図るとともに、

オープンスペース等の確保に努める。さらに、それらを緑道等により有機的かつ効果

的に連結し、緑のネットワークを構成する。 

・成田ニュータウン等の大規模な住宅地造成により必要となる新旧市街地の公共公益施

設の整備、特に区域内住民が日常的に利用すると考えられる生活環境施設及び都市公

園の整備、保全を図る。 

・本区域は、風土的かつ伝統的に千葉県内における有数の農業地帯であるため、今後と

も農業基盤の整備、集落における生活環境施設の整備を図るとともに、優良農地の保

全を図る。また、これらと有機的に結びついた屋敷林、社寺林、防風林等は地域を潤

す郷土景観として極力保全を図る。 

・地形的かつ風土的な景観特性を持つ利根川、印旛沼、県立房総のむら等に代表される

田園景観等を保全するとともに、レクリエーション資源として活用する。 

チェンジの設置に合わせて、土地区画整理事業等により、産業機能の計画的な誘導を図

る。 

 

 

オ．北新木戸地区（富里市） 

東関東道富里インターチェンジの北側に位置し、土地区画整理事業により整備を進め

ている地区であるが、今後は地区計画の目標とする商業施設等を主とした土地利用を進

めるとともに、良好な住環境の形成を図る。 

 

② 市街地整備の目標 

おおむね 10 年以内に実施する予定の事業は、次のとおりとする。 

事業名等 地 区 名 等 

土地区画整理事業 

・不動ヶ岡地区 

・吉倉周辺地区 

・東和田南部地区 

・北新木戸地区 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

５）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

本区域は、利根川・印旛沼周辺の北部及び西部に展開する低地部と、東南部に展開す

る台地部により形成され、海抜 10～40ｍの丘陵台地が広く分布し、それらを分割する形

で、一級河川の根木名川、長門川、派川根木名川、荒海川、小橋川等が、また準用河川

の米野川、上小橋川、松崎川等が利根川、印旛沼に注いでいる。地形を区分すると、利

根川・印旛沼周辺の水田地帯を中心とした低地と、畑地や樹林地が多く分布する台地及

びそれらの間の斜面緑地に区分される。市街地の多くはこの台地上に形成されてきた一

方、市街地周辺の集落の多くは斜面地にはりつくように立地し、特徴ある風土景観を形

成している。 

今後の都市化の進展を踏まえ、緑地の持つさまざまな機能を十分把握しつつ、環境と

景観の保全、レクリエーション・防災機能の充実等を図り、自然環境と調和のとれた街

づくりに努める。 

具体的には、以下の方針に基づくものとする。 

・市街地では、都市基幹公園、住区基幹公園の適正配置及び整備充実を図るとともに、

オープンスペース等の確保に努める。さらに、それらを緑道等により有機的かつ効果

的に連結し、緑のネットワークを構成する。 

・成田ニュータウン等の大規模な住宅地造成により必要となる新旧市街地の公共公益施

設の整備、特に区域内住民が日常的に利用すると考えられる生活環境施設及び都市公

園の整備を図る。 

・本区域は、風土的かつ伝統的に千葉県内における有数の農業地帯であるため、今後と

も農業基盤の整備、集落における生活環境施設の整備を図るとともに、優良農地の保

全を図る。また、これらと有機的に結びついた屋敷林、社寺林、防風林等は地域を潤

す郷土景観として極力保全を図る。 

・地形的かつ風土的な景観特性を持つ利根川、印旛沼、県立房総のむら等に代表される

田園景観等を保全するとともに、レクリエーション資源として活用する。 
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・成田空港、内陸工業団地等に起因する各種公害に対し、これら施設の周辺に緩衝緑地

等を配置することにより、公害の軽減、防止を図る。 

・溢水、湛水等の災害が発生するおそれのある河川沿いの低地部や、地滑り・崖くずれ

等のおそれのある急傾斜地については、必要に応じ周辺の樹林等と一体的な保全に努

める。 

 

・緑地の確保目標水準 

緑地の確保目標水準 

（令和 27 年） 

市街化区域に 

対する割合 

都市計画区域に 

対する割合 

約 11 ％ 

（約 319 ｈａ） 

約 38 ％ 

（約 8,258 ｈａ） 

 

・都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準 

年 次 令和 2 年 令和 17 年 令和 27 年 

都市計画区域内人口 

1 人当り目標水準 
約 18.0 ｍ2/人 約 19.9 ｍ2/人 約 21.5 ｍ2/人 

 

 

②主要な緑地の配置の方針 

本区域においては、現況の豊かな緑と水の保全を図り、あわせて文化性、歴史性を織

り込んだうるおいのあるまちづくりを進めるため、以下の配置方針により緑とオープン

スペースの整備、保全を行うものとする。 

 

ａ 環境保全系統 

県立印旛手賀自然公園に指定されている印旛沼周辺とこれと連続する利根川・根木名

川一帯等の水と緑の空間は、野生小動物の生息地、また、貴重な植物の自生地として自

然生態系に資する緑地として周辺樹林地等を含め積極的に保全する。 

史跡、文化遺産と一体となる緑地である県立房総のむら、成田山新勝寺、宗吾霊堂及

び岩屋古墳周辺一帯は、自然環境が豊かな地区であり、房総の歴史と生活を次世代に継

承する文化遺産としての保全と活用を図る。 

北総丘陵から連たんする市街地内及び市街地周辺の斜面樹林地は、身近な自然に触れ

る空間であり、生活環境の向上に資する緑地として活用を図る。 

既存の工業団地については、工場内及び工業団地内の緑化の他、団地周辺部の緩衝緑

地帯の保全を図る。 

 

ｂ レクリエーション系統 

小学校区、幹線街路、河川等を考慮して設定された 28 の住区について、各住区に、

近隣公園及び街区公園を適正に配置するとともに、子供の遊び場や青少年または高齢者

等が日常的に利用できる運動、休養等のための都市公園及び緑地の整備、保全を図る。 

住民の休養、休息、運動、教養、自然・文化とのふれあい等を通じて住民の健康の維

持増進、文化活動の涵養等に資するため、既存の総合公園 2 ヵ所及び運動公園 2 ヵ所の

整備充実を図る。 

県立印旛手賀自然公園、県立房総のむら等印旛沼及び印旛沼周辺地域は風致にすぐれ、

特に龍角寺、大竹地区の県立房総のむらは、住民の良き憩いの場ともなっているため、

・成田国際空港、内陸工業団地等に起因する各種公害に対し、これら施設の周辺に緩衝

緑地等を配置することにより、公害の軽減、防止を図る。 

・溢水、湛水等の災害が発生するおそれのある河川沿いの低地部や、地滑り・崖くずれ

等のおそれのある急傾斜地については、必要に応じ周辺の樹林等と一体的な保全に努

める。 

 

・緑地の確保目標水準 

緑地の確保目標水準 

（令和 17 年） 

市街化区域に 

対する割合 

都市計画区域に 

対する割合 

約 12％ 

（約  342  ha） 

約 35％ 

（約   7,696  ha） 

 

・都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準 

年 次 平成２２年 令和７年 令和１７年 

都市計画区域内人口 

１人当り目標水準 
約 17.7 ㎡/人 約 19.5 ㎡/人 約 20.5 ㎡/人 

 

 

② 主要な緑地の配置の方針 

本区域においては、現況の豊かな緑と水の保全を図り、あわせて文化性、歴史性を織

り込んだうるおいのある街づくりを進めるため、以下の配置方針により緑とオープンス

ペースの整備、保全を行うものとする。 

 

ａ環境保全系統 

県立印旛手賀自然公園に指定されている印旛沼周辺とこれと連続する利根川・根木名

川一帯等の水と緑の空間は、野生小動物の生息地、また、貴重な植物の自生地として自

然生態系に資する緑地として周辺樹林地等を含め積極的に保全する。 

史跡、文化遺産と一体となる緑地である県立房総のむら、成田山新勝寺、宗吾霊堂及

び岩屋古墳周辺一帯は、自然環境が豊かな地区であり、房総の歴史と生活を次世代に継

承する文化遺産としての保全と活用を図る。 

北総丘陵から連たんする市街地内及び市街地周辺の斜面樹林地は、身近な自然に触れ

る空間であり、生活環境の向上に資する緑地として活用を図る。 

既存の豊住工業団地、野毛平工業団地等については、工場内及び工業団地内の緑化の

他、団地周辺部には緩衝緑地帯の整備を図る。 

 

ｂレクリエーション系統 

小学校区、幹線街路、河川等を考慮して設定された 28 の住区について、各住区に、

近隣公園及び街区公園を適正に配置するとともに、子供の遊び場や青少年または高齢者

等が日常的に利用できる運動、休養等のための都市公園及び緑地の整備を図る。 

住民の休養、休息、運動、教養、自然・文化とのふれあい等を通じて住民の健康の維

持増進、文化活動の涵養等に資するため、既存の総合公園 2 ヵ所及び運動公園 2 ヵ所の

整備充実を図る。 

県立印旛手賀自然公園、県立房総のむら等印旛沼及び印旛沼周辺地域は風致にすぐれ、

特に龍角寺、大竹地区の県立房総のむらは、住民の良き憩いの場ともなっているため、
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岩屋古墳周辺の歴史的環境を生かした歴史公園の整備とともに、今後ともこれらの拠点

を有機的に連結する首都圏自然歩道、印旛沼自然歩道等の整備を図る。また、親水空間

としての水辺利用と軽運動ゾーン、散策等多目的に利用される池沼及び河川の水辺は堤

防をとり込んだレクリエーションエリアとして整備を図る。 

レクリエーションの利用効果を高めるとともに、日常の通勤、通学、買物等に安全に

利用される緑道等の整備を図る。 

 

ｃ 防災系統 

水害及び土砂災害の防止を図るため、斜面緑地の保全に努める。河川、鉄道、幹線道

路沿道には、必要に応じて都市火災に対し、防火的機能を持つ防災遮断緑地を設けると

ともに、街路樹の充実を図る。また、避難場所として都市公園、教育施設等の保全・整

備を図るとともに、適切な避難路機能を持つ緑道等の整備を図る。 

 

ｄ 景観構成系統 

本区域内にある豊かな斜面緑地については、郷土のシンボルとして位置づけ、その保

全を図る。 

本区域を特徴づける利根川、根木名川、長門川、印旛沼等は親水空間として位置づけ、

護岸、高水敷等の修景上の配慮を行う。また、これらの周辺に広がる田園環境の保全を

図る。 

市街地においては街路樹の植栽、公共建築物のデザイン、広告物の美化等都市景観に

留意し、さらに都市の修景に資する緑地の整備を図る。 

また、景観計画の区域にあっては、景観計画に基づき、良好な景観形成のため、多様

な緑の保全・育成・創出を図る。 

 

ｅ その他 

本区域では、利根川、印旛沼、根木名川、荒海川、取香川、小橋川等の河川を中心と

する沖積低湿地における水田地、市街地を適度に遮断し又はこれを囲む市街地周辺緑地、

市街地からの景観を構成する斜面緑地、県立房総のむら、成田山新勝寺・宗吾霊堂等の

歴史的・文化的資源と一帯となった樹林地などが緑地環境の核を形成している。このた

めこれらの緑地景観を生かすとともに、市街地と利根川・印旛沼・成田空港等の拠点を

結ぶネットワーク形成を基本とした都市緑地の整備、保全を図る。また、県立印旛手賀

自然公園を中心として、都市基幹公園、住区基幹公園を結ぶ緑道網等の整備を図る。 

 

③実現のための具体の都市計画制度の方針 

ａ 公園緑地等の施設緑地 

ア．街区公園は、住区単位、誘致距離等を考慮して配置する。 

イ．近隣公園は、1 住区に 1ヵ所を目標として配置する。 

ウ．地区公園は、4 住区に 1ヵ所を目標として配置する。 

エ．総合公園は、良好な自然環境やレクリエーション拠点等を考慮して配置する。 

オ．運動公園は、日常的かつ週末等の運動拠点として、また防災避難地としての機能も

考慮し分散的に配置する。 

カ．広域公園等は、利根川、印旛沼等の水系及び台地と低地の間の斜面緑地が重要な緑

の骨格を形成している地域特性を生かし、地域と空港の共生を図るとともに、空港周

辺の緑地の保全や整備を展開するため配置する。 

岩屋古墳周辺の歴史的環境を生かした歴史公園の整備とともに、今後ともこれらの拠点

を有機的に連結する首都圏自然歩道、印旛沼自然歩道等の整備を図る。また、親水空間

としての水辺利用と軽運動ゾーン、散策等多目的に利用される池沼及び河川の水辺は堤

防をとり込んだレクリエーションエリアとして整備を図る。 

レクリエーションの利用効果を高めるとともに、日常の通勤、通学、買物等に安全に

利用される緑道等の整備を図る。 

 

ｃ防災系統 

水害及び土砂災害の防止を図るため、斜面緑地の保全に努める。河川、鉄道、幹線道

路沿道には、必要に応じて都市火災に対し、防火的機能を持つ防災遮断緑地を設けると

ともに、街路樹の充実を図る。また、避難場所として都市公園、教育施設等の保全・整

備を図るとともに、適切な避難路機能を持つ緑道等の整備を図る。 

 

ｄ景観構成系統 

本区域内にある豊かな斜面緑地については、郷土のシンボルとして位置づけ、その保

全を図る。 

本区域を特徴づける利根川、根木名川、長門川、印旛沼等は親水空間として位置づけ、

護岸、高水敷等の修景上の配慮を行う。また、これらの周辺に広がる田園環境の保全を

図る。 

市街地においては街路樹の植栽、公共建築物のデザイン、広告物の美化等都市景観に

留意し、さらに都市の修景に資する緑地の整備を図る。 

また、景観計画の区域にあっては、景観計画に基づき、良好な景観形成のため、多様

な緑の保全・育成・創出を図る。 

 

ｅその他 

本区域では、利根川、印旛沼、根木名川、荒海川、取香川、小橋川等の河川を中心と

する沖積低湿地における水田地、市街地を適度に遮断し又はこれを囲む市街地周辺緑地、

市街地からの景観を構成する斜面緑地、県立房総のむら、成田山新勝寺・宗吾霊堂等の

歴史的・文化的資源と一帯となった樹林地などが緑地環境の核を形成している。このた

めこれらの緑地景観を生かすとともに、市街地と利根川・印旛沼・成田国際空港等の拠

点を結ぶネットワーク形成を基本とした都市緑地の整備、保全を図る。また、県立印旛

手賀自然公園を中心として、都市基幹公園、住区基幹公園を結ぶ緑道網等の整備を図る。 

 

③ 実現のための具体の都市計画制度の方針 

ａ公園緑地等の施設緑地 

ア．街区公園は、住区単位、誘致距離等を考慮して配置する。 

イ．近隣公園は、1 住区に 1ヵ所を目標として配置する。 

ウ．地区公園は、4 住区に 1ヵ所を目標として配置する。 

エ．総合公園は、良好な自然環境やレクリエーション拠点等を考慮して配置する。 

オ．運動公園は、日常的かつ週末等の運動拠点として、また防災避難地としての機能も

考慮し分散的に配置する。 

カ．広域公園等は、利根川、印旛沼等の水系及び台地と低地の間の斜面緑地が重要な緑

の骨格を形成している地域特性を生かし、地域と空港の共生を図るとともに、空港周

辺の緑地の保全や整備を展開するため配置する。 
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キ．特殊公園は、地域の歴史と文化の継承や自然との交流等のため配置する。 

ク．その他都市林、都市緑地、緑道及び広場等は、各公園等とのネットワーク形成を重

視して合理的に配置する。 

 

ｂ 地域制緑地 

既成市街地や市街化進行地域に指定された生産緑地地区は引き続き保全し、市民の森

や社寺林等の地域制緑地の保全・活用を図る。また、農用地、自然公園、河川区域等の

保全・整備を図る。 

 

④主要な緑地の確保目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する公園等は、次のとおりとする。 

種  別 名  称  等 

近隣公園 （仮称）不動ケ岡土地区画整理事業 1 号公園 

特殊公園 旧岩崎久彌末廣農場別邸公園 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の公園等を含むものとする。 

 

 

 

キ．特殊公園は、地域の歴史と文化の継承や自然との交流等のため配置する。 

ク．その他都市林、都市緑地、緑道及び広場等は、各公園等とのネットワーク形成を重

視して合理的に配置する。 

 

ｂ地域制緑地 

既成市街地や市街化進行地域に指定された生産緑地地区は引き続き保全し、市民の森

や社寺林等の地域制緑地の保全・活用を図る。また、農用地、自然公園、河川区域等の

保全・整備を図る。 

 

④ 主要な緑地の確保目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する公園等は、次のとおりとする。  

種  別 名  称  等 

近隣公園 （仮称）不動ヶ岡土地区画整理事業 1 号公園 

特殊公園 （仮称）旧岩崎家末廣別邸歴史公園 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の公園等を含むものとする。 
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【下総大栄都市計画区域】 

 

１ 都市計画の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本区域の基本理念 

本区域は、千葉県北部中央の北総台地に位置し、成田市の一部（旧下総町及び旧大栄

町）の区域により構成されており、西は成田都市計画区域（旧成田市域）、東は神崎町、

香取市、南は多古町、北は利根川を境に茨城県に接している。 

本区域は、利根川、大須賀川などの流域や山間の谷津に広がる水田地帯、台地上に広

がる畑地帯、谷津と台地を結ぶ斜面に広がる山林など、緑豊かな自然環境に恵まれ、首

都圏における農産物供給地としての機能を担ってきた。 

今後さらに、圏央道の整備や成田空港の更なる機能強化、成田市場の拡充に伴い、新

たな産業機能の形成が期待されている。 

 

 

下総都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更並びに大栄都市計画都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針 

１．都市計画の目標 

１）都市づくりの基本理念 

① 千葉県の基本理念 

本県では、人口減少や少子高齢化の進展、首都圏中央連絡自動車道（以下、「圏央道」

という。）等の広域道路ネットワークの波及効果、防災性の向上、低炭素社会の構築、

豊かな自然環境の保全等、都市を取り巻く社会経済情勢の変化や、それに伴う様々な課

題に対応した都市計画の取組が必要となっている。 

このような状況を踏まえ、本県の今後の都市づくりは、「人々が集まって住み、活力

あるコミュニティのある街」「圏央道等の広域道路ネットワークの波及効果により活性

化する街」「人々が安心して住み、災害に強い街」「豊かな自然を継承し、持続可能な街」

の４つの基本的な方向を目指して進めていく。 

 

「人々が集まって住み、活力あるコミュニティのある街」 

低未利用地や既存ストック等を活用しながら、公共公益施設等の生活に必要な施設を

駅周辺や地域拠点に集積させ、公共交通等によりアクセスしやすいコンパクトな集約型

都市構造とし、地域コミュニティが活性化したまちづくりを目指す。 

 

「圏央道等の広域道路ネットワークの波及効果により活性化する街」 

広域道路ネットワークの整備を進めるとともに、インターチェンジ周辺等にふさわし

い物流等の新たな産業集積を図り、雇用や定住の促進により、地域の活性化を目指す。 

 

 

「人々が安心して住み、災害に強い街」 

延焼火災を防ぎ緊急輸送路ともなる幹線道路、様々な災害に対応するための避難路や

公園等のオープンスペース等の整備・確保、河川や都市下水路等の治水対策、密集市街

地の解消等を進め、安全性、防災力を向上させた都市の形成を目指す。 

 

「豊かな自然を継承し、持続可能な街」 

身近な自然環境を保全・創出し、景観に配慮した良好な居住環境の形成や低炭素社会

に配慮した持続可能なまちづくりを目指す。 

 

② 本区域の基本理念 

本区域は、千葉県北部中央の北総台地に位置し、成田市の一部（旧下総町及び旧大栄

町）の区域により構成されており、西は成田都市計画区域（旧成田市域）、東は神崎町、

香取市、南は多古町、北は利根川を境に茨城県に接している。 

本区域は、利根川、大須賀川などの流域や山間の谷津に広がる水田地帯、台地上に広

がる畑地帯、谷津と台地を結ぶ斜面に広がる山林など、緑豊かな自然環境に恵まれ、首

都圏における農産物供給地としての機能を担ってきた。 

今後さらに、圏央道の整備や成田空港の更なる機能強化、成田市公設地方卸売市場（天

神峰市場）（以下、「新生成田市場」という）の整備に伴い、新たな産業機能の形成が期

待されている。 
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これらを踏まえて、目標とする都市像のテーマである「住んでよし 働いてよし 訪

れてよしの生涯を完結できる空の港まち なりた」の実現を図るため、次のとおり都市

づくりの目標を定める。 

 

ａ．国際的な経済・産業活動の拠点として 

本区域は、首都圏整備計画の計画区域に隣接しており、今後の成田空港の更なる機能

強化を好機と捉え、「成田空港周辺の地域づくりに関する『実施プラン』」に基づく施策

を実現するため、成田空港「エアポートシティ」構想が策定された。 

また、圏央道及び北千葉道路の整備促進により、空港を中心とする圏域における広域

道路ネットワークが拡充し、広域圏での連携強化や物流の効率化等に大きな貢献が期待

される。 

国際的な経済・産業活動の拠点を形成するため、東京圏の一部として国家戦略特区に

位置づけられており、成田空港の更なる機能強化とともに、圏央道等の広域道路ネット

ワークを生かした物流施設等の産業機能の形成や、空港関連産業の誘導等により地域経

済を牽引し、雇用の受け皿となる産業の振興を進める。 

本区域の整備・開発及び保全にあたっては、これらの上位計画・関連計画等を十分勘

案し整合を図りつつ、魅力あるまちづくりを進める。 

 

ｂ．生涯住みやすいまちを目指して 

地域の生活環境を維持するため、生活利便施設の集約を図り、生涯住みやすく、まと

まりのあるまちづくりを進める。 

 

ｃ．地域の活性化に資する土地利用を目指して 

圏央道の整備等を生かした物流施設等の産業機能の形成や、空港関連産業の誘導等、

地域の雇用促進や活性化に資する産業系の土地利用を進める。 

 

ｄ．災害に強いまちを目指して 

大規模な災害に備え、「減災」の視点に立ち、災害に強い社会資本の整備を進め、建

築物の不燃化・耐震化を図る。 

また、指定避難所の機能強化やオープンスペースの確保に努めるとともに、緊急輸送

道路の指定とネットワーク化を進める。 

 

ｅ．自然と共生し歴史や文化を継承するまちを目指して 

豊かな自然環境及び生物多様性を将来にわたって継承するため、限られた資源やエネ

ルギーを有効活用する。 

また、住民との協働により、自然環境及び生物多様性や地域の歴史・文化を景観資源

として保全と活用を図り、魅力あるまちづくりを進める。 

 

（２）地域毎の市街地像 

①滑河駅や成田市下総支所周辺の一般県道成田滑河線及び主要地方道成田下総線の沿道

地区、並びに成田市大栄支所（以下「大栄支所」という。周辺の国道 51 号沿道地区

については、本区域の中心市街地として位置づけ、市の中心部や周辺地域へのアクセ

ス機能の向上や地域の維持に資する都市機能の形成により、機能的・効率的な土地利

用と良好な居住環境の形成を図る。 

これらを踏まえて、目標とする都市像のテーマである「住んでよし 働いてよし 訪

れてよしの生涯を完結できる空の港まち なりた」の実現を図るため、本区域の都市づ

くりの目標を次のとおり定める。 

 

a.国際的な経済・産業活動の拠点として 

本区域は、首都圏基本計画の計画区域に隣接しており、国際的な経済・産業活動の拠

点を形成するために、東京圏の一部として国家戦略特区に位置付けられている。また、

今後の成田空港の更なる機能強化に伴い、「成田空港周辺の地域づくりに関する『実施

プラン』」に基づく施策の実現が期待されている。このため、本区域の整備・開発及び

保全にあたっては、これらの計画等を十分勘案し、魅力あるまちづくりを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.生涯住みやすいまちを目指して 

地域の生活環境を維持するため、生活利便施設の集約を図り、生涯住みやすく、まと

まりのあるまちづくりを進める。 

 

c.地域の活性化に資する土地利用を目指して 

圏央道の整備等を生かした物流施設等の産業機能の形成や、空港関連産業の誘導等、

地域の雇用促進や活性化に資する産業系の土地利用を進める。 

 

d.災害に強いまちを目指して 

大規模な災害に備え、「減災」の視点に立ち、災害に強い社会資本の整備を進め、建

築物の不燃化・耐震化を図る。 

また、指定避難所の機能強化やオープンスペースの確保に努めるとともに、緊急輸送

道路の指定とネットワーク化を進める。 

 

e.自然と共生し歴史や文化を継承するまちを目指して 

豊かな自然環境及び生物多様性を将来にわたって継承するため、限られた資源やエネ

ルギーを有効活用する。 

また、住民との協働により、自然環境及び生物多様性や地域の歴史・文化を景観資源

として保全と活用を図り、魅力あるまちづくりを進める。 

 

２）地域毎の市街地像 

①滑河駅や成田市下総支所（以下、「下総支所」という。）周辺の県道成田滑河線及び主

要地方道成田下総線の沿道地区、並びに成田市大栄支所（以下、「大栄支所」という。）

周辺の国道 51 号沿道地区については、本区域の中心市街地として位置づけ、市の中

心部や周辺地域へのアクセス機能の向上や地域の維持に資する都市機能の形成により、

機能的・効率的な土地利用と良好な住環境の形成を図る。 
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航空機騒音障害防止特別地区及び航空機騒音障害防止地区に指定している地域の一

部については、居住環境の保全を図るとともに用途地域等の見直しを図る。 

 

②桜田地区などの国道 51 号沿道市街地については、商業施設や生活利便施設などを誘

導するとともに、良好な居住環境の形成を図る。 

 

③成田新産業パーク（大栄物流団地）や大栄工業団地の工業・業務団地、東関東道水戸

線や圏央道のインターチェンジ周辺及びインターチェンジと接続する国道 51 号や主

要地方道成田小見川鹿島港線等の幹線道路の沿道については、物流施設や工場等の産

業拠点として位置づける。 

また、既存の工業・業務団地については、引き続き、生産環境・機能等の維持・強

化を図るとともに、インターチェンジ周辺及び幹線道路沿道については、地区計画等

を活用し、地域の自然環境や居住環境と調和した土地利用を誘導する。 

 

 

④既存の市街地については、良好な住宅ストックを確保し、魅力ある市街地の形成を図

る。また、市街地の周辺においては、特定用途制限地域等を活用し、農地や自然環境

と調和した集落環境や、良好な景観の保全に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 主要な都市計画の決定の方針 

（１）都市づくりの基本方針 

①人口減少に対応したコンパクトで効率的な都市構造への転換に関する方針 

少子高齢化や人口減少に対応するため、既に都市機能や公共施設等が立地している幹

線道路沿道や滑河駅の徒歩圏域等の、拠点となる地域での住宅市街地の形成を図る。 

また、公共施設のバリアフリー化の推進や、既存ストックの有効活用を図り、コミュ

ニティバスやデマンド交通などの活用により、集落地域と拠点間を結ぶ公共交通ネット

ワークの最適化による運行の効率化を進め、持続可能な都市構造の形成を図る。 

都市機能の集約やインフラの広域化・共同化による効率的な都市づくりを目指すとと

もに、地域が主体となったエリアマネジメントによる公共空間の利活用や民間のノウハ

ウの活用に努める。 

 

航空機騒音障害防止特別地区及び航空機騒音障害防止地区に指定している地域の一

部については、住環境の保全を図るとともに用途地域等の見直しを図る。 

 

②桜田地区などの国道 51 号沿道市街地については、商業施設や生活利便施設などを誘

導するとともに、良好な住環境の形成を図る。 

 

③成田新産業パーク（大栄物流団地）や大栄工業団地などの工業・業務団地、東関東自

動車道（以下、「東関東道」という）や圏央道のインターチェンジ周辺及びインター

チェンジと接続する国道51号や主要地方道成田小見川鹿島港線等の幹線道路の沿道、

新生成田市場の周辺地域については、物流施設や工場等の産業拠点として位置づける。 

また、既存の工業・業務団地については、引き続き、生産環境・機能等の維持・強

化を図るとともに、インターチェンジ周辺については、地区計画等を活用し、地域の

自然環境と調和した土地利用を誘導する。 

 

 

④既存の市街地については、良好な住宅ストックを確保し、魅力ある市街地の形成を図

る。また、市街地の周辺においては、特定用途制限地域等を活用し、農地や自然環境

と調和した集落環境や、良好な景観の保全に努める。 

 

２．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

１）区域区分の決定の有無 

本都市計画区域に区域区分を定めない。 

なお、区域区分を定めないとした根拠は以下のとおりである。 

本区域は首都圏整備法による近郊整備地帯外に位置し、近年､人口は減少傾向に転じ

ており、今後もその減少傾向が継続するものと予測され、本区域における急激かつ無秩

序な市街化の進行は見込まれないと判断されるが、今後、成田空港の更なる機能強化に

よる人口増加が期待されている。 

なお、成田空港の更なる機能強化や圏央道の整備進展に伴い、土地利用の活性化が予

想されることから、地区計画の活用や特定用途制限地域の指定等により、優れた自然環

境や良好な居住環境を保全しつつ、合理的な土地利用を適正に誘導する。 

以上のことから、本区域においては区域区分を定めないものとする。 

 

３．主要な都市計画の決定の方針 

１）都市づくりの基本方針 

① 集約型都市構造に関する方針 

少子高齢化や人口減少に対応するため、既に都市機能や公共施設等が立地している幹

線道路沿道や滑河駅の徒歩圏域等の、拠点となる地域での住宅市街地の形成を図る。 

また、公共施設のバリアフリー化の推進や、既存ストックの有効活用を図り、コミュ

ニティバスやデマンド交通などの活用により、集落地域と拠点間を結ぶ公共交通ネット

ワークの機能強化を進め、持続可能な都市構造の形成を図る。 
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②社会インフラ等を活用した多様な産業の受け皿の創出による地域振興に関する方針 

東関東道水戸線や圏央道のインターチェンジ周辺及びインターチェンジと接続する国

道 51 号や主要地方道成田小見川鹿島港線等の幹線道路の沿道では、地区計画等の活用

により、豊かな自然環境との調和を図りながら、成田空港との近接性や広域道路ネット

ワークを生かした物流・産業機能の計画的な誘導を進める。 

また、成田新産業パーク（大栄物流団地）や大栄工業団地などの工業・業務団地につ

いては、引き続き、生産環境・機能等の維持・強化を図る。 

 

③激甚化・頻発化する自然災害への対応に関する方針 

災害時に拠点となる公共施設の耐震機能強化を進めるとともに、広域的な連携が図ら

れるよう道路ネットワークを整備する。 

また、道路や公共的な空間においてオープンスペースを確保しつつ、建築物の不燃化・

耐震化を促進することで、災害時における市街地の安全性の向上に努める。 

市街地においては、都市型水害の発生を抑制するため、保水性や浸透性のある自然的

な土地利用の保全を図るとともに、雨水排水施設の整備に努める。 

土砂災害警戒区域等に指定された区域では、警戒避難体制の構築や、危険箇所への開

発許可の厳格化及び新たな建築物の立地等の抑制に努める。 

また、住民の安全を確保するため、円滑な警戒避難に資する情報の周知徹底を図る。 

 

④自然的環境の保全と質の高い生活環境の整備に関する方針 

コンパクトな構造に転換することにより、エネルギーの効率的な利用を促進し、環境

負荷の少ないまちづくりと活発な都市活動を調和させることによって、持続可能な都市

の実現を図る。 

施設の整備にあたっては、省エネルギー型の設備や再生可能エネルギー等の導入、施

設内緑化の促進などを図り、環境に配慮した都市施設の整備・誘導を目指す。 

鉄道・バス等の公共交通機関の利用を促進し、過度な自動車利用への依存を抑制する

ため、公共交通サービス水準や利便性の向上を図る。 

ＣＯ２の吸収源となる樹林地などの自然環境の保全・維持管理に努めるとともに、公

園や緑地の確保に努める。 

高齢者や障がい者が安心して暮らせる環境整備・子育て世代を支援する環境整備を図

る。 

開発需要に対する適切な土地利用の誘導や地区計画等の活用により、無秩序な開発の

抑制や周辺環境との調和を図り、農地や里山等の良好な自然環境の保全に努める。 

 

（２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

①主要用途の配置の方針 

ａ 商業地 

滑河駅南口周辺は、近隣商業地として駅周辺の利便性を生かした魅力ある商業地の形

成を図る。 

 

 

ｂ 工業地 

大栄工業団地地区は、周辺環境との調和に配慮しつつ、良好な生産環境の維持・形成

を図る工業地として配置する。 

② 広域幹線道路の整備に対応した業務機能等の誘導に関する方針 

圏央道や東関東道のインターチェンジ周辺では、地区計画等の活用により、豊かな自

然環境との調和を図りながら、成田国際空港との近接性を生かした物流・産業機能の計

画的な誘導を進める。 

 

 

 

 

③ 都市の防災及び減災に関する方針 

災害時に拠点となる公共施設の耐震機能強化を進めるとともに、広域的な連携が図ら

れるよう道路ネットワークを整備する。 

また、道路や公共的な空間においてオープンスペースを確保しつつ、建築物の不燃化・

耐震化を促進することで、災害時における市街地の安全性の向上に努める。 

市街地においては、都市型水害の発生を抑制するため、保水性や浸透性のある自然的

な土地利用の保全を図るとともに、雨水排水施設の整備に努める。 

土砂災害警戒区域等に指定された区域では、警戒避難体制の構築や、危険箇所への開

発許可の厳格化及び新たな建築物の立地等の抑制に努める。 

また、住民の安全を確保するため、円滑な警戒避難に資する情報の周知徹底を図る。 

 

④ 低炭素型都市づくりに関する方針 

集約型都市構造に転換することにより、エネルギーの効率的な利用を促進し、環境負

荷の少ないまちづくりと活発な都市活動を調和させることによって、持続可能な都市の

実現を図る。 

施設の整備にあたっては、省エネルギー型の設備や再生可能エネルギー等の導入、施

設内緑化の促進などを図り、環境に配慮した都市施設の整備・誘導を目指す。 

鉄道・バス等の公共交通機関の利用を促進し、過度な自動車利用への依存を抑制する

ため、公共交通サービス水準や利便性の向上を図る。 

ＣＯ２の吸収源となる樹林地などの自然環境の保全・維持管理に努めるとともに、公

園や緑地の確保に努める。 

 

 

 

 

 

２）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要用途の配置の方針 

ａ．商業地 

滑河駅南口周辺は、近隣商業地として駅周辺の利便性を生かした魅力ある商業地の形

成を図る。 

 

 

ｂ．工業地 

大栄工業団地地区は、工業地として生産環境の拡充を図る。 
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ｃ 流通業務地 

成田新産業パークは、流通業務地として先端技術産業、物流・加工産業など、流通業

務環境の拡充を図る。 

また、成田空港の更なる機能強化により、空港周辺地域や東関東道水戸線及び圏央道

インターチェンジ周辺においては、地域の高いポテンシャルを生かし、周辺環境に配慮

し計画的な産業機能の誘導を図る。 

 

ｄ 住宅地 

ア．一般県道成田滑河線及び主要地方道成田下総線の沿道地区 

既に戸建てが立地している地区について、引き続き生活基盤の充実を図りながら良好

な居住環境の維持に努める。 

航空機騒音障害防止特別地区に指定している地域の一部については、用途地域等の見

直しを図る。 

 

イ．リバティヒル地区及び吉岡第 3 地区 

戸建て住宅を主体とした良好な居住環境を有する住宅地として配置する。 

 

ウ．大栄支所周辺地区 

大栄支所周辺地区は、大栄公民館等の公共公益施設や義務教育学校である大栄みらい

学園が位置する地域の中心拠点であり、生活利便性の向上に資する機能の維持・集積を

図り、田園景観と調和した良好な住宅地として配置する。 

 

エ．国道 51 号沿道地区 

吉岡地区や桜田地区などの国道 51 号沿道については、用途地域の指定に基づき、沿

道サービス型の商業・業務・サービス施設が充実する住宅地として配置する。 

 

②土地利用の方針 

ア．用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

用途地域は、将来の都市構造を踏まえ、土地利用の変化や都市計画道路の整備状況な

どを考慮し、適切な見直しに努める。 

 

イ．居住環境の改善又は維持に関する方針 

市街地内の住宅地については、都市基盤施設の整備を推進するとともに、未利用地の

計画的宅地化の誘導、地区計画等により、良好な居住環境の整備を図る。 

 

ウ．都市の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

市街地内や集落地の良好な樹林地は身近な自然環境と潤いのある生活環境の形成のた

め貴重な緑地であり､保全を図る。 

また、成田市景観計画の適切な運用により、本区域の貴重な景観資源の保全・育成・

創出を図る。 

 

エ．優良な農地との健全な調和に関する方針 

利根川沿いの平坦地に広がる基盤整備された農地や一級河川大須賀川など主要河川流

 

ｃ．流通業務地 

成田新産業パークは、流通業務地として先端技術産業、物流・加工産業など、流通業

務環境の拡充を図る。さらには、圏央道のインターチェンジ近接地に開場する新生成田

市場周辺の新田地区に流通業務地を配置し、整備を図る。 

圏央道下総インターチェンジの周辺地域においては、周辺環境に配慮し計画的な産業

機能の誘導を進める。 

 

ｄ．住宅地 

ア．県道成田滑河線及び主要地方道成田下総線の沿道地区 

既に戸建てが立地している地区について、引き続き生活基盤の充実を図りながら良好

な居住環境の維持に努める。 

航空機騒音障害防止特別地区に指定している地域の一部については、用途地域等の見

直しを図る。 

 

イ．リバティヒル地区及び吉岡第３地区 

戸建て住宅を主体とした良好な住環境を有する住宅地として配置する。 

 

ウ．大栄支所周辺地区 

大栄支所や大栄公民館等の公共公益施設が集積している地区は、生活利便性が高く田

園景観と調和した、環境にやさしい住宅地の形成を図る。 

 

 

エ．国道 51 号沿道地区 

吉岡地区や桜田地区などの国道 51 号沿道については、用途地域の指定に基づき居住

環境と併せて、沿道サービス型の商業・業務・サービス施設が集積する土地利用を図る。 

 

② 特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

ア．用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

用途地域は、将来の都市構造を踏まえ、土地利用の変化や都市計画道路の整備状況な

どを考慮し、適切な見直しに努める。 

 

イ．居住環境の改善又は維持に関する方針 

市街地内の住宅地については、都市基盤施設の整備を推進するとともに、未利用地の

計画的宅地化の誘導、地区計画等により、良好な居住環境の整備を図る。 

 

ウ．都市の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

市街地内や集落地の良好な樹林地は身近な自然環境と潤いのある生活環境の形成のた

め貴重な緑地であり､保全を図る。 

また、成田市景観計画の適切な運用により、本区域の貴重な景観資源の保全・育成・

創出を図る。 

 

エ．優良な農地との健全な調和に関する方針 

利根川沿いの平坦地に広がる基盤整備された農地や一級河川大須賀川など主要河川流
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域及び尾羽根川流域に広がる水田や、台地上に広がる生産性の高い一団の農地は、本区

域にとって貴重な優良農地であり、今後とも農用地として保全を図りつつ、他方で、成

田市場周辺地域では、優良な農地から生産された農産物を新鮮なまま出荷できる利便性

に加え、圏央道インターチェンジや成田空港に近接する地域特性から、加工・配送など

の農業施設を活用し、農業の 6 次産業化を含めた、更なる地域農業の発展に向け、合理

的な土地利用を誘導し、優良な農地との健全な調和を図る。 

 

オ．災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

大須賀川、根木名川、浄向川、下田川、天昌寺川及び尾羽根川沿いにおいては、溢水

や湛水等による災害の発生の恐れがあるので、災害の防止のため沿川一帯の集団農地を

保全すべき地区として市街化の抑制に努める。 

なお、土砂災害の恐れがある区域については、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の

指定により、開発行為等の制限を図り、安全性を確保する。 

 

カ．自然的環境の形成の観点から必要な保全に関する方針 

良好な自然環境を形成している台地部や河川沿いの、連続性のある樹林地・斜面緑地

は､都市的土地利用と調整しながら､適正な保全を図る。 

また、利根川等の河川緑地は水辺生物の生息や都市環境に潤いを与える優れた自然環

境であり、保全・活用に努める。 

 

キ．成田空港周辺地域の土地利用に関する方針 

成田空港周辺地域においては、「航空機騒音対策基本方針」に基づき航空機騒音障害

防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を定め、騒音障害の防止に配意した適正かつ

合理的な土地利用に努めるとともに、成田空港の更なる機能強化や、圏央道等の広域道

路ネットワークの整備に伴う開発需要を適切に受け止め、計画的な産業機能の形成を図

るなど、健全で調和のとれた地域振興を進める。 

 

ク．秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

インターチェンジ周辺や既存集落と緑地、農地等の自然環境が混在する地域について

は、地区計画の活用や特定用途制限地域の指定などにより、自然環境や住宅環境との調

和を図りつつ、地域振興に資する産業機能を誘導する。 

また、学校跡地等の公共施設の既存ストックについては、行政や地域需要、民間事業

者の活用等を踏まえた土地利用を図る。 

 

（３）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

①交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア．交通体系の整備の方針 

本区域には、ＪＲ成田線の鉄道網や、東関東道水戸線、国道 51 号、国道 356 号、主

要地方道横芝下総線、主要地方道成田下総線、主要地方道成田小見川鹿島港線等の道路

が整備されている。 

今後は、広域道路ネットワークとして圏央道の整備を促進し、より一層の地域の活性

化に対処するため、本区域の交通体系の整備の基本方針を次のとおり定める。 

 

域及び尾羽根川流域に広がる水田や、台地上に広がる生産性の高い一団の農地は、本区

域にとって貴重な優良農地であり、今後とも農用地として保全を図りつつ、他方で、新

生成田市場周辺地域では、優良な農地から生産された農産物を新鮮なまま出荷できる利

便性に加え、圏央道インターチェンジや成田国際空港に近接する地域特性から、加工・

配送などの農業施設を活用し、農業の 6 次産業化を含めた、更なる地域農業の発展に向

け、合理的な土地利用を誘導し、優良な農地との健全な調和を図る。 

 

オ．災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

大須賀川、根木名川、浄向川、下田川、天昌寺川及び尾羽根川沿いにおいては、溢水

や湛水等による災害の発生の恐れがあるので、災害の防止のため沿川一帯の集団農地を

保全すべき地区として市街化の抑制に努める。 

なお、土砂災害の恐れがある区域については、土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の

指定により、開発行為等の制限を図り、安全性を確保する。 

 

カ．自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

良好な自然環境を形成している台地部や河川沿いの、連続性のある樹林地・斜面緑地

は､都市的土地利用と調整しながら､適正な保全を図る。 

また、利根川等の河川緑地は水辺生物の生息や都市環境に潤いを与える優れた自然環

境であり、保全・活用に努める。 

 

キ．成田国際空港周辺地域の土地利用に関する方針 

成田国際空港周辺地域においては、「航空機騒音対策基本方針」に基づき航空機騒音

障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を定め、騒音障害の防止に配意した適正

かつ合理的な土地利用に努めるとともに、成田空港の更なる機能強化や、圏央道等の広

域道路ネットワークの整備に伴う開発需要を適切に受け止め、計画的な産業機能の形成

を図るなど、健全で調和のとれた地域振興を進める。 

 

ク．秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

インターチェンジ周辺や既存集落と緑地、農地等の自然環境が混在する地域について

は、地区計画の活用や特定用途制限地域の指定などにより、自然環境や住宅環境との調

和を図りつつ、地域振興に資する産業機能を誘導する。 

また、学校跡地等の公共施設の既存ストックについては、行政や地域需要、民間事業

者の活用等を踏まえた土地利用を図る。 

 

３)都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設の都市計画の決定の方針 

ａ．基本方針 

ア．交通体系の整備の方針 

本区域には、東日本旅客鉄道成田線の鉄道網や、東関東道水戸線、国道 51 号、国道

356 号、主要地方道横芝下総線、主要地方道成田下総線、主要地方道成田小見川鹿島港

線等の道路が整備されている。 

今後は、広域道路ネットワークとして圏央道の整備を促進し、より一層の地域の活性

化に対処するため、本区域の交通体系の整備の基本方針を次のとおり定める。 
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(1)空港の機能強化とインターチェンジの整備を踏まえた広域交通ネットワークの形成 

本区域では、圏央道の整備が進められており、首都圏を含む広域的な交流・連携が期

待されている。 

また、成田空港の更なる機能強化に伴い、広域道路ネットワークの形成が求められて

おり、圏央道と接続する主要幹線道路等の強化を図る。 

 

(2)補助幹線道路の体系的整備 

既存道路網､主要幹線道路及び幹線道路を生かした体系的道路整備により、都市の一

体性を高め、交通環境の向上を図る。 

また、滑河駅は現在、交通結節点としての役割を担っており、ターミナル機能の充実

と利便性の向上を図るために、駅前広場の整備を検討する。 

 

 

 

 

 

（3）公共交通環境の維持・改善 

国道 51 号沿道において公共交通ネットワークの形成を図るため、交通結節点機能の

維持・確保を図る。 

また、ＪＲ成田線やバス交通の維持・輸送力増強及び道路整備と合わせたバスルート

の再構築等を図る。 

地域の拠点間において商業サービスや公共サービスなど、各種機能の相互補完を可能

とするため、持続可能な地域公共交通を構築し、地域コミュニティの維持や生活利便性

の維持・充実を図る。 

なお、長期未着手の都市計画道路については、社会情勢等の変化を踏まえ、その必要

性や既存道路による代替機能の可能性等を検証し、見直しを行う。 

 

イ．整備水準の目標 

都市計画道路については、現在、市街地面積に対し約 0.05ｋｍ／ｋｍ2（令和 2 年度

末現在）が整備済みであり、引き続き、交通体系の整備の方針に基づき、地域の実情に

応じて効率的に整備を進める。 

 

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア．道路 

【主要幹線道路】 

・都市計画道路 1・3・1 号首都圏中央連絡自動車道 1 号線及び都市計画道路 1・3・2 号

首都圏中央連絡自動車道 2 号線 

本区域の南北を貫通し、首都圏と成田空港を接続する広域道路ネットワークの基幹道

路として位置づけされ、新たな産業の誘致など、地域の活性化が期待されることから、

早期整備を促進する。 

 

・都市計画道路 3・5・4 号大栄国道 51 号線 

本区域の東西方向の主要な幹線道路として整備を促進する。 

 

(1)空港の機能強化とインターチェンジの整備を踏まえた広域交通ネットワークの形成 

本区域では、圏央道の整備が進められており、首都圏を含む広域的な交流・連携が期

待されている。 

また、成田空港の更なる機能強化に伴い、広域道路ネットワークの形成が求められて

おり、圏央道と接続する主要幹線道路等の強化を図る。 

 

(2)補助幹線道路の体系的整備 

既存道路網､主要幹線道路及び幹線道路を活かした体系的道路整備により、都市の一

体性を高め、交通環境の向上を図る。 

また、滑河駅は現在交通結節点としての役割を担っており、ターミナル機能の充実と

利便性の向上を図るために、駅前広場の整備を検討する。 

 

(3)歩きやすく､憩いの空間としての道づくり 

誰もが歩きやすい歩行空間の形成や、水や緑の拠点とのネットワーク化により､質の

高い道づくりを促進する。 

 

(4)公共交通環境の維持・改善 

国道 51 号沿道において公共交通ネットワークの形成を図るため、バスターミナル機

能の充実を図る。 

また、東日本旅客鉄道成田線やバス交通の維持・輸送力増強及び道路整備と合わせた

バスルートの再構築等を図る。 

 

 

 

なお、長期未着手の都市計画道路については、社会情勢等の変化を踏まえ、その必要

性や既存道路による代替機能の可能性等を検証し、見直しを行う。 

 

イ．整備水準の目標 

都市計画道路については、現在、市街地面積に対し約 0.06km／k ㎡（平成 27 年度末

現在）が整備済みであり、引き続き、交通体系の整備の方針に基づき、地域の実情に応

じて効率的に整備を進める。 

 

ｂ．主要な施設の配置の方針 

ア．道路 

【主要幹線道路】 

・都市計画道路１・３・１号首都圏中央連絡自動車道 1 号線及び都市計画道路１・３・

２号首都圏中央連絡自動車道 2 号線 

本区域の南北を貫通し、首都圏と成田国際空港を接続する広域道路ネットワークの基

幹道路として位置づけされ、新たな産業の誘致など、地域の活性化が期待されることか

ら、早期整備を促進する。 

 

・都市計画道路３・５・４号大栄国道 51 号線 

本区域の東西方向の主要な幹線道路として整備を促進する。 
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【幹線道路】 

・都市計画道路 3・5・1 号猿山西大須賀線 

滑河駅周辺地区と、成田市中心部や神崎町、香取市とを連絡する東西の幹線道路とし

て整備を図る。 

 

・都市計画道路 3・6・5 号津富浦成井線、都市計画道路 3・6・6 号稲荷山線 

周辺市街地の骨格を形成する道路として配置し、整備を促進する。 

 

【補助幹線道路】 

・都市計画道路 3・4・2 号滑河駅前線 

滑河駅と一般県道成田滑河線等を結び、駅の交通結節機能を高める道路として整備を

図る。なお、道路整備に合わせて滑河駅駅前広場の整備を検討する。 

 

ｃ 主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

主要な 

施設 
名称等 

道路 

・都市計画道路 1・3・1 号首都圏中央連絡自動車道 1 号線 

・都市計画道路 1・3・2 号首都圏中央連絡自動車道 2 号線 

・都市計画道路 3・5・4 号大栄国道 51 号線 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

②下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ａ 基本方針 

ア．下水道及び河川の整備の方針 

本区域では未浄化の生活排水の排出により、河川、農業用水路等の水質改善が大きな

課題となっており、公衆衛生の保持、安全で快適な生活環境の確保がより一層求められ

ている。 

今後の市街化の進展や土地利用動向に対応し、公共用水域の水質保全、生活環境の改

善を図り、健全で安全な都市環境等の確保に努める。 

また、降雨時の雨水流出を抑制するため、流出抑制につながる森林や農地の保全を図

る。 

 

【下水道】 

・市街地においては、地域の特性に応じて効率的・効果的な汚水処理施設や雨水排水施

設の整備を進める。 

・市街地外の集落地等においても、生活環境の改善・向上のため、必要に応じて適切な

汚水処理施設等の整備と維持を図る。 

 

【河川】 

本区域には 5 本の一級河川（利根川、根木名川、派川根木名川、尾羽根川、大須賀川）

と、4 本の準用河川（浄向川、大須賀川、天昌寺川、下田川）がある。このうち、一級

河川大須賀川の周辺地域において、集中豪雨の際に浸水被害が発生しており、被害を軽

【幹線道路】 

・都市計画道路３・５・１号猿山西大須賀線 

滑河駅周辺地区と、成田市中心部や神崎町、香取市とを連絡する東西の幹線道路とし

て整備を図る。 

 

・都市計画道路３・６・５号津富浦成井線、都市計画道路３・６・６号稲荷山線周辺市

街地の骨格を形成する道路として配置し、整備を促進する。 

 

【補助幹線道路】 

・都市計画道路３・４・２号滑河駅前線 

滑河駅と県道成田滑河線等を結び、駅の交通結節機能を高める道路として整備を図る。

なお、道路整備に合わせて滑河駅駅前広場の整備を検討する。 

 

ｃ．主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

主要な 

施設 
名称等 

道路 

・都市計画道路１・３・１号首都圏中央連絡自動車道１号線 

・都市計画道路１・３・２号首都圏中央連絡自動車道２号線 

・都市計画道路３・５・４号大栄国道５１号線 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

② 下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

ａ．基本方針 

ア．下水道及び河川の整備の方針 

本区域では未浄化の生活排水の排出により、河川、農業用水路等の水質改善が大きな

課題となっており、公衆衛生の保持、安全で快適な生活環境の確保がより一層求められ

ている。 

今後の市街化の進展や土地利用動向に対応し、公共用水域の水質保全、生活環境の改

善を図り、健全で安全な都市環境等の確保に努める。 

また、降雨時の雨水流出を抑制するため、流出抑制につながる森林や農地の保全を図

る。 

 

【下水道】 

市街地における下水道の整備については、地域の特性に応じて効率的・効果的な汚水

処理施設や雨水排水施設の整備を進める。 

 

 

 

【河川】 

本区域には５本の一級河川（利根川、根木名川、派川根木名川、尾羽根川、大須賀川）

と、４本の準用河川（浄向川、大須賀川、天昌寺川、下田川）がある。このうち、一級

河川大須賀川の周辺地域において、集中豪雨の際に浸水被害が発生しており、被害を軽
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減するため河川を改修する。 

各河川の整備方針は、河川計画との調整を図りながら整備を進めるとともに、生態系

の保護やレクリエーション機能の増進のため、豊かな水辺の創出を図る。 

 

イ．整備水準の目標 

【下水道】 

汚水処理施設については「千葉県全県域汚水適正処理構想」に基づき、施設の整備を

進める。 

 

【河川】 

本区域の河川の整備水準は、河川ごとに定められる計画規模に基づくものとする。 

  

ｂ 主要な施設の配置の方針 

ア．下水道 

汚水排水については、合併処理浄化槽の普及促進等を図る。 

雨水排水については、既存の排水路等の施設を有効に活用しつつ、排水施設の整備を

進める。 

 

イ．河川 

一級河川根木名川、一級河川大須賀川は既に河川改修事業を実施中であり、今後もこ

れを促進する。 

準用河川天昌寺川は、下流から津富浦地先までの区間について河川改修事業を推進す

る。また、天昌寺川の残る区間と準用河川大須賀川、下田川、浄向川の各々全区間につ

いては、現況河川の維持修繕を計画的に実施し、施設全体の長寿命化を図る。 

 

ｃ 主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

都市施設 名称等 

河川 

・一級河川根木名川 

・一級河川大須賀川 

・準用河川天昌寺川 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

（４）自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針 

①基本方針 

本区域は､利根川、大須賀川をはじめとする河川や区域全域に広がる山林や農地など

緑地資源に恵まれており、特に谷津田と斜面緑地により構成される自然環境は、豊かな

生態系を有し、景観上及び防災上も重要な機能を担っている。 

また、市街化の進展にあわせ、身近な憩いの場や地域資源を生かした水や緑に親しむ

場など､魅力ある都市環境の形成が求められている。 

このような状況を踏まえ､豊かな自然環境の保全と必要とされる緑地の確保を次のよ

うに進める。 

 

減するため河川を改修する。 

各河川の整備方針は、河川計画との調整を図りながら整備を進めるとともに、生態系

の保護やレクリエーション機能の増進のため、豊かな水辺の創出を図る。 

 

イ．整備水準の目標 

【下水道】 

汚水処理施設については「千葉県全県域汚水適正処理構想」に基づき、施設の整備を

進める。 

 

【河川】 

本区域の河川の整備水準は、河川ごとに定められる計画規模に基づくものとする。 

 

ｂ．主要な施設の配置の方針 

ア．下水道 

汚水排水については、合併処理浄化槽の普及促進等を図る。 

雨水排水については、既存の排水路等の施設を有効に活用しつつ、排水施設の整備を

進める。 

 

イ．河川 

一級河川根木名川、一級河川大須賀川は既に河川改修事業を実施中であり、今後もこ

れを促進する。 

準用河川天昌寺川は、下流から津富浦地先までの区間について河川改修事業を推進す

る。また、天昌寺川の残る区間と準用河川大須賀川、下田川、浄向川の各々全区間につ

いては、現況河川の維持修繕を計画的に実施し、施設全体の長寿命化を図る。 

 

ｃ．主要な施設の整備目標 

おおむね 10 年以内に整備を予定する施設等は、次のとおりとする。 

都市施設 名称等 

河川 

・一級河川根木名川 

・一級河川大須賀川 

・準用河川天昌寺川 

（注）おおむね 10 年以内に着手予定及び施行中の施設等を含むものとする。 

 

４）自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 基本方針 

本区域は､利根川、大須賀川をはじめとする河川や区域全域に広がる山林や農地など

緑地資源に恵まれており、特に谷津田と斜面緑地により構成される自然環境は、豊かな

生態系を有し、景観上及び防災上も重要な機能を担っている。 

また、市街化の進展にあわせ、身近な憩いの場や地域資源を活かした水や緑に親しむ

場など､魅力ある都市環境の形成が求められている。 

このような状況を踏まえ､豊かな自然環境の保全と必要とされる緑地の確保を次のよ

うに進める。 
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・レクリエーション拠点としての公園・緑地の保全を図る。 

・谷津田及びその周辺の斜面緑地や山林等の保全により、特徴ある良好な景観資源の保

全を図る。 

・地域の歴史資源としても親しまれている社寺周辺の森林を保全し、良好な景観資源と

して活用を図る。 

・緑の保全・育成、自然循環の確保による生態系の維持、環境負荷の低減を図る。 

・緑地等の確保目標水準 

身近な自然環境とふれあえる生活環境を実現するため、道路、河川、公園、緑地等の

公的空間において、樹木を始めとする緑の増加に努める。 

また、都市公園等は、適正配置に努め、おおむね 20 年後に住民一人当たりの都市公

園等面積を 20ｍ2以上とする。 

 

②主要な緑地の配置の方針 

ａ 環境保全系統 

ア．利根川等の河川緑地 

利根川をはじめとする河川については、生物生息空間として潤いのある水辺空間創出

のための保全・育成を図る。 

 

イ．天昌寺川、大須賀川、尾羽根川及び下田川周辺 

川沿いの平地林や斜面緑地は都市的土地利用との調整を図りながら適正に保全・育成

を図る。 

 

ウ．下総台地部 

台地部の森林や斜面緑地は都市的土地利用との調整を図りながら適正に保全する。 

 

エ．小御門神社の森・大慈恩寺の森 

小御門神社及び大慈恩寺の森は千葉県郷土環境保全地域として保全・活用を図る。 

 

オ．市街地・集落地内の緑地 

まとまりのある樹林地、良好な屋敷林､境内林等の緑地の保全を図る。 

 

ｂ レクリエーション系統 

ア．地域全体 

市街地内で、日常生活の中で身近に利用することができる都市公園を誘致距離、規模

を勘案し適正に配置する。 

下総利根宝船公園やグリーンウォーターパークは、地域の核となる特色ある公園とし

て位置づけ、整備、保全を図る。 

 

イ．下総運動公園 

下総運動公園は、引き続きスポーツ・文化施設拠点と位置づけするとともに、隣接す

る山林を含め散策や自然観察など、自然に親しむことができるよう公園機能の充実を図

る。 

 

 

・レクリエーション拠点としての公園・緑地の計画的・効率的整備を図る。 

・谷津田及びその周辺の斜面緑地や山林等の保全により、特徴ある良好な景観資源の保

全を図る。 

・地域の歴史資源としても親しまれている社寺周辺の森林を保全し、良好な景観資源と

して活用を図る。 

・緑の保全・育成、自然循環の確保による生態系の維持、環境負荷の低減を図る。 

・緑地等の確保目標水準 

身近な自然環境とふれあえる生活環境を実現するため、道路、河川、公園、緑地等の

公的空間において、樹木を始めとする緑の増加に努める。 

また、都市公園等は、歩いていける範囲に公園等の整備を推進するとともに、植樹の

増加に努め、おおむね 20 年後に住民一人当たりの都市公園等面積を 20 ㎡以上とする。 

 

② 主要な緑地の配置の方針 

ａ．環境保全系統 

ア．利根川等の河川緑地 

利根川をはじめとする河川については、生物生息空間として潤いのある水辺空間創出

のための保全・育成を図る。 

 

イ．天昌寺川、大須賀川、尾羽根川及び下田川周辺 

川沿いの平地林や斜面緑地は都市的土地利用との調整を図りながら適正に保全・育成

を図る。 

 

ウ．下総台地部 

台地部の森林や斜面緑地は都市的土地利用との調整を図りながら適正に保全する。 

 

エ．小御門神社の森・大慈恩寺の森 

小御門神社及び大慈恩寺の森は千葉県郷土環境保全地域として保全・活用を図る。 

 

オ．市街地・集落地内の緑地 

まとまりのある樹林地、良好な屋敷林､境内林等の緑地の保全を図る。 

 

ｂ．レクリエーション系統 

ア．地域全体 

市街地内で、日常生活の中で身近に利用することができる都市公園を誘致距離、規模

を勘案し適正に配置する。 

下総利根宝船公園やグリーンウォーターパークは、地域の核となる特色ある公園とし

て位置づけ、その機能の拡充を図る。 

 

イ．下総運動公園 

下総運動公園は、引き続きスポーツ・文化施設拠点と位置づけするとともに、隣接す

る山林を含め散策や自然観察など、自然に親しむことができるよう公園機能の充実を図

る。 
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ウ．利根川河川敷 

多目的広場の整備などレクリエーションや憩いの場としての保全を図る。 

 

ｃ 防災系統 

ア．地域全体 

水害・土砂災害防止のため、保水機能を有する森林等、土砂流出を抑える斜面緑地、

遊水機能を有する農地等の保全を図る。 

 

イ．市街地 

地震や火災時における安全を確保するため、公園・学校等の避難場所、防災拠点を市

街地内に体系的に確保するとともに、安全な避難路の整備によりネットワーク化を図る。 

 

ウ．工業地周辺 

成田新産業パークや大栄工業団地等の工業・業務団地及び市街地内の工業施設周辺に

おいては、既存集落や住宅地の環境保全に配慮し、緩衝のための既存樹林・緑地等の保

全、緑化に努める。 

 

ｄ 景観構成系統 

ア．地域全体 

景観計画に基づき、良好な景観形成のため、多様な緑の保全・育成・創出を図る。 

斜面緑地や谷津田の景観、親しみのある田園景観は､本区域の個性ある景観資源とし

て保全を図る。 

地域の拠点公園である下総利根宝船公園やグリーンウォーターパーク、小御門神社、

大慈恩寺周辺の緑地等について、交流機能を創出する緑の空間として位置づける。 

 

イ．利根川等 

利根川、大須賀川等をはじめとする河川については、潤いのある河川景観として､ま

た､水と緑のネットワークの軸として配置する。 

 

ｅ その他 

谷津田周辺の斜面林をはじめとした樹林地の保全とともに、自然学習、林業体験等の

環境を創出するため、住民自らの手による里山づくりを促進する。 

 

③実現のための具体の都市計画制度の方針 

ａ 公園緑地等の施設緑地 

市街地については、人口規模などを考慮し、身近な公園（街区公園）の保全を図る。 

 
 

ｂ 地域制緑地 

市街地や集落地域内の良好な屋敷林、社寺林については、都市緑地法に基づく緑地保

全地域指定や保存樹・保存樹林としての指定により保全を図る。 

また、斜面緑地等は、周辺と合わせた公園整備のほか、市民緑地の検討や、保安林及

び地域森林計画に位置づけられた民有林の保全を図る。 

ウ．利根川河川敷 

多目的広場の整備などレクリエーションや憩いの場としての整備を図る。 

 

ｃ．防災系統 

ア．地域全体 

水害・土砂災害防止のため、保水機能を有する森林等、土砂流出を抑える斜面緑地、

遊水機能を有する農地等の保全を図る。 

 

イ．市街地 

地震や火災時における安全を確保するため、公園・学校等の避難場所、防災拠点を市

街地内に体系的に確保するとともに、安全な避難路の整備によりネットワーク化を図る。 

 

ウ．工業地周辺 

成田新産業パークや大栄工業団地等の工業・業務団地及び市街地内の工業施設周辺に

おいては、既存集落や住宅地の環境保全に配慮し、緩衝のための既存樹林・緑地等の保

全、緑化に努める。 

 

ｄ．景観構成系統 

ア．地域全体 

景観計画に基づき、良好な景観形成のため、多様な緑の保全・育成・創出を図る。 

斜面緑地や谷津田の景観、親しみのある田園景観は､本区域の個性ある景観資源とし

て保全を図る。 

地域の拠点公園である下総利根宝船公園やグリーンウォーターパーク、小御門神社、

大慈恩寺周辺の緑地等について、交流機能を創出する緑の空間として位置づける。 

 

イ．利根川等 

利根川、大須賀川等をはじめとする河川については、潤いのある河川景観として､ま

た､水と緑のネットワークの軸として配置する。 

 

ｅ．その他 

谷津田周辺の斜面林をはじめとした樹林地の保全とともに、自然学習、林業体験等の

環境を創出するため、市民自らの手による里山づくりを促進する。 

 

③ 実現のための具体の都市計画制度の方針 

ａ．公園緑地等の施設緑地 

市街地については、人口規模などを考慮し、身近な公園（街区公園）の計画的整備を

図る。 
 

ｂ．地域制緑地 

市街地や集落地域内の良好な屋敷林、社寺林については、都市緑地法に基づく緑地保

全地域指定や保存樹・保存樹林としての指定により保全を図る。 

また、斜面緑地等は、周辺と合わせた公園整備のほか、市民緑地の検討や、保安林及

び地域森林計画に位置づけられた民有林の保全を図る。 
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下総大栄都市計画
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参考資料７

成田都市計画都市再開発の方針の変更について

令和７年１０月１７日 1

報告第６号 成田都市計画都市再開発の方針の変更について

都市再開発の方針について

（１）都市再開発の方針の位置付け
都市再開発の方針は、市街地再開発の長期的かつ総合的なマスタープランであり、都市再開発に関する個々の

事業について都市全体から見た効果を十分に発揮させること、民間建築活動を適正に誘導して民間投資の社会的
意義を増加させること等を狙いとしている。

従来は、「都市計画区域の整備、開発又は保全の方針」の中に位置付けられていたが、平成12年の都市計画法
の改正により、都市計画法第7条の2により独立した都市計画として定めることとなったものである。

（２）決定権者
県（千葉市については市決定）

（３）対象都市計画区域（22都市計画区域・26市町村（24市2町））
都市再開発の方針は、区域区分が定められている都市計画区域の市街化区域において定めることができる。

都市計画法第7条の2（都市再開発方針等）
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる方針（以下「都市再開発方針等」という。）を定めることができる。

一 都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）第二条の三第一項又は第二項の規定による都市再開発の方針
（中略）

２ 都市計画区域について定められる都市計画（区域外都市施設に関するものを含む。）は、都市再開発方針等に即したものでなければなら
ない。

都市再開発法第2条の3（都市市開発方針）
人口の集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域内の市街化区域（都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域をいう。

以下同じ。）においては、都市計画に、次の各号に掲げる事項を明らかにした都市再開発の方針を定めるよう努めるものとする。
（中略）

２ 前項の都市計画区域以外の都市計画区域内の市街化区域においては、都市計画に、該当市街化区域内にある計画的な再開発が必要な市街
地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らかにした都市
再開発の方針を定めることができる。

2



都市再開発の方針について

（４）都市再開発の方針の策定状況
都市再開発の方針は、千葉県では10都市計画区域において定められている。その概要は以下の通りである。

上記のうち、佐倉都市計画区域については、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」において定められている。
3

誘導地区

当初決定 最終決定 面積(ha) 地区数 面積(ha) 地区数 地区数

千葉県 計 4,695 48 737 27 30

千葉 千葉市 S60.10.30 R5.9.29 1,342 16 314 7 11

船橋 船橋市 S62.10.18 H28.3.4 813 6 52 4 5

松戸 松戸市 S60.6.28 H28.3.4 924 7 72 3 2

市川 市川市 H3.3.26 H28.3.4 1,036 10 60 3 4

柏 柏市 H6.10.25 H28.3.4 292 3 37 3 5

野田 野田市 H13.3.20 H28.3.4 71 3 12 3 1

成田 成田市 H13.3.30 H28.3.4 5 1 1 1 1

市原 市原市 H13.3.30 H28.3.4 198 1 180 1 1

習志野 習志野市 R3.2.5 R3.2.5 14 1 9 2

佐倉 佐倉市 H13.3.30 － 1 1

都市計画

区域名
市名

都市計画決定 1号市街地
再開発促進地区

(2号(2項)地区)

変更の理由

「成田都市計画 都市再開発の方針」は平成28
年3月に改訂され、方針に基づく再開発を進めて
きましたが、上位計画等の改訂など都市計画及
び都市再開発を取り巻く環境等は変化していま
す。

人工減少・少子高齢化に適応したコンパクト
でウォーカブルな都市づくり※、激甚化・頻発
化する風水害・土砂災害や大規模地震等に対す
る防災性をより向上させた安全な都市づくり、
スムーズな「人・モノ」の流れを生み出す魅力
あるまちづくりなどに向け、計画的な再開発が
必要な市街地における都市機能の更新が急務と
なっている。

このような背景を踏まえて、上位計画や関連
計画との整合を図りながらまちづくりを進める
必要があるため、「成田都市計画 都市再開発の
方針」の見直しを行うものです。

※『ウォーカブルな都市づくり』
⇒歩行者の快適性の向上、多様な活動が生まれる魅力的な

まちなかの形成 “歩きやすい 歩きたくなる”

4
令和７年１０月１７日



都市再開発の方針附図

5
令和７年１０月１７日

変更の内容（新旧対照表）

変更の理由旧新

現状への修正１ 都市再開発の目標

（２）成田都市計画区域における都市再開発の目標
本区域は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯において、首都

圏のほぼ50km圏に包括され、千葉県の北部、標高1～42メートル
の北総台地に位置している。
成田市は、北は利根川、西は印旛沼に接する面積214平方キロ
メートル、人口約13万人の都市である。
昭和41年に、新東京国際空港の設置が閣議決定され、昭和53年

5月の開港により、国際空港を擁する都市として、空港の建設に
伴うニュータウン・工業団地・交通網の整備等の関連事業の実施
により、急速に都市化が進展した。
現在、成田国際空港は早期完成を目指しており、本区域にあっ

ては、更に広域的交通体系の整備等を図るとともに、隣接する千
葉ニュータウン地域との連携による業務核都市構想の推進など、
北総地帯の中核的な役割を担うことが期待されている。
また、成田市は、成田山新勝寺を取り巻く既成市街地を形成し

た門前町としての発展を続けるとともに、日本を代表する国際空
港都市としての発展を目指し、市街地の質的な改善や充実、防災
性の向上等、都市の再整備にあたり、効率的・重点的な取り組み
を推進し、都市機能の更新を図るため、成田都市計画都市再開発
の方針を定める。

１ 都市再開発の目標

（２）成田都市計画区域における都市再開発の目標
成田市は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯において、首都

圏のほぼ50km圏に包括され、千葉県の北部、標高1～42メートル
の北総台地に位置し、北は利根川、西は印旛沼に接する面積214
平方キロメートル、人口約13万人の都市である。
昭和41年に、新東京国際空港（現成田国際空港）の設置が閣議

決定され、昭和53年5月の開港により、国際空港を擁する都市と
して、空港の建設に伴うニュータウン・工業団地・交通網の整備
等の関連事業の実施により、急速に都市化が進展した。
平成30 年3 月には、国、県、空港周辺9 市町、成田国際空港

株式会社の四者で構成する成田空港に関する四者協議会において、
成田空港の滑走路の増設・延伸などにより、年間発着枠を30 万
回から50 万回に拡大する「成田空港の更なる機能強化」を実施
することについて合意し、現在は「第二の開港」とも言うべき拡
張事業が進められている。
また、令和7 年6 月の四者協議会において、成田空港「エア

ポートシティ」構想が策定され、成田空港及び周辺地域が目指す
ビジョンが示された。その取り組みが進められている。
成田市は、成田山新勝寺を取り巻く既成市街地を形成した門前

町としての発展を続けるとともに、日本を代表する国際都市とし
ての発展を目指し、市街地の質的な改善や充実、防災性の向上等、
都市の再整備にあたり、効率的・重点的な取り組みを推進し、都
市機能の更新を図るため、成田都市計画都市再開発の方針を定め
る。 6



変更の内容（新旧対照表）

7

変更の理由旧新

「成田市都市
計画 都市計画
区域の整備、
開発及び保全
の方針」との
整合

現状への修正

２ 計画的な再開発が必要な市街地

（１）計画的な再開発が必要な市街地

１）土地の合理的な高度利用を図るべき地区
・都心機能の強化・充実を図るべき地区
成田山新勝寺の表玄関として形成された東日本旅客鉄道・京成

成田駅中央口地区は、成田広域生活圏の都心機能とともに国際空
港都市にふさわしい多様な商業・業務機能の集積及び居住地区と
して、にぎわいのある魅力的な都市空間の充実のため、市街地再
開発事業等を促進し、駅前としての土地の高度利用を図る。

２ 計画的な再開発が必要な市街地

（１）計画的な再開発が必要な市街地

１）土地の合理的な高度利用を図るべき地区
・都心機能の強化・充実を図るべき地区
成田山新勝寺の表玄関として形成されたＪＲ・京成成田駅参道

口地区は、成田広域生活圏の都心機能とともに国際都市にふさわ
しい多様な商業・業務機能の集積及び居住地区として、にぎわい
のある魅力的な都市空間の充実のため、市街地再開発事業を促進
し、駅前としての土地の高度利用を図る。

現状への修正（２）再開発を誘導すべき地区
１号市街地のうち、今後、再開発の機運の醸成を図るなどによ

り、再開発を誘導すべき地区（誘導地区）として、京成成田駅西
口駅前地区を表１及び都市再開発の方針附図のとおり位置付ける。
京成成田駅西口駅前地区は、本区域の中心拠点となる地区であ

り、交通結節点として、また成田山新勝寺などの観光地への玄関
口として、ゆとりある回遊空間の充実と魅力的な都市景観の創出
が求められている。このことから、商業・業務・文化機能の集積
と都心居住の促進、並びに交流機能の強化に向けて、再開発の機
運の醸成を図るなど、再開発を誘導する。

（２）再開発を誘導すべき地区
１号市街地のうち、今後、再開発の機運の醸成を図るなどによ

り、再開発を誘導すべき地区（誘導地区）として、京成成田駅参
道口地区を表１及び都市再開発の方針附図のとおり位置付ける。
京成成田駅参道口地区は、本区域の中心拠点となる地区であり、

交通結節点として、また成田山新勝寺などの観光地への表玄関と
して、ゆとりある回遊空間の充実と魅力的な都市景観の創出が求
められている。このことから、商業・業務・文化機能の集積と都
心居住の促進、並びに交流機能の強化に向けて、再開発の機運の
醸成を図るなど、再開発を誘導する。

令和７年１０月１７日

変更の内容（新旧対照表）

8

変更の理由旧新

具体的な事業
を記載

表１ １号市街地の整備方針

〇主な都市施設の整備に関する事項
駅前広場等の整備による歩車間の安全を確保し、ゆとりある都

市空間の形成に努める。

表１ １号市街地の整備方針

〇主な都市施設の整備に関する事項
駅前広場等の整備による歩車間の安全を確保し、ゆとりある都

市空間の形成に努める。
・ＪＲ成田駅東口第二種市街地再開発事業
・成田都市計画道路ＪＲ成田駅前線

「成田市都市
計画 都市計画
区域の整備、
開発及び保全
の方針」との
整合

〇都市の環境、景観等の維持及び改善に関する事項
・門前町や国際空港都市の玄関口にふさわしい都市景観の形成に
努める。

〇都市の環境、景観等の維持及び改善に関する事項
・門前町や国際都市の表玄関にふさわしい都市景観の形成に努め
る。

現状への修正〇再開発を誘導すべき地区（誘導地区）
京成成田駅西口駅前地区

〇再開発を誘導すべき地区（誘導地区）
京成成田駅参道口地区

令和７年１０月１７日
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新 旧 

１ 都市再開発の目標 

 
（１） 千葉県の再開発の基本目標 

人口減少・少子高齢化の進展への対応、防災性の向上、カーボンニュートラ

ルの実現、良好な景観の保全・形成等の都市を取り巻く社会経済情勢の変化や

それに伴う課題に対応した都市計画の取り組みが求められている。 
そのため、人口減少・少子高齢化に適応したコンパクトでウォーカブルな都市

づくり、激甚化・頻発化する風水害・土砂災害や大規模地震等に対する防災性を

より向上させた安全な都市づくり、スムーズな「人・モノ」の流れを生み出す魅

力あるまちづくりなどに向け、計画的な再開発が必要な市街地における都市機能

の更新が急務となっている。 
このことから、既成市街地のうち、土地の高度利用を図るべき地区、市街地の

環境改善を図るべき地区などにおいて、市街地再開発事業や土地区画整理事業な

どの市街地開発事業による都市の再構築、地区計画などの規制誘導手法による修

復型のまちづくりなどの再開発を進め、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

機能の更新を積極的に推進する。 
 

（２） 成田都市計画区域における都市再開発の目標 

成田市は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯において、首都圏のほぼ 50km
圏に包括され、千葉県の北部、標高1～42メートルの北総台地に位置し、北は利

根川、西は印旛沼に接する面積 214 平方キロメートル、人口約 13 万人の都市で

ある。 
昭和41年に、新東京国際空港（現成田国際空港）の設置が閣議決定され、昭和

53年5月の開港により、国際空港を擁する都市として、空港の建設に伴うニュー 

１ 都市再開発の目標 

 
（１） 千葉県の再開発の基本目標 

人口減少や高齢化の進展、防災性の向上、環境負荷の低減、良好な景観の保全・

形成等の都市が抱える各種課題に対応しながら、これからの社会情勢の変化に対

応した都市計画の取り組みが必要となっている。 
そのため、人口減少に対応した集約型都市づくり、既成市街地における低未利

用地や既存ストックの有効活用、災害に強いまちづくりなどについて、計画的な

再開発が必要な市街地における都市機能の更新が急務となっている。 
このことから、既成市街地のうち、土地の高度利用を図るべき地区、市街地の

環境改善を図るべき地区などにおいて、市街地再開発事業や土地区画整理事業な

どの市街地開発事業による都市の再構築、地区計画などの規制誘導手法による修

復型のまちづくりなどの再開発を進め、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

機能の更新を積極的に推進する。 

 

 

 

（２） 成田都市計画区域における都市再開発の目標 

本区域は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯において、首都圏のほぼ 50km
圏に包括され、千葉県の北部、標高1～42メートルの北総台地に位置している。 
成田市は、北は利根川、西は印旛沼に接する面積214平方キロメートル、人口

約13万人の都市である。 
昭和41年に、新東京国際空港の設置が閣議決定され、昭和53年5月の開港に

より、国際空港を擁する都市として、空港の建設に伴うニュータウン・工業団地・
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タウン・工業団地・交通網の整備等の関連事業の実施により、急速に都市化が進

展した。 
平成30 年3 月には、国、県、空港周辺9 市町、成田国際空港株式会社の四者

で構成する成田空港に関する四者協議会において、成田空港の滑走路の増設・延

伸などにより、年間発着枠を 30 万回から 50 万回に拡大する「成田空港の更な

る機能強化」を実施することについて合意し、現在は「第二の開港」とも言うべ

き拡張事業が進められている。 
また、令和7 年6 月の四者協議会において、成田空港「エアポートシティ」構

想が策定され、成田空港及び周辺地域が目指すビジョンが示された。その取り組

みが進められている。 
成田市は、成田山新勝寺を取り巻く既成市街地を形成した門前町としての発展

を続けるとともに、日本を代表する国際都市としての発展を目指し、市街地の質

的な改善や充実、防災性の向上等、都市の再整備にあたり、効率的・重点的な取

り組みを推進し、都市機能の更新を図るため、成田都市計画都市再開発の方針を

定める。 
 

２ 略 

 

（１） 略 

 

１）土地の合理的な高度利用を図るべき一体の市街地 

・都心機能の強化・充実を図るべき地区 

成田山新勝寺の表玄関として形成されたＪＲ・京成成田駅参道口地区は、

成田広域生活圏の都心機能とともに国際都市にふさわしい多様な商業・業務

機能の集積及び居住地区として、にぎわいのある魅力的な都市空間の充実の

交通網の整備等の関連事業の実施により、急速に都市化が進展した。 
現在、成田国際空港は早期完成を目指しており、本区域にあっては、更に広域

的交通体系の整備等を図るとともに、隣接する千葉ニュータウン地域との連携に

よる業務核都市構想の推進など、北総地帯の中核的な役割を担うことが期待され

ている。 
また、成田市は、成田山新勝寺を取り巻く既成市街地を形成した門前町として

の発展を続けるとともに、日本を代表する国際空港都市としての発展を目指し、

市街地の質的な改善や充実、防災性の向上等、都市の再整備にあたり、効率的・

重点的な取り組みを推進し、都市機能の更新を図るため、成田都市計画都市再開

発の方針を定める。 
 

 

 

 

 

２ 略 

 

 （１） 略 

 

１）土地の合理的な高度利用を図るべき地区 

・都心機能の強化・充実を図るべき地区 

成田山新勝寺の表玄関として形成された東日本旅客鉄道・京成成田駅中央

口地区は、成田広域生活圏の都心機能とともに国際空港都市にふさわしい多

様な商業・業務機能の集積及び居住地区として、にぎわいのある魅力的な都
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ため、市街地再開発事業を促進し、駅前としての土地の高度利用を図る。 

 

 

（２）再開発を誘導すべき地区 

１号市街地のうち、今後、再開発の機運の醸成を図るなどにより、再開発を誘

導すべき地区（誘導地区）として、京成成田駅参道口地区を表１及び都市再開発

の方針附図のとおり位置付ける。 

京成成田駅参道口地区は、本区域の中心拠点となる地区であり、交通結節点と

して、また成田山新勝寺などの観光地への表玄関として、ゆとりある回遊空間の

充実と魅力的な都市景観の創出が求められている。このことから、商業・業務・

文化機能の集積と都心居住の促進、並びに交流機能の強化に向けて、再開発の機

運の醸成を図るなど、再開発を誘導する。 

 

３ 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区 

１号市街地のうち、ＪＲ成田駅東口地区を特に一体的かつ総合的に市街地の再

開発をすべき地区（２項再開発促進地区）として都市再開発の方針附図のとおり

位置付け、その整備又は開発の計画概要を表２のとおり定める。 

 

ＪＲ成田駅東口地区は、交通結節点としての機能強化と本区域の中心拠点に

ふさわしい商業・業務・文化機能の集積及び定住化の促進とともに、うるおい

のある都市景観の創出、ゆとりある回遊空間の充実を図り、駅前広場等の整備

と再開発ビルの整備を一体的に行い、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

機能の更新をしている。 

市空間の充実のため、市街地再開発事業等を促進し、駅前としての土地の高

度利用を図る。 

 

 （２）再開発を誘導すべき地区 

１号市街地のうち、今後、再開発の機運の醸成を図るなどにより、再開発を誘

導すべき地区（誘導地区）として、京成成田駅西口駅前地区を表１及び都市再開

発の方針附図のとおり位置付ける。 

京成成田駅西口駅前地区は、本区域の中心拠点となる地区であり、交通結節点

として、また成田山新勝寺などの観光地への玄関口として、ゆとりある回遊空間

の充実と魅力的な都市景観の創出が求められている。このことから、商業・業務・

文化機能の集積と都心居住の促進、並びに交流機能の強化に向けて、再開発の機

運の醸成を図るなど、再開発を誘導する。 

 

３ 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区 

１号市街地のうち、ＪＲ成田駅東口地区を特に一体的かつ総合的に市街地の再

開発をすべき地区（２項再開発促進地区）として都市再開発の方針附図のとおり

位置付け、その整備又は開発の計画概要を表２のとおり定める。 

 

ＪＲ成田駅東口地区は、交通結節点としての機能強化と本区域の中心拠点に

ふさわしい商業・業務・文化機能の集積及び定住化の促進とともに、うるおい

のある都市景観の創出、ゆとりある回遊空間の充実を図るものとする。今後、

駅前広場等の整備と再開発ビルの整備を一体的に行い、土地の合理的かつ健全

な高度利用と都市機能の更新を促進する。 
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表１ １号市街地の整備方針 

図面

対象

番号 

地区名称 再開発の目標 

土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針 

再開発を誘導すべ

き地区 

（誘導地区） 

特に一体的かつ総

合的に再開発を促

進すべき地区（再

開発促進地区） 

適切な用途及び密度の

確保、その他の適切な

土地利用の実現に関す

る事項 

主要な都市施設の整備

に関する事項 

都市の環境、景観等の

維持及び改善に関する

事項 

１ 

ＪＲ・京成成

田駅参道口

地区 

 

（約5.0ha） 

成田広域生活圏の中

心市街地として魅力

的な都市空間の形成、

都心地区としての商

業・業務・文化機能・

人口の集積強化及び

交通結節点としての

都市機能の充実を図

る。 

交通結節点としての道

路体系等を整備し、商

業・業務・文化機能・人

口の集積と土地の高度

利用を促進する。 

駅前広場等の整備によ

る歩車間の安全を確保

し、ゆとりある都市空

間の形成に努める。 

・ＪＲ成田駅東口第 

二種市街地再開発 

事業 

・成田都市計画道路 

ＪＲ成田駅前線 

・門前町や国際都市の

表玄関にふさわしい

都市景観の形成に努

める。 

・駅前利用者や住民等

の憩いの場となる

オープンスペースの

確保に努める。 

 

京成成田駅 

参道口地区 

 

ＪＲ成田駅 

東口地区 
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表１ １号市街地の整備方針 

図面

対象

番号 

地区名称 再開発の目標 

土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針 

再開発を誘導すべ

き地区 

（誘導地区） 

特に一体的かつ総

合的に再開発を促

進すべき地区（再

開発促進地区） 

適切な用途及び密度の

確保、その他の適切な

土地利用の実現に関す

る事項 

主要な都市施設の整備

に関する事項 

都市の環境、景観等の

維持及び改善に関する

事項 

１ 

東日本旅客

鉄道・京成成

田駅中央口

地区 

 

（約5.0ha） 

成田広域生活圏の中

心市街地として魅力

的な都市空間の形成、

都心地区としての商

業・業務・文化機能・

人口の集積強化及び

交通結節点としての

都市機能の充実を図

る。 

交通結節点としての道

路体系等を整備し、商

業・業務・文化機能・人

口の集積と土地の高度

利用を促進する。 

駅前広場等の整備によ

る歩車間の安全を確保

し、ゆとりある都市空

間の形成に努める。 

・門前町や国際空港都

市の玄関口にふさわ

しい都市景観の形成

に努める。 

・駅前利用者や住民等

の憩いの場となる

オープンスペースの

確保に努める。 

 

京成成田駅 

西口駅前地区 

 

ＪＲ成田駅 

東口地区 
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表２ ２項再開発促進地区の整備又は開発の計画概要 

図面

対象

番号 

地区名称 

（ha） 

地区整備の 

主たる目標 

整備又は開発計画の概要 

土地利用計画 建築物の更新の
方針 

施設整備の方針 再開発推進の条
件整備の措置 
等 

概ね５年以内に
実施予定の事業 

概ね５年以内に

決定変更予定の

事項 

① 

ＪＲ成田駅東

口地区 

 

（約1.4ha） 

駅前広場と再開

発ビルの整備を

一体的に行い、商

業・業務・文化機

能の集積及び定

住化の促進を図

り、にぎわいとゆ

とりある駅前市

街地を形成する。 

都心地区のポテ

ンシャルに対応

した土地の高度

利用と、商業・業

務・文化機能の集

積及び定住化の

促進を図り、中心

市街地としての

活性化を図る。 

駅前広場等の機

能と調和した商

業・業務・住宅ビ

ルへの更新のた

め、民間活力の積

極的活用による

敷地の共有化並

びに高度化・不燃

化を促進し、良好

な都市環境の整

備に努める。 

ＪＲ成田駅東口

駅前広場、関連区

画道路及び歩行

者専用道路の整

備 

公共団体施行市

街地再開発事業

の促進 

 

－ 

 

－ 
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表２ ２項再開発促進地区の整備又は開発の計画概要 

図面

対象

番号 

地区名称 

（ha） 

地区整備の 

主たる目標 

整備又は開発計画の概要 

土地利用計画 建築物の更新の
方針 

施設整備の方針 再開発推進の条
件整備の措置 
等 

概ね５年以内に
実施予定の事業 

概ね５年以内に

決定変更予定の

事項 

① 

ＪＲ成田駅東

口地区 

 

（約1.4ha） 

駅前広場と再開

発ビルの整備を

一体的に行い、商

業・業務・文化機

能の集積及び定

住化の促進を図

り、にぎわいとゆ

とりある駅前中

心市街地景観を

形成する。 

都心地区のポテ

ンシャルに対応

した土地の高度

利用と、商業・業

務・文化機能の集

積及び定住化の

促進を図り、中心

市街地としての

活性化を図る。 

駅前広場等の機

能と調和した商

業・業務・住宅ビ

ルへの更新のた

め、民間活力の積

極的活用による

敷地の共有化並

びに高度化・不燃

化を促進し、良好

な都市環境の整

備に努める。 

ＪＲ成田駅東口

駅前広場、関連区

画道路及び歩行

者専用道路の整

備 

公共団体施行市

街地再開発事業

の促進 

 

－ 

 

－ 
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参考資料９

西三里塚地区に係る都市計画変更について

報告第７号 成田都市計画区域区分の変更の市町村原案について（西三里塚地区）
報告第８号 成田都市計画用途地域の変更の原案について（西三里塚地区）

令和７年１０月１７日 －1－

（区域区分なし）
下総大栄都市計画区域

区域区分とは

市街化区域
・すでに市街地を形成している区域
・おおむね１０年以内に計画的に市街化を図る区域

昭和４５年７月３１日（当初線引き）面積 １，８１０ha
現 在 面積 ２，０５７ha

市街化調整区域
・市街化を抑制し、すぐれた自然を保全する区域
・原則として建物の建築が制限される

都市計画区域において．．．
①無秩序な市街化の防止
②計画的な市街地の形成を図る
③市街化区域と市街化調整区域の２つの区分に区分することができる
※下総大栄都市計画区域は、区域区分を定めていない（非線引き区域）

都市計画区域
自然的・社会的条件や人口、土地利用、交通量等の現状や推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、

開発及び保全する必要がある区域として指定する。
本市は、「成田都市計画区域」「下総大栄都市計画区域」の２つの都市計画区域がある。

－2－令和７年１０月１７日



県道 八日市場佐倉線

県道 三里塚八街線

県道 成田松尾線

成田国際空港

区域区分の変更箇所について

市街化区域編入（約０．４６ha）

－3－令和７年１０月１７日

三里塚みらい
保育園

調整池

第一種低層住居専用地域

富里市 成田市

平成15年12月31日までの行政界
代替地整備事業区域
平成14年～平成16年度

代替地整備に伴い
行政区域が変更

区域区分の変更について

富里市

成田市に編入

行政界変更され成田市となったが
区域区分が変更されていないため、
市街化調整区域のまま

－4－令和７年１０月１７日



区域区分
変更

区域区分の変更について

変更前（現在） 変更後

市街化区域に編入

凡 例

変更区域

区域の区分（区分境界線）を変更することにより、市街化調整区域から市街化区域に編入されます。

三里塚みらい
保育園

三里塚みらい
保育園

調整池 調整池

凡例
区域区分線

新区域区分線

－5－令和７年１０月１７日

用途地域の変更について

変更前（現在） 変更後

用途地域
変更

設定する用途地域

建築可能なもの

・一般住宅（高さ10ｍ以下）
・兼用住宅
（小規模な店舗や事務所と
兼ねるもの）

・小中学校など

低層住宅のための地域です

編入区域周辺と同様に適正な土地利用と望ましい市街地の形成を誘導するため、用途地域を定めます。

凡例
変更区域

－6－

三里塚みらい
保育園

三里塚みらい
保育園

調整池 調整池

令和７年１０月１７日



敷地面積

延べ床面積

＜建蔽率の算定方法＞

建蔽率とは
建蔽率とは、敷地面積に対する建物の占有面積の割合を示す数値で、土地の利用状況を表します。

例えば、建蔽率が50%の場合、100㎡の敷地には最大50㎡の建物を建てることができます。

容積率とは
容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合を示す数値で、建物の規模を表します。例

えば、容積率が100%の場合、100㎡の敷地には最大100㎡の延べ床面積の建物を建てることができます。

市街化区域編入する区域には、建蔽率５０％、容積率１００％を定めます。

用途地域の変更について（建蔽率と容積率）

－7－令和７年１０月１７日

今後のスケジュール

－8－令和７年１０月１７日

令和７年 １０月１７日 第２回都市計画審議会

１１月１日 住民説明会

１１月２５日 市町村原案の申出

１２月１２日～１２月２６日 案の概要縦覧（２週間）

令和８年１月１７日～２月８日
の間の土・日（調整中）

公聴会

案の縦覧（２週間）

都市計画審議会

令和８年夏ごろ 都市計画の変更決定・告示

本日
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令和７年度第２回都市計画審議会 

成田赤十字病院 現況図 
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◆成田赤十字病院 航空写真 ◆成田赤十字病院 建物配置図 
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